
「
保

育
対
策

総
合
支
援

事
業

費
補

助
金
交
付

要
綱

」
 

新
旧
対
照

表
（

案
）
（
赤

字
下
線

部
：

変
更

箇
所
）
 

 

改
正
後
 

現
行
 

別
 
表
 

１
 

区
分
 

２
  
種
目

 
３
 

基
準
額
 

４
 

対
象
経
費
 

５
 

補
助
率
 

直
接

補
助

事
業
 

保
育
士
資

格

取
得
支
援

事

業
 

１
．
認
可
外
保
育
施
設
保
育
士
資
格

取
得
支
援
事

業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業

に
よ

り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,
00
0
円

 

・
「
保
育
士
試
験
の
実
施
に
つ
い

て
」
（
平

成
15

年
12

月
1
日
雇
児
発

第
12
01
0
02

号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知

。
以

下
「
試
験
実
施
通
知
」
と
い
う
。
）

の
別

表

②
及
び
③
に
よ
り
保
育
士
資
格

を
取

得
す

る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に

よ
り

保
育

士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,
00
0
円

 

（
２
）
代
替
保
育
従
事
者
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り

  
 7
,2
20

円
 

保
育

士
資

格
取

得
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

入
学

料
、
受
講
料

、
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、
食
糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

１
／
２
 

２
．
保
育
教
諭
確
保
の
た
め
の
保
育

士
資
格
取
得

支
援
事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

 
10
0,
00
0
円

 

（
２
）
代
替
保
育
士
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 

7,
22
0
円

 

別
 

表
 

１
 

区
分
 

２
  
種
目

 
３
 
基
準
額
 

４
 
対
象
経
費
 

５
 

補
助
率
 

直
接

補
助

事
業
 

保
育
士
資

格

取
得
支
援

事

業
 

１
．
認
可
外
保
育
施
設
保
育
士
資
格
取
得
支
援
事

業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業
に
よ
り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,

00
0
円
 

・
「
保
育
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平

成
15

年
12

月
1
日
雇
児
発
第

12
01
0
02

号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
。
以

下
「
試
験
実
施
通
知
」
と
い
う
。
）
の
別
表

②
及
び
③
に
よ
り
保
育
士
資
格
を
取
得
す

る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に
よ
り
保
育

士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,

00
0
円
 

（
２
）
代
替
保
育
従
事
者
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り

  
 7
,2
10

円
 

保
育

士
資

格
取

得
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

入
学

料
、
受
講
料
、
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、
食
糧
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

１
／
２
 

２
．
保
育
教
諭
確
保
の
た
め
の
保
育
士
資
格
取
得

支
援
事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

 
10
0,

00
0
円
 

（
２
）
代
替
保
育
士
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 

7,
21
0
円
 

18

ITTTC
テキスト ボックス
資料１



３
．
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る

者
の
保
育
士

資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,
00
0
円
 

４
．
保
育
所
等
保
育
士
資
格
取
得
支

援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業

に
よ

り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
②
及

び
③

に
よ

り
保
育
士
資
格
を
取
得
す
る
場

合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に

よ
り

保
育

士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,
00
0
円

 

５
．
保
育
士
試
験
受
験
直
前
講
座
実

施
事
業
（
う

ち
、
保
育
士
試
験
受
験
直
前
講
座
実

施
事
業
）
 

直
前
講
座
受
講
者
１
人
当
た
り

6,
00
0
円
 

保
育
士
試

験

追
加
実
施

支

援
事
業
 

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
 

保
育

士
試

験
追

加
実

施
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

旅
費
、
共
済
費
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び
賃
借

料
 

１
／
２
 

保
育
士
養

成

施
設
に
対

す

る
就
職
促

進

支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
け
る
保

育
所
等
へ
の

就
職
内
定
の
割
合
が
、
前
年
の
当
該

施
設
の
就
職

割
合
と
比
較
し
、

2％
増
加
す
る
ご
と
に

26
4
,0
0
0

円
 

保
育

士
養

成
施

設
に

対
す

る
就

職
促

進
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
旅
費

、
需

１
／
２
 

３
．
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
の
保
育
士

資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,

00
0
円
 

４
．
保
育
所
等
保
育
士
資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業
に
よ
り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
②
及
び
③
に
よ

り
保
育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に
よ
り
保
育

士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,

00
0
円
 

５
．
保
育
士
試
験
受
験
直
前
講
座
実
施
事
業
（
う

ち
、
保
育
士
試
験
受
験
直
前
講
座
実
施
事
業
）
 

直
前
講
座
受
講
者
１
人
当
た
り

6,
00
0
円
 

保
育
士
試

験

追
加
実
施

支

援
事
業
 

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
 

保
育

士
試

験
追

加
実

施
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

旅
費
、
共
済
費
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び
賃
借
料
 

１
／
２
 

保
育
士
養

成

施
設
に
対

す

る
就
職
促

進

支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の

就
職
内
定
の
割
合
が
、
前
年
の
当
該
施
設
の
就
職

割
合
と
比
較
し
、

2％
増
加
す
る
ご
と
に

26
4
,0
0
0

円
 

保
育

士
養

成
施

設
に

対
す

る
就

職
促

進
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
旅
費
、
需

１
／
２
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用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費

、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

保
育
士
宿

舎

借
り
上
げ

支

援
事
業
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

別
紙
の
と
お
り
 

※
令
和
元
年
度

か
ら
引
き
続
き
令
和

３
年
度

に
お

い
て
本
事
業
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、

令
和

４
年
度

も
引
き
続
き
本
事
業
の
対
象
と
な
っ

た
者
が
、
引

き
続
き
同
じ
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る

場
合

に
は
、

以
下
の
額
を
適
用
で
き
る
。
 

１
人
当
た
り
月
額
 
82
,
00
0
円

 

保
育

士
宿

舎
借

り
上

げ
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

役
務

費
、
委
託
料

、
使

用
料
、
賃
借

料
 

１
／
２
 

保
育
人
材

等

就
職
・
交

流

支
援
事
業
 

１
．
保
育
人
材
等
就
職
支
援
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
 
 
 
 
11
,
66
8
,0
00

円
 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
に

基
づ

く
協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体

へ
の

支
援

策
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
事

業
を

実
施

す
る
場
合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円

 

保
育

人
材

等
就

職
・

交
流

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

報
償

費
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

１
／
２
 

２
．
保
育
士
等
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

構
築
の
た
め

の
人
材
交
流
等
支
援
事
業
 

（
１
）
保
育
士
の
実
地
派
遣
及
び
人

材
交
流
等
 

①
代
替
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 
 

7,
22
0
円
 

②
調
整
費

  
１
人
当
た
り
 
  
 
4,
00
0
円
 

（
２
）
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
学

生
の
保
育
実

習
受
け
入
れ
 

①
実
習
受
入
費

 
１
人
当
た
り

 
10
,0
00

円
 

３
／
４
 

用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費
、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告

料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

保
育
士
宿

舎

借
り
上
げ

支

援
事
業
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

別
紙
の
と
お
り
 

※
令
和
元
年
度

か
ら
引
き
続
き
令
和

２
年
度
に
お

い
て
本
事
業
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、
令
和

３
年
度

も
引
き
続
き
本
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
、
引

き
続
き
同
じ
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、

以
下
の
額
を
適
用
で
き
る
。
 

１
人
当
た
り
月
額
 
82
,
00
0
円

 

保
育

士
宿

舎
借

り
上

げ
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

役
務

費
、
委
託
料
、
使

用
料
、
賃
借
料
 

１
／
２
 

保
育
人
材

等

就
職
・
交

流

支
援
事
業
 

１
．
保
育
人
材
等
就
職
支
援
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
 
 
 
 
11
,
73
1
,0
00

円
 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ

く
協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援

策
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
事
業
を
実
施

す
る
場
合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円
 

保
育

人
材

等
就

職
・

交
流

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

報
償

費
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

１
／
２
 

２
．
保
育
士
等
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
構
築
の
た
め

の
人
材
交
流
等
支
援
事
業
 

（
１
）
保
育
士
の
実
地
派
遣
及
び
人
材
交
流
等
 

①
代
替
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 
 

7,
21
0
円
 

②
調
整
費

  
１
人
当
た
り
 
  
 
4,

00
0
円
 

（
２
）
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
学
生
の
保
育
実

習
受
け
入
れ
 

①
実
習
受
入
費

 
１
人
当
た
り

 
10
,0
00

円
 

３
／
４
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②
調
整
費
 
 
 
１
人
当
た
り

  
4,
00
0
円

 
料

及
び

賃
借

料

並
び

に
備

品
購

入
費
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

保
育
補
助

者

雇
上
強
化

事

業
 

１
．

利
用
定
員
が

12
1
人
未
満
の
施
設
の

場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
32

8,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採

択
を
受

け
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、

以
下
の
額
を
適

用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
3,
10

4,
0
00

円
 

２
．

利
用
定
員
が

12
1
人
以
上
の
施
設
の

場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
65

6,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採

択
を
受

け
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
以
下
の

額
を

適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
6,
20

8,
0
00

円
 

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
需
用
費

、
役

務
費
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料
 

３
／
４
 

若
手
保
育

士

や
保
育
事

業

者
等
へ
の

巡

回
支
援
事
業
 

１
．
若
手
保
育
士
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

２
．
保
育
事
業
者
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
巡
回

支
援

 

１
自
治
体
当
た
り
 
  
4
,0
6
4,
0
00

円
 

４
．
保
育
士
の
働
き
方
改
革
へ
の
巡

回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

５
．
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け

た
啓
発
セ
ミ

ナ
ー
等
の
実
施
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62
5,
0
00

円
 

６
．
保
育
実
践
充
実
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る

巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

７
．
自
己
評
価
に
係
る
地
域
協
議
会
 

１
自
治
体
当
た
り
 

  
1
,6
2
5,
0
00

円
 

若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

報
償

費
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

印
刷
製
本
費

）、

通
信

運
搬

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
備
品
購
入

費
 

 

１
／
２
 

 

保
育
士
・

保

育
所
支
援

セ

（
１
）
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン

タ
ー
開
設
運

営
経
費
 

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

１
／
２
 

②
調
整
費
 
 
 
１
人
当
た
り

  
4,
00
0
円

 
料

及
び

賃
借

料

並
び

に
備

品
購

入
費
 

３
．
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
集
約
化
推
進
事
業
 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
 

１
／
２
 

保
育
補
助

者

雇
上
強
化

事

業
 

１
．
利
用
定
員
が

12
1
人
未
満
の
施
設
の
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
33

3,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
3,
11

1,
0
00

円
 

２
．
利
用
定
員
が

12
1
人
以
上
の
施
設
の
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
66

6,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
6,
22

2,
0
00

円
 

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
需
用
費
、
役

務
費
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料
 

３
／
４
 

若
手
保
育

士

や
保
育
事

業

者
等
へ
の

巡

回
支
援
事
業
 

１
．
若
手
保
育
士
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

２
．
保
育
事
業
者
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
巡
回
支
援

 

１
自
治
体
当
た
り
 
  
4
,0
6
4,
0
00

円
 

４
．
保
育
士
の
働
き
方
改
革
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

５
．
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け
た
啓
発
セ
ミ

ナ
ー
等
の
実
施
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62

4,
0
00

円
 

６
．
保
育
実
践
充
実
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る

巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

７
．
自
己
評
価
に
係
る
地
域
協
議
会
 

１
自
治
体
当
た
り
 
  
1
,6
2
4,
0
00

円
 

若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

報
償

費
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

印
刷
製
本
費
）、

通
信

運
搬

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
備
品
購
入
費
 

 

１
／
２
 

 

保
育
士
・

保

育
所
支
援

セ

（
１
）
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
運

営
経
費
 

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

１
／
２
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ン
タ
ー
設

置

運
営
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
 

7,
2
00
,
00
0
円

 

（
２
）
保
育
士
再
就
職
支
援
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー

雇
上
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円

 

※
加
算
の
対
象
と
な
る
場
合
、

１
自

治
体
当

た
り

 
8,
00

0,
0
00

円
 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の

支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
事
業
を
実

施
す

る
場

合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

 
 
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円

 

（
３
）
再
就
職
支
援
及
び
雇
用
管
理

改
善
経
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

46
9,
00
0
円

 

（
４
）
潜
在
保
育
士
の
把
握
及
び
セ

ン
タ
ー
認
知

度
向
上
の
た
め
の
経
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

6,
0
87
,
00
0
円

 

（
５
）
保
育
士
登
録
簿
を
活
用
し
た

就
職
促
進
経
 
 
 

 
 

費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

3,
5
03
,
00
0
円

 

（
６
）
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
導
入

費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

7,
0
00
,
00
0
円

 

（
減
額
の
場
合
）

 5
,0
0
0,
0
00

円
 

（
７
）
放
課
後
児
童
支
援
員
の
人
材

確
保
支
援
経
 

 
 

費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

1,
2
19
,
00
0
円

 

ー
設

置
運

営
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費

、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

（
削
除
）
 

  

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

ン
タ
ー
設

置

運
営
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
 

7,
2
00
,
00
0
円
 

（
２
）
保
育
士
再
就
職
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

雇
上
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円
 

※
加
算
の
対
象
と
な
る
場
合
、
１
自
治
体
当

た
り

 
8,
00

0,
0
00

円
 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
事
業
を
実
施
す
る
場

合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

 
 
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円
 

（
３
）
再
就
職
支
援
及
び
雇
用
管
理
改
善
経
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

46
9,

00
0
円
 

（
４
）
潜
在
保
育
士
の
把
握
及
び
セ
ン
タ
ー
認
知

度
向
上
の
た
め
の
経
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

6,
1
19
,
00
0
円
 

（
５
）
保
育
士
登
録
簿
を
活
用
し
た
就
職
促
進
経
 
 
 

 
 

費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

3,
6
64
,
00
0
円
 

（
６
）
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
導
入
費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

7,
0
00
,
00
0
円
 

（
減
額
の
場
合
）

 5
,0
0
0,
0
00

円
 

（
７
）
放
課
後
児
童
支
援
員
の
人
材
確
保
支
援
経
 

 
 

費
 

１
自
治
体
当
た
り
 

1,
2
17
,
00
0
円
 

ー
設

置
運

営
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
旅
費
、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費
、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

潜
在
保
育

士

再
就
職
支

援

事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
 

10
0
,0
00

円
 

  

潜
在

保
育

士
再

就
職

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

１
／
２
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保
育
士
・

保

育
の
現
場

の

魅
力
発
信

事

業
 

１
．
保
育
士

と
い
う

職
業
や
保
育
の
現
場

の
魅

力

発
信
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

8,
10
8,
0
00

円
 

２
．
保
育
士

が
相
談
し
や
す
い
体
制

整
備

 

（
１
）

保
育
士
の
相
談
窓
口

の
設
置
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
03
5,
0
00

円
 

（
２
）

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に

関
す
る

相
談
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

5,
63
5,
0
00

円
 

 

保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

１
／
２
 

 
   

 

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備

品
購

入
費
 

 

保
育
士
・

保

育
の
現
場

の

魅
力
発
信

事

業
 

１
．
保
育
士
と
い
う
職
業
や
保
育
の
現
場
の
魅
力

発
信
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

8,
10

8,
0
00

円
 

２
．
保
育
士
が
相
談
し
や
す
い
体
制
整
備

 

（
１
）
保
育
士
の
相
談
窓
口

の
設
置
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
03

5,
0
00

円
 

（
２
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

相
談
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

5,
59

9,
0
00

円
 

 

保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

１
／
２
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び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

保
育
士
修

学

資
金
貸
付

等

事
業
 

１
 

保
育
士
修
学
資
金
貸
付
 

（
１
）
基
本
額
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

50
,0
00

円
以
内
 

（
２
）
加
算
額
 

・
入
学
準
備
金
（
貸
付
初
回
時

）
 

１
人
当
た
り

 
 2
00
,0
00

円
以
内
 

・
就
職
準
備
金
（
卒
業
時
）
 

１
人
当
た
り

 
 2
00
,0
00

円
以
内
 

・
貸

付
申

請
時

に
生

活
保

護
受

給
世

帯

の
者
で
あ
っ
て
、
養
成
施
設
に

入
学
し
、

在
学
す
る
者
 

１
月

当
た

り
貸

付
申

請
時

に
お

け
る

貸
付

対
象

者
の

居
住

地
の

生
活

扶
助

基

準
の
居
宅
（
第
１
類
）
に
掲
げ

る
額

の
う

ち
貸

付
対

象
者

の
年

齢
に

対
応

す
る

年

齢
区
分
の
額
に
相
当
す
る
額

以
内
 

２
 

保
育
補
助
者
雇
上
費
貸
付
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
95
3,
0
00

円
以
内
 

（
加
算
分
）
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
21
5,
0
00

円
以
内
 

３
 

未
就

学
児

を
も

つ
保

育
士

に
対

す
る

保
育

料

の
一
部
貸
付
 

保
育
士
が
要
し
た
保
育
料
の

1/
2 

※
 
た
だ
し
、
上
限

 
月
額

27
,0
00

円
 

４
 

就
職
準
備
金
貸
付
 

 
 
 
 
 
 

１
人
当
た
り

  
20
0
,0
00

円
以
内
 

（
加
算
分
）
 

 
 
 
 
 
 

１
人
当
た
り

  
20
0
,0
00

円
以
内
 

５
 

未
就

学
児

を
持

つ
保

育
士

の
子

ど
も

の
預

か

り
支
援
事
業
利
用
料
金
の
一
部
貸
付
 

・
未
就
学
児
を
持
つ
保
育
士
の
子

ど
も
の

預

か
り

支
援

に
関

す
る

事
業

を
利

用
す

る
た

め
に
要
し
た
経
費
の
１
／
２
 

※
 
た
だ
し
、
年
額

12
3,

00
0
円
以
内
 

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
貸

付
金
、
報
酬

、
給

料
、

職
員

手
当

等
、
共
済
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、
会
議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

９
／
１
０
 

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
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６
 

事
務
費
 

・
１
事
業
当
た
り
 
 

 
4,
27
5
,0
00

円
以
内
 

 
 
・
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
に
お
い
て

生
活

費
加

算
を
行
う
場
合
 

１
事
業
当
た
り

 
5,
77
5
,0
00

円
以
内
 

※
 

都
道
府
県
等
か
ら
委
託
を
受
け
た
都

道
府
県

等
社
会
福
祉
協
議
会
が
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等

事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。
 

保
育
所
等

改

修
費
等
支

援

事
業
 

（
２
）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊

急
的
に

対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対

応
方

針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 3
2
,4
4
8,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 

１
事
業
所
当
た
り

 
 3
5,
4
90
,
00
0
円

 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 2
2
,3
0
8,
0
00

円
 

（
３
）
認
可
化
移
行
改
修
費
等
 

①
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
4
90
,
00
0
円

 

  
 ※

賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円

 

 
 ②

上
記
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円

 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円

 

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

需
用

費
（
燃
料
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除

く
。
）
、

備
品

購

入
費
 

１
／
２
 

（
注
１
）
 

２
／
３
 

        保
育
所
等

改

修
費
等
支

援

事
業
 

（
２
）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 3
2
,0
0
0,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 

１
事
業
所
当
た
り

 
 3
5,
0
00
,
00
0
円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 2
2
,0
0
0,
0
00

円
 

（
３
）
認
可
化
移
行
改
修
費
等
 

①
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
0
00
,
00
0
円
 

  
 ※

賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円
 

 
 ②

上
記
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円
 

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

需
用

費
（
燃
料
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除

く
。
）
、

備
品
購

入
費
 

１
／
２
 

（
注
１
）
 

２
／
３
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（
４
）
家
庭
的
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊

急
的
に

対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対

応
方

針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
32
,4
4
8,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
,4
3
4,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１
号

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に

基
づ

く
協
議

会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支

援
策

に
つ
い

て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る

事
業

と
し
て

行
う
場
合
 

 
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
35
,4
9
0,
0
00

円
 

 
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
,4
3
4,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
2,
3
08
,
00
0
円

 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
3
4,
0
00

円
 

認
可
外
保

育

施
設
改
修

費

等
支
援
事
業
 

（
１
）
改
修
費
等
支
援
事
業
 

①
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
１
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 3
2
,4
4
8,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

②
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
２
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

  
 
 1
6
,2
2
4,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 

  
 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

（
２
）
移
転
費
等
支
援
事
業
 

認
可

外
保

育
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

１
／
２
 

（
４
）
家
庭
的
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
32
,0
0
0,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
,4
0
0,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１
号

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協
議

会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ
い

て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し
て

行
う
場
合
 

 
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
35
,0
0
0,
0
00

円
 

 
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
,4
0
0,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 2
2,
0
00
,
00
0
円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
0
0,
0
00

円
 

認
可
外
保

育

施
設
改
修

費

等
支
援
事
業
 

（
１
）
改
修
費
等
支
援
事
業
 

  

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 3
2
,0
0
0,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

     

（
２
）
移
転
費
等
支
援
事
業
 

認
可

外
保

育
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

１
／
２
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①
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
１
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

・
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

1,
2
17
,
00
0
円

 

・
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
53
,
00
0
円

 

②
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
２
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

・
移
転
費
 １
施
設
当
た
り

  
  

1,
21
7,
0
00

円
 

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

認
可
化
移

行

の
た
め
の

助

言
指
導
・

移

転
費
等
支

援

事
業
 

１
．
認
可
化
移
行
可
能
性
調
査
支
援
 

 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 
 
5
88
,
00
0
円

 

２
．
認
可
化
移
行
助
言
指
導
支
援
 

 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 
 
5
25
,
00
0
円

 

３
．
指
導
監
督
基
準
遵
守
助
言
指
導

支
援

 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 
 

78
7,
00
0
円

 

４
．
認
可
化
移
行
移
転
費
等
支
援
事

業
 

（
１
）
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

1,
2
17
,
00
0
円

 

（
２
）
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
53
,
00
0
円

 

 

認
可

化
移

行
の

た
め

の
助

言
指

導
・

移
転

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

旅
費

、
工

事
請

負
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
、
広
告
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

１
／
２
 

民
有
地
マ

ッ

チ
ン
グ
事
業
 

１
．
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

 
5,
90
0
,0
00

円
 

２
．
整
備
候
補
地
等
の
確
保
支
援
 
 
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

 
4,
50
0
,0
00

円
 

民
有

地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

１
／
２
 

  

・
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

1,
2
00
,
00
0
円
 

・
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
00
,
00
0
円
 

    

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

認
可
化
移

行

の
た
め
の

助

言
指
導
・

移

転
費
等
支

援

事
業
 

１
．
認
可
化
移
行
可
能
性
調
査
支
援
 

 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 
5
87
,
00
0
円
 

２
．
認
可
化
移
行
助
言
指
導
支
援
 

 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 
5
24
,
00
0
円
 

３
．
指
導
監
督
基
準
遵
守
助
言
指
導
支
援

 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 
 

78
6,

00
0
円
 

４
．
認
可
化
移
行
移
転
費
等
支
援
事
業
 

（
１
）
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

1,
2
00
,
00
0
円
 

（
２
）
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
00
,
00
0
円
 

 

認
可

化
移

行
の

た
め

の
助

言
指

導
・

移
転

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

旅
費

、
工

事
請

負
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
、
広
告
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

１
／
２
 

民
有
地
マ

ッ

チ
ン
グ
事
業
 

１
．
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

 
5,
90
0
,0
00

円
 

２
．
整
備
候
補
地
等
の
確
保
支
援
 
 
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

 
4,
50
0
,0
00

円
 

民
有

地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

１
／
２
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３
．
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
支
援
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 
 

 
4,
40
0
,0
00

円
 

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
会

議
費

、
印

刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費
、
広
告
料
、

手
数
料
）
、
委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

広
域
的
保

育

所
等
利
用

事

業
 

１
．
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業
 

（
１
）
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上
げ
費
 

①
購
入
費
 
 

１
台
当
た
り

 
15
,0
00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

15
,0
00
,
00
0
円

を
加
算
す
る
。
 

②
借
上
げ
費

 
１
台
当
た
り

 
 7
,5
00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

7,
50
0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

※
自
宅
等
送
迎
事
業
に
つ
い
て
は
、

1
事
業
当

た
り
と
す
る
。
 

（
２
）
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00
0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

（
３
）
運
転
手
雇
上
費

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00
0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

 （
４
）
事
業
費
（
送
迎
セ
ン
タ
ー
実

施
場
所
の
賃

借
料
、
燃
料
費
等
）
 

①
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
事
業
 

 
 
 

  
 

  
10
,2
0
2,
0
00

円
 

②
自
宅
等
送
迎
事
業
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 1
,
11
9
,0
00

円
 

広
域

的
保

育
所

等
利

用
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
、
賃
借
料

、
工

事
請

負
費

、
備

品
購

入
費

、
車

両
購

入
費

、
運

行
費
、
改
修
費
、

公
課
費
 

１
／
２
 

３
．
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
支
援
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 

 
 

4,
40
0
,0
00

円
 

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
会

議
費

、
印

刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費
、
広
告
料
、

手
数
料
）
、
委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

広
域
的
保

育

所
等
利
用

事

業
 

１
．
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業
 

（
１
）
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上
げ
費
 

①
購
入
費
 
 

１
台
当
た
り

 
15
,0

00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

15
,0

00
,
00
0
円

を
加
算
す
る
。
 

②
借
上
げ
費

 
１
台
当
た
り

 
 7
,5

00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

7,
50

0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

※
自
宅
等
送
迎
事
業
に
つ
い
て
は
、

1
事
業
当

た
り
と
す
る
。
 

（
２
）
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

（
３
）
運
転
手
雇
上
費

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

 （
４
）
事
業
費
（
送
迎
セ
ン
タ
ー
実
施
場
所
の
賃

借
料
、
燃
料
費
等
）
 

①
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
事
業
 

 
 
 

  
 

  
10
,2
0
2,
0
00

円
 

②
自
宅
等
送
迎
事
業
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 1
,
11
9
,0
00

円
 

広
域

的
保

育
所

等
利

用
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
、
賃
借
料
、
工

事
請

負
費

、
備

品
購

入
費

、
車

両
購

入
費

、
運

行
費
、
改
修
費
、

公
課
費
 

１
／
２
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 ２
．
代
替
屋
外
遊
戯
場
送
迎
事
業
 

（
１
）
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上
げ
費
 

 
①
購
入
費

 
１
台
当
た
り

 
15
,0
00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

15
,0
00
,
00
0
円

を
加
算
す
る
。
 

②
借
上
げ
費
１
台
当
た
り
 
 7
,
50
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

7,
50
0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

 

（
２
）
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を
 

加
算
す
る
。
 

（
３
）
運
転
手
雇
上
費

  
 

  
  
  

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を
 

加
算
す
る
。
 

 （
４
）
事
業
費
（
駐
車
場
の
賃
借
料

、
燃
料
費

等
）

 
 
 
 
 
 
 
 

  
10
,2
0
2,
0
00

円
 

 
た
だ
し
、
１
と
２
の
両
方
の
事
業
を
実

施
す
る

場
合
、（

１
）
の
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上

げ
費
に
つ

い
て
は
、
ど
ち
ら
か
の
事
業
の
み
の

補
助
と
す

る
。
 

 ３
．
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
設
置
改

修
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
7,
27
0
,0
00

円
 

保
育
利
用

支

援
事
業
 

１
．
代
替
保
育
利
用
支
援
 

 
 
 
 
１
人
当
た
り

 
 

月
額
 
 
 
20
,
00
0
円

 

２
．
予
約
制
導
入
に
係
る
体
制
整
備
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
2,
40
6
,0
00

円
 

保
育

利
用

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

１
／
２
 

 ２
．
代
替
屋
外
遊
戯
場
送
迎
事
業
 

（
１
）
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上
げ
費
 

 
①
購
入
費

 
１
台
当
た
り

 
15
,0

00
,
00
0
円

 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

15
,0

00
,
00
0
円

を
加
算
す
る
。
 

②
借
上
げ
費
１
台
当
た
り
 
 7
,
50
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
台
目
以
降
は

7,
50

0,
0
00

円
を

加
算
す
る
。
 

 

（
２
）
保
育
士
等
雇
上
費
 

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を
 

加
算
す
る
。
 

（
３
）
運
転
手
雇
上
費

  
 

  
  
  

１
人
当
た
り
 
 
5,
00
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
人
目
以
降
は

3,
00

0,
0
00

円
を
 

加
算
す
る
。
 

 （
４
）
事
業
費
（
駐
車
場
の
賃
借
料
、
燃
料
費

等
）

 
 
 
 
 
 
 
 

  
10
,2
0
2,
0
00

円
 

 
た
だ
し
、
１
と
２
の
両
方
の
事
業
を
実
施
す
る

場
合
、（

１
）
の
バ
ス
購
入
費
又
は
借
上
げ
費
に
つ

い
て
は
、
ど
ち
ら
か
の
事
業
の
み
の
補
助
と
す

る
。
 

 ３
．
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
設
置
改
修
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
7,
27
0
,0
00

円
 

保
育
利
用

支

援
事
業
 

１
．
代
替
保
育
利
用
支
援
 

 
 
 
 
１
人
当
た
り

 
 

月
額
 
 
 
20
,
00
0
円
 

２
．
予
約
制
導
入
に
係
る
体
制
整
備
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
2,
40
6
,0
00

円
 

保
育

利
用

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

１
／
２
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会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

３
歳
児
受

入

れ
等
連
携

支

援
事
業
 

１
．
３
歳
児
受
入
れ
連
携
支
援
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
54
9
,0
00

円
 

２
．
家
庭
的
保
育
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

形
成
事
業
 

（
１
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
１
名

配
置
す
る
 

場
合
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

4,
1
83
,
00
0
円

 

 （
２
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
２
名

以
上
配
置
す
 

る
場
合
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

8,
1
83
,
00
0
円

 

３
歳

児
受

入
れ

等
連

携
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

１
／
２
 

医
療
的
ケ

ア

児
保
育
支

援

事
業
 

１
．
基
本
分
単
価
 

（
１
）
看
護
師
等
を
配
置
し
て
医
療

的
ケ
ア
を
行

う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 
 

年
額

 
5,
29
0,
0
00

円
 

（
２
）
看
護
師
等
を
配
置
せ
ず
、
保

育
士
等
が
医

療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 
 

年
額

 
4,
95

0,
0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
名
以
上
の
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
け

入
れ
が
見
込
ま
れ
る
保
育
所
等
に
お
い
て
、
看
護

師
等
を
複
数
配
置
し
て
い
る
場
合
は

5,
2
90
,
00
0

円
を
、
保
育
士
等
を
複
数
配
置
し
て
い
る
場
合
は

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費

１
／
２
 

（
注
２
）
 

２
／
３
 

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

３
歳
児
受

入

れ
等
連
携

支

援
事
業
 

１
．
３
歳
児
受
入
れ
連
携
支
援
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
54
9
,0
00

円
 

２
．
家
庭
的
保
育
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
形
成
事
業
 

（
１
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
１
名
配
置
す
る
 

場
合
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

4,
1
83
,
00
0
円
 

 （
２
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
２
名
以
上
配
置
す
 

る
場
合
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

8,
1
83
,
00
0
円
 

３
歳

児
受

入
れ

等
連

携
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
共

済
費
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

１
／
２
 

医
療
的
ケ

ア

児
保
育
支

援

事
業
 

１
．
基
本
分
単
価
 

（
１
）
看
護
師
等
を
配
置
し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行

う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 

 
年
額

 
5,
32

0,
0
00

円
 

（
２
）
看
護
師
等
を
配
置
せ
ず
、
保
育
士
等
が
医

療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
 
 

年
額

 
4,
96

0,
0
00

円
 

    

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費

１
／
２
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4
,9
5
0,
0
00

円
を
加
算
す
る
。
 

 ２
．
加
算
分
単
価
 

（
１
）
研
修
受
講
支
援
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
 

年
額

 3
00
,
00
0
円

 

（
２
）
保
育
補
助
者
配
置
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
 

年
額

 2
,1
7
0,
0
00

円
 

（
３
）
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者

配
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

年
額

 
2,
17

0,
0
00

円
 

※
た
だ
し
、
看
護
師
等
又
は
喀
痰
吸

引
等
研
修

の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
担
う
場
合

、
１
自
治

体
当
た
り
年
額

13
0,
0
00

円
を
加
算

す
る

。
 

（
４
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

年
額

 
56
0,
00
0
円

 

（
５
）
検
討
会
等
設
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

 年
額
 
36
0
,0
00

円
 

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、

補
助

金
及

び
交
付

金
 

  

家
庭
支
援

推

進
保
育
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
3,
85
9
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
特
に
配
慮
が
必
要
な
家

庭
に
お
け
る

児
童
を

40
%以

上
受
け
入
れ
て
い
る
保
育

所
等

で
あ

っ
て
、
外
国
人
子
育
て
家
庭
の
児
童

が
2
0%
以
上
で

あ
る
保
育
所
等
が
実
施
す
る
場
合
、

１
か
所
当
た

り
 

7,
7
18
,
00
0
円
 

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

保
育
所
等

に

お
け
る
要

支

援
児
童
等

対

応
推
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 
 
 
 

4,
5
67
,
00
0
円

 
保

育
所

等
に

お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

を
実

施
す

１
／
２
 

  

２
．
加
算
分
単
価
 

（
１
）
研
修
受
講
支
援
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
 

年
額

 3
00
,
00
0
円
 

（
２
）
保
育
補
助
者
配
置
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
 
年
額

 2
,1
6
0,
0
00

円
 

（
３
）
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
配
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

年
額

 
2,
16
0,
0
00

円
 

※
た
だ
し
、
看
護
師
等
又
は
喀
痰
吸
引
等
研
修

の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
担
う
場
合
、
１
自
治

体
当
た
り
年
額

13
0,
0
00

円
を
加
算
す
る
。
 

（
４
）
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
策
定
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り

  
 
年
額

 
56
0,

00
0
円
 

（
５
）
検
討
会
等
設
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り

  
 
年
額
 
36
0
,0
00

円
 

（
通

信
運

搬

費
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

、
補

助
金

及
び
交
付
金
 

  

家
庭
支
援

推

進
保
育
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
3,
86
7
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
特
に
配
慮
が
必
要
な
家
庭
に
お
け
る

児
童
を

40
%以

上
受
け
入
れ
て
い
る
保
育
所
等
で
あ

っ
て
、
外
国
人
子
育
て
家
庭
の
児
童
が

2
0%
以
上
で

あ
る
保
育
所
等
が
実
施
す
る
場
合
、
１
か
所
当
た

り
 

7,
7
34
,
00
0
円
 

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

保
育
所
等

に

お
け
る
要

支

援
児
童
等

対

応
推
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 
 
 
 

4,
5
67
,
00
0
円
 

保
育

所
等

に
お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

を
実

施
す

１
／
２
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る

た
め

に
必

要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
、
役
務
費

、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品
購
入
費
 

認
可
外
保

育

施
設

の
衛

生
・
安
全

対

策
事
業
 

１
指
定
都
市
、
中
核
市
当
た
り
年
額

 
3
54
,
00
0
円

 
認

可
外

保
育

施

設
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

印
刷
製
本
費

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料
、
負
担

金
 

１
／
３
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安
全
対

策

事
業
、
緊

急

一
時
預
か

り

推
進
事
業

、

放
課
後
児

童

ク
ラ
ブ
閉

所

時
間
帯
等

に

お
け
る
乳

幼

児
受
入
れ

支

援
事
業

、
新

型
コ
ロ
ナ

ウ

イ
ル
ス
感

染

（
１
）
基
本
改
善
事
業
 

 
  
 
 
 
 

  
１
事
業
当
た
り

 
 7
,2
00
,
00
0
円

 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

障
害
児
受
入
促
進
事
業
、
分

園
推
進

事

業
、
熱
中
症
対
策
事
業
、
病

児
保
育

事
業

（
体
調
不
良
児
対
応
型
）
推

進
事
業

、
感

染
症
対
策
の
た
め
の
改
修
整

備
等
事

業
、

保
育
環
境
向
上
等
事
業
 

１
事
業
当
た
り

 
 1
,0
2
9,
0
00

円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

１
／
３
 

 
る

た
め

に
必

要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
、
役
務
費
、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品
購
入
費
 

認
可
外
保

育

施
設

の
衛

生
・
安
全

対

策
事
業
 

１
指
定
都
市
、
中
核
市
当
た
り
年
額

 
3
54
,
00
0
円
 

認
可

外
保

育
施

設
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

印
刷
製
本
費
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料
、
負
担
金
 

１
／
３
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安
全
対

策

事
業
、
緊

急

一
時
預
か

り

推
進
事
業

、

放
課
後
児

童

ク
ラ
ブ
閉

所

時
間
帯
等

に

お
け
る
乳

幼

児
受
入
れ

支

援
事
業

、
新

型
コ
ロ
ナ

ウ

イ
ル
ス
感

染

（
１
）
基
本
改
善
事
業
 

 
  
 
 
 
 

  
１
事
業
当
た
り

 
 7
,2

00
,
00
0
円
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

障
害
児
受
入
促
進
事
業
、
分
園
推
進
事

業
、
熱
中
症
対
策
事
業
、
病
児
保
育
事
業

（
体
調
不
良
児
対
応
型
）
推
進
事
業
 

  

１
事
業
当
た
り

 
 1
,0
2
9,
0
00

円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

１
／
３
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症
対
策
支

援

事
業

を
除

く
。
）
 

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
緊
急
一

時

預
か
り
推

進

事
業
、
放

課

後
児
童
ク

ラ

ブ
閉
所
時

間

帯
等
に
お

け

る
乳
幼
児

受

入
れ
支
援

事

業
）
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

緊
急
一
時
預
か
り
推
進
事
業

、
放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
閉
所
時
間
帯
等
に

お
け
る

乳
幼

児
受
入
れ
支
援
事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円

 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

１
／
２
 

症
対
策
支

援

事
業

を
除

く
。
）
 

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
緊
急
一

時

預
か
り
推

進

事
業
、
放

課

後
児
童
ク

ラ

ブ
閉
所
時

間

帯
等
に
お

け

る
乳
幼
児

受

入
れ
支
援

事

業
）
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

緊
急
一
時
預
か
り
推
進
事
業
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
閉
所
時
間
帯
等
に
お
け
る
乳
幼

児
受
入
れ
支
援
事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

１
／
２
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保
育
所
等

の

質
の
確
保

・

向
上
の
た

め

の
取
組
強

化

事
業
 

           

１
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上

の
た
め
の
研

修
事
業
 

 
研
修
開
催
経
費
 
１
回
当
た
り
 
35
3
,0
00

円
 

 ２
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上

の
た
め
の
巡

回
支
援
指
導
事
業
 

 
 

巡
回
支
援
指
導
員
１
人
当
た
り
 

年
額

 
 

4,
06
2
,0
00

円
 

         

保
育

所
等

の
質

の
確

保
・

向
上

の
た

め
の

取
組

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

謝
金
、
旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費

、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、
使
用
料

、
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

放
課
後
居

場

所
緊
急
対

策

事
業
 

 

１
か
所
当
た
り
年
額

  
  

 
 
 

 1
,0

42
,
00
0
円

 

・
開
設
準
備
経
費
（
改
修
費
等
）

50
0,
0
00

円
追
加
 

※
事
業
実
施
月
数
（
１
月
に
満
た
な

い
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
月
と
す
る

。）
が

12
月

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
１
か
所
当

た
り
年
額
に

「
事
業
実
施
月
数
÷

12
」
を
乗
じ
た
額
（

１
円

未

満
切
り
捨
て
）
と
す
る
。
 

放
課

後
居

場
所

緊
急

対
策

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

１
／
３
 

保
育
所
等

の

質
の
確
保

・

向
上
の
た

め

の
取
組
強

化

事
業
 

１
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
研

修
事
業
 

 
研
修
開
催
経
費
 
１
回
当
た
り
 
35
3
,0
00

円
 

 ２
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
巡

回
支
援
指
導
事
業
 

 
 

巡
回
支
援
指
導
員
１
人
当
た
り
 

年
額

 
 

4,
06
2
,0
00

円
 

           

保
育

所
等

の
質

の
確

保
・

向
上

の
た

め
の

取
組

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

謝
金
、
旅
費
、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
燃
料
費
、
会

議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、
使
用
料
、
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

放
課
後
居

場

所
緊
急
対

策

事
業
 

 

１
か
所
当
た
り
年
額

  
 
 
 
 

  
1,
0
42
,
00
0
円
 

・
開
設
準
備
経
費
（
改
修
費
等
）

50
0,
0
00

円
追
加
 

※
事
業
実
施
月
数
（
１
月
に
満
た
な
い
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
月
と
す
る
。）

が
12

月

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
１
か
所
当
た
り
年
額
に

「
事
業
実
施
月
数
÷

12
」
を
乗
じ
た
額
（
１
円
未

満
切
り
捨
て
）
と
す
る
。
 

放
課

後
居

場
所

緊
急

対
策

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

１
／
３
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借
料

、
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

備
品

購
入

費
 

小
規
模
多

機

能
・
放
課

後

児
童
支
援

事

業
 

（
１
）
基
本
事
業
 

・
「
放
課
後
児
童
対
策
支
援
事
業
の
実
施

に
つ
い

て
」
（
平
成

31
年
３
月

29
日
子
発

03
29

第
２
号

子
ど
も
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
実

施
通
知
」
と

い
う
。）

の
別
添
２
の
３
（
１
）
の
事
業

を
実
施
す

る
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
1,
04
2,
0
00

円
 

・
実
施
通
知
の
別
添
２
の
３
（
２
）

の
事
業
を
実

施
す
る
場
合
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
24
2,
0
00

円
 

 （
２
）
加
算
事
業
 

・
放
課
後
児
童
支
援
員
を
配
置
す
る

場
合

 

年
額

69
7,
00
0
円
追
加
 

・
開
設
準
備
経
費
（
改
修
費
等
）
 

2
,0
0
0,
0
00

円
追
加
 

 ※
事
業
実
施
月
数
（
１
月
に
満
た
な

い
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
月
と
す
る

。）
が

12
月

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
１
か
所
当

た
り
年
額
、

放
課
後
児
童
支
援
員
を
配
置
す
る
場

合
の
年
額
に

「
事
業
実
施
月
数
÷

12
」
を
乗
じ
た
額
（

１
円

未

満
切
り
捨
て
）
と
す
る
。
 

小
規

模
多

機

能
・

放
課

後
児

童
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

備
品

購
入

費
 

１
／
３
 

待
機
児
童

対

策
協
議
会

推

進
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

  
2,
73

5,
0
00

円
 

待
機

児
童

対
策

協
議

会
推

進
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
共

１
／
２
 

借
料

、
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

備
品

購
入

費
 

小
規
模
多

機

能
・
放
課

後

児
童
支
援

事

業
 

（
１
）
基
本
事
業
 

・
「
放
課

後
児
童
対
策
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い

て
」
（
平
成

31
年
３
月

29
日
子
発

03
29

第
２
号

子
ど
も
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
実
施
通
知
」
と

い
う
。）

の
別
添
２
の
３
（
１
）
の
事
業
を
実
施
す

る
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
1,
04

2,
0
00

円
 

・
実
施
通
知
の
別
添
２
の
３
（
２
）
の
事
業
を
実

施
す
る
場
合
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
24

2,
0
00

円
 

 （
２
）
加
算
事
業
 

・
放
課
後
児
童
支
援
員
を
配
置
す
る
場
合

 

年
額

70
0,

00
0
円
追
加
 

・
開
設
準
備
経
費
（
改
修
費
等
）
 

2
,0
0
0,
0
00

円
追
加
 

 ※
事
業
実
施
月
数
（
１
月
に
満
た
な
い
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
月
と
す
る
。）

が
12

月

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
１
か
所
当
た
り
年
額
、

放
課
後
児
童
支
援
員
を
配
置
す
る
場
合
の
年
額
に

「
事
業
実
施
月
数
÷

12
」
を
乗
じ
た
額
（
１
円
未

満
切
り
捨
て
）
と
す
る
。
 

小
規

模
多

機

能
・

放
課

後
児

童
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当

等
、

共
済

費
、
報
償
費
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

備
品

購
入

費
 

１
／
３
 

待
機
児
童

対

策
協
議
会

推

進
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 

  
 
2,
73

2,
0
00

円
 

待
機

児
童

対
策

協
議

会
推

進
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
共

１
／
２
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済
費
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

新
た
な
待

機

児
童
対
策

提

案
型
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 

 
10
,0
0
0,
0
00

円
 

た
だ
し
、
複
数
の
自
治
体
で
一
の
事

業
を
行
う
場

合
 

１
事
業
当
た
り
年
額

 
 
 
 

 
10
,0
0
0,
0
00

円
 

新
た

な
待

機
児

童
対

策
提

案
型

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
等
 

１
０
／
１
０
 

間
接

補
助

事
業
 

保
育
士
資

格

取
得
支
援

事

業
 

 

１
．
認
可
外
保
育
施
設
保
育
士
資
格

取
得
支
援
 

事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業

に
よ

り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

保
育

士
資

格
取

得
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

入
学

料
、
受
講
料

、
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃

金
、

共
済

費
、

報
償

１
／
２
 

済
費
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

新
た
な
待

機

児
童
対
策

提

案
型
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
 
 
 

10
,0
0
0,
0
00

円
 

た
だ
し
、
複
数
の
自
治
体
で
一
の
事
業
を
行
う
場

合
 

１
事
業
当
た
り
年
額

 
 
 
 

 
10
,0
0
0,
0
00

円
 

新
た

な
待

機
児

童
対

策
提

案
型

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
等
 

１
０
／
１
０
 

間
接

補
助

事
業
 

保
育
士
資

格

取
得
支
援

事

業
 

 

１
．
認
可
外
保
育
施
設
保
育
士
資
格
取
得
支
援
 

事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業
に
よ
り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

保
育

士
資

格
取

得
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

入
学

料
、
受
講
料
、
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃
金
、

共
済

費
、

報
償

１
／
２
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3
00
,
00
0
円

 

・
「
保
育
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

15
年

12
月

1
日
雇
児
発
第

12
0
10
02

号
雇

用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知

。
以

下
「
試

験
実
施
通
知
」
と
い
う
。
）
の
別
表

②
及

び
③

に
よ
り
保
育
士
資
格
を
取
得
す

る
場

合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に

よ
り

保
育
士

資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,
00
0
円

 

（
２
）
代
替
保
育
従
事
者
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 

 7
,
22
0
円

 

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、
食
糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

２
．
保
育
教
諭
確
保
の
た
め
の
保
育

士
資
格
取
得

支
援
事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,
00
0
円
 

（
２
）
代
替
保
育
士
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 

7,
22
0
円

 

３
．
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る

者
の
保
育
士

資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,
00
0
円
 

４
．
保
育
所
等
保
育
士
資
格
取
得
支

援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講

に
要

し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業

に
よ

り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
②
及

び
③

に
よ

り
保
育
士
資
格
を
取
得
す
る
場

合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,
00
0
円

 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に

よ
り

保
育

3
00
,
00
0
円
 

・
「
保
育
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成

15
年

12
月

1
日
雇
児
発
第

12
0
10
02

号
雇

用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
試

験
実
施
通
知
」
と
い
う
。
）
の
別
表
②
及
び
③

に
よ
り
保
育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に
よ
り
保
育
士

資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,

00
0
円
 

（
２
）
代
替
保
育
従
事
者
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 

 7
,
21
0
円
 

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、
食
糧
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

２
．
保
育
教
諭
確
保
の
た
め
の
保
育
士
資
格
取
得

支
援
事
業
 

（
１
）
養
成
施
設
受
講
料
等
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,

00
0
円
 

（
２
）
代
替
保
育
士
雇
上
費
 

１
人
１
日
当
た
り
 
 

7,
21
0
円
 

３
．
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
の
保
育
士

資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

10
0,

00
0
円
 

４
．
保
育
所
等
保
育
士
資
格
取
得
支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
受
講
に
要
し
た
経

費
の

1/
2 

た
だ
し
、
以
下
の
上
限
あ
り
。
 

・
指
定
保
育
士
養
成
施
設
卒
業
に
よ
り
保

育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
30
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
②
及
び
③
に
よ

り
保
育
士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
10
0,

00
0
円
 

・
試
験
実
施
通
知
の
別
表
①
に
よ
り
保
育
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士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,
00
0
円

 

５
．
受
験
対
策
学
習
費
用
補
助
事
業

（
う
ち
受
験

対
策
学
習
費
用
補
助
事
業
）
 

保
育
士
試
験
受
験
の
た
め
の
学
習
に

要
し
た

経
費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

15
0,
00
0
円
 

保
育
士
養

成

施
設
に
対

す

る
就
職
促

進

支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
け
る
保

育
所
等
へ
の

就
職
内
定
の
割
合
が
、
前
年
の
当
該

施
設
の
就
職

割
合
と
比
較
し
、

2％
増
加
す
る
ご
と
に

26
4
,0
0
0

円
 

保
育

士
養

成
施

設
に

対
す

る
就

職
促

進
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
賃

金
、
共
済
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、
会
議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

１
／
２
 

保
育
士
宿

舎

借
り
上
げ

支

援
事
業
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

別
紙
の
と
お
り
 

※
令
和
元
年
度
か
ら
引
き
続
き
令
和

３
年
度
に
お

い
て
本
事
業
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、

令
和

４
年
度

も
引
き
続
き
本
事
業
の
対
象
と
な
っ

た
者
が
、
引

き
続
き
同
じ
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る

場
合
に
は
、

以
下
の
額
を
適
用
で
き
る
。
 

１
人
当
た
り
月
額
 

82
,
00
0
円

 

保
育

士
宿

舎
借

り
上

げ
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

役
務

費
、
委
託
料

、
使

用
料
、
賃
借

料
 

２
／
３
 

保
育
人
材

等

就
職
・
交

流

１
．
保
育
人
材
等
就
職
支
援
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
 
 
 
 

 1
1
,6
6
8,
0
00

円
 

保
育

人
材

等
就

職
・

交
流

支
援

１
／
２

 

士
資
格
を
取
得
す
る
場
合
 

１
人
当
た
り

 
20
0,

00
0
円
 

５
．
受
験
対
策
学
習
費
用
補
助
事
業
（
う
ち
受
験

対
策
学
習
費
用
補
助
事
業
）
 

保
育
士
試
験
受
験
の
た
め
の
学
習
に
要
し
た

経
費
の

1/
2 

た
だ
し
、
１
人
当
た
り
上
限

15
0,

00
0
円
 

保
育
士
養

成

施
設
に
対

す

る
就
職
促

進

支
援
事
業
 

指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の

就
職
内
定
の
割
合
が
、
前
年
の
当
該
施
設
の
就
職

割
合
と
比
較
し
、

2％
増
加
す
る
ご
と
に

26
4
,0
0
0

円
 

保
育

士
養

成
施

設
に

対
す

る
就

職
促

進
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
賃

金
、
共
済
費
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、
会
議
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

１
／
２
 

保
育
士
宿

舎

借
り
上
げ

支

援
事
業
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

別
紙
の
と
お
り
 

※
令
和
元
年
度
か
ら
引
き
続
き
令
和

２
年
度
に
お

い
て
本
事
業
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、
令
和

３
年
度

も
引
き
続
き
本
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
、
引

き
続
き
同
じ
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、

以
下
の
額
を
適
用
で
き
る
。
 

１
人
当
た
り
月
額
 

82
,
00
0
円
 

保
育

士
宿

舎
借

り
上

げ
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

役
務

費
、
委
託
料
、
使

用
料
、
賃
借
料
 

２
／
３
 

保
育
人
材

等

就
職
・
交

流

１
．
保
育
人
材
等
就
職
支
援
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
 
  
 
 

 1
1
,7
3
1,
0
00

円
 

保
育

人
材

等
就

職
・

交
流

支
援

１
／
２
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支
援
事
業
 

 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
に

基
づ

く
協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体

へ
の

支
援

策
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
事

業
を

実
施

す
る
場
合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円

 

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

２
．
保
育
士
等
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

構
築
の
た
め

の
人
材
交
流
等
支
援
事
業
 

（
１
）
保
育
士
の
実
地
派
遣
及
び
人

材
交
流
等
 

①
代
替
保
育
士
等
雇
上
費
 

 
 
 
 
 

１
人
１
日
当
た
り

 
 
 
 

7,
22
0
円

 

②
調
整
費

  
１
人
当
た
り
 
 
 
 

4,
0
00

円
 

２
．
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
学
生

の
保
育
実
習

受
け
入
れ
 

①
実
習
受
入
費

  
１
人
当
た
り

 
10
,0
00

円
 

②
調
整
費
 
 
 

 １
人
当
た
り

  
 
4,
0
00

円
 

３
／
４
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

保
育
体
制

強

化
事
業
 

１
．
保
育
支
援
者
の
配
置
 

１
か
所
当
た
り
月
額

 
 

10
0,
0
00

円
 

２
．
児
童
の
園
外
活
動
の
見
守
り
等
 

①
保
育
支
援
者
が
児
童
の
園
外

活
動

時
の
見

守
り
等
に
も
取

り
組
む
場
合
、

１
に
下
記

の
額
を
加
算
 

１
か
所
当
た
り
月
額

 
 

 4
5,
0
00

円
 

 
 

②
安
全
管
理
に
知
見
を
有
す
る
者
と

し
て

市

町
村
が
認
め
た
者
に
謝
金
を
支

払
う

場
合

又
は
委
託
す
る
場
合
 

 
 
 
 
 

１
か
所
当
た
り
月
額
 
 
 
45
,
00
0
円

 

 
 

※
①
、
②
は
１
か
所
に
つ
き
一
方
の

み
 

保
育

体
制

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

旅
費
、
共
済
費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃
借
料
 

３
の
（
６
）

の
①
の
場
合
 

１
／
２
 

３
の
（
６
）

の
②
の
場
合
 

２
／
３
 

保
育
補
助

者

雇
上
強
化

事

業
 

１
．
利
用
定
員
が

12
1
人
未
満
の
施
設
の

場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
32

8,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画

の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
3,
10
4,
0
00

円
 

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃

金
、

３
の
（
７
）

の
②
の
場
合
 

３
／
４
 

３
の
（
７
）

の
③
の
場
合
 

６
／
７
 

支
援
事
業
 

 

※
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ

く
協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援

策
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
事
業
を
実
施

す
る
場
合
、
下
記
の
額
を
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

4,
0
00
,
00
0
円
 

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

２
．
保
育
士
等
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
構
築
の
た
め

の
人
材
交
流
等
支
援
事
業
 

（
１
）
保
育
士
の
実
地
派
遣
及
び
人
材
交
流
等
 

①
代
替
保
育
士
等
雇
上
費
 

 
 
 
 
 

１
人
１
日
当
た
り

 
 
 
 

7,
21
0
円
 

②
調
整
費

  
１
人
当
た
り
 
 
 
 

4,
0
00

円
 

２
．
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
学
生
の
保
育
実
習

受
け
入
れ
 

①
実
習
受
入
費

  
１
人
当
た
り

 
10
,0

00
円
 

②
調
整
費
 
 
 

 １
人
当
た
り

  
 
4,
0
00

円
 

３
／
４
 

３
．
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
集
約
化
推
進
事
業
 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
額
 

１
／
２
 

保
育
体
制

強

化
事
業
 

１
．
保
育
支
援
者
の
配
置
 

１
か
所
当
た
り
月
額

 
 

10
0,
0
00

円
 

２
．

児
童
の
園
外
活
動
の
見
守
り
等
 

①
保
育
支
援
者
が
児
童
の
園
外
活
動
時
の
見

守
り
等
に
も
取
り
組
む
場
合
、
１
に
下
記

の
額
を
加
算
 

１
か
所
当
た
り
月
額

 
 

 4
5,
0
00

円
 

 
 

②
安
全
管
理
に
知
見
を
有
す
る
者
と
し
て
市

町
村
が
認
め
た
者
に
謝
金
を
支
払
う
場
合

又
は
委
託
す
る
場
合
 

 
 
 
 
 

１
か
所
当
た
り
月
額
 
 
 
45
,
00
0
円
 

 
 

※
①
、
②
は
１
か
所
に
つ
き
一
方
の
み
 

保
育

体
制

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

旅
費
、
共
済
費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃
借
料
 

３
の
（
６
）

の
①
の
場
合
 

１
／
２
 

３
の
（
６
）

の
②
の
場
合
 

２
／
３
 

保
育
補
助

者

雇
上
強
化

事

業
 

１
．
利
用
定
員
が

12
1
人
未
満
の
施
設
の
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
33

3,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
3,
11

1,
0
00

円
 

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃
金
、

３
の
（
７
）

の
②
の
場
合
 

３
／
４
 

３
の
（
７
）

の
③
の
場
合
 

６
／
７
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２
．
利
用
定
員
が

12
1
人
以
上
の
施
設
の

場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
65

6,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画

の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
6,
20
8,
0
00

円
 

共
済

費
、

需
用

費
、
役
務
費

、
委

託
料

、
使

用
料

及
び
賃
借
料
 

若
手
保
育

士

や
保
育
事

業

者
等
へ
の

巡

回
支
援
事
業
 

１
．
若
手
保
育
士
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

２
．
保
育
事
業
者
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
巡
回

支
援

 

１
自
治
体
当
た
り
 
  
4
,0
6
4,
0
00

円
 

４
．
保
育
士
の
働
き
方
改
革
へ
の
巡

回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

５
．
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け

た
啓
発
セ
ミ

ナ
ー
等
の
実
施
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62
5,
0
00

円
 

６
．
保
育
実
践
充
実
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る

巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06
4,
0
00

円
 

７
．
自
己
評
価
に
係
る
地
域
協
議
会
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62
5,
0
00

円
 

若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
印

刷
製

本
費
）、

通
信
運

搬
費
、
役
務
費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

 

（
削
除
）
 

            

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

２
．
利
用
定
員
が

12
1
人
以
上
の
施
設
の
場
合
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
66

6,
0
00

円
 

※
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
実
施
計
画
の
採
択
を
受

け
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
額
を
適
用

で
き
る
。
 １
か
所
当
た
り
年
額

 
6,
22

2,
0
00

円
 

共
済

費
、

需
用

費
、
役
務
費
、
委

託
料

、
使

用
料

及
び
賃
借
料
 

若
手
保
育

士

や
保
育
事

業

者
等
へ
の

巡

回
支
援
事
業
 

１
．
若
手
保
育
士
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

２
．
保
育
事
業
者
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
巡
回
支
援

 

１
自
治
体
当
た
り
 
  
4
,0
6
4,
0
00

円
 

４
．
保
育
士
の
働
き
方
改
革
へ
の
巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

５
．
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け
た
啓
発
セ
ミ

ナ
ー
等
の
実
施
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62

4,
0
00

円
 

６
．
保
育
実
践
充
実
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る

巡
回
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
06

4,
0
00

円
 

７
．
自
己
評
価
に
係
る
地
域
協
議
会
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

1,
62

4,
0
00

円
 

若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費

、
印

刷
製

本
費
）、

通
信
運

搬
費
、
役
務
費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
備

品
購

入
費
 

１
／
２
 

 

潜
在
保
育

士

再
就
職
支

援

事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
 

10
0
,0
00

円
 

     

 

潜
在

保
育

士
再

就
職

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃
金
、

共
済
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

１
／
２
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           保
育
士
・

保

育
の
現
場

の

魅
力
発
信

事

業
 

１
．
保
育
士
と
い
う
職
業
や
保
育
の

現
場
の
魅
力

発
信
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

8,
10
8,
0
00

円
 

２
．
保
育
士
が
相
談
し
や
す
い
体
制

整
備

 

（
１
）
保
育
士
の
相
談
窓
口

の
設
置
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
03
5,
0
00

円
 

（
２
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
関
す
る

相
談
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

5,
63
5,
0
00

円
 

 

保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入

費
 

１
／
２
 

保
育
士
修

学

資
金
貸
付

等

事
業
 

以
下
に
掲
げ
る
額
に
９
／
１
０
を
乗

じ
て
得
た
額
 

１
 

保
育
士
修
学
資
金
貸
付
 

（
１
）
基
本
額
 

１
人
当
た
り
月
額
 
 

50
,0
00

円
以
内
 

（
２
）
加
算
額
 

保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
貸

付
金
、
報
酬

、
給

１
０
／
１
０
 

（
注

３
）
 

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

     

保
育
士
・

保

育
の
現
場

の

魅
力
発
信

事

業
 

１
．
保
育
士
と
い
う
職
業
や
保
育
の
現
場
の
魅
力

発
信
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

8,
10

8,
0
00

円
 

２
．
保
育
士
が
相
談
し
や
す
い
体
制
整
備

 

（
１
）
保
育
士
の
相
談
窓
口

の
設
置
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

4,
03

5,
0
00

円
 

（
２
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

相
談
支
援
 

１
自
治
体
当
た
り
 
 

5,
59

9,
0
00

円
 

 

保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
報
償
費
、

共
済
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
燃
料
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び

修
繕

料
）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備
品
購
入
費
 

１
／
２
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・
入
学
準
備
金
（
貸
付
初
回
時

）
  

１
人
当
た
り

 
 2
00
,0
00

円
以
内
 

・
就
職
準
備
金
（
卒
業
時
）
 

１
人
当
た
り

 
 2
00
,0
00

円
以
内
 

・
貸
付
申
請
時
に
生
活
保
護
受
給

世
帯
の

者

で
あ
っ
て
、
養
成
施
設
に
入
学
し

、
在
学

す

る
者
 

１
月

当
た

り
貸

付
申

請
時

に
お

け
る

貸
付

対
象

者
の

居
住

地
の

生
活

扶
助

基

準
の
居
宅
（
第
１
類
）
に
掲
げ

る
額

の
う

ち
貸

付
対

象
者

の
年

齢
に

対
応

す
る

年

齢
区
分
の
額
に
相
当
す
る
額

以
内
 

２
 

保
育
補
助
者
雇
上
費
貸
付
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
95
3,
0
00

円
以
内
 

（
加
算
分
）
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
2,
21
5,
0
00

円
以
内
 

３
 

未
就

学
児

を
も

つ
保

育
士

に
対

す
る

保
育

料

の
一
部
貸
付
 

保
育
士
が
要
し
た
保
育
料
の

1/
2 

た
だ
し
、
上
限

 
月
額

27
,0
00

円
 

４
 

就
職
準
備
金
貸
付
 

 
 
 
 
 

  
１
人
当
た
り

  
20
0,
0
00

円
以
内
 

（
加
算
分
）
 

 
 
 
 
 

  
１
人
当
た
り

  
20
0,
0
00

円
以
内
 

５
 

未
就

学
児

を
持

つ
保

育
士

の
子

ど
も

の
預

か

り
支
援
事
業
利
用
料
金
の
一
部
貸
付
 

・
未
就
学
児
を
持
つ
保
育
士
の
子

ど
も
の

預

か
り

支
援

に
関

す
る

事
業

を
利

用
す

る
た

め
に
要
し
た
経
費
の
１
／
２
 

※
 

た
だ
し
、
年
額

12
3,
00
0
円
以
内
 

６
 

事
務
費
 

・
１
事
業
当
た
り
 
4,
2
75
,
00
0
円
以
内

 

 
 
・
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
に
お
い
て

生
活

費
加

算
を
行
う
場
合
 

１
事
業
当
た
り

 
5,
77
5
,0
00

円
以
内
 

料
、

職
員

手
当

等
、
賃
金
、
共
済

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

燃
料

費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

並
び

に
備

品
購

入
費
 

 

保
育
所
等

改
（
１
）
賃
貸
物
件
に
よ
る
保
育
所
等

改
修
費
等
 

保
育

所
等

改
修

賃
貸
物
件
に

                                   保
育
所
等

改
（
１
）
賃
貸
物
件
に
よ
る
保
育
所
等
改
修
費
等
 

保
育

所
等

改
修

賃
貸
物
件
に
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修
費
等
支

援

事
業
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急

的
に

対
応

す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針

に
つ
い

て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業

と
し
て
行

う
場
合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
0,
2
80
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 6
0,
8
40
,
00
0
円
 

（
イ
）
老
朽
化
又
は
利
便
性
・
質
の

向
上
の
 

 
 
 

た
め
の
改
修
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円
 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
4,
1
96
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
1,
2
94
,
00
0
円
 

（
イ
）
老
朽
化
又
は
利
便
性
・
質
の

向
上
の
 

た
め
の
改
修
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
1,
2
94
,
00
0
円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１
号

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ

く
協
議
会

に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に

つ
い
て
」

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場

合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
3,
3
22
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
4
90
,
00
0
円
 

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

需
用

費
（
燃
料
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除

く
。
）
、

備
品

購

入
費
、
負
担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
 

よ
る
保
育
所

等
改
修
費

等
、
小
規
模

保
育
改
修
費

等
、
認
可
化

移
行
改
修
費

等
、
幼
稚
園

に
お
け
る
長

時
間
預
か
り

保
育
改
修
費

等
の
場
合
 

２
／
３
 

（
注
１
）
 

８
／
９
 

 

家
庭
的
保
育

改
修
費
等
の

場
合
 

１
／
２
 

（
注
１
）
 

２
／
３
 

修
費
等
支

援

事
業
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対
応

す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ
い

て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し
て
行

う
場
合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
0,
0
00
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 6
0,
0
00
,
00
0
円

 

（
イ
）
老
朽

化
又
は
利
便
性
・
質
の
向
上
の
 

 
 
 

た
め
の
改
修
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
4,
0
00
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
1,
0
00
,
00
0
円
 

（
イ
）
老
朽
化

又
は
利
便
性
・
質
の
向
上
の
 

た
め
の
改
修

の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
1,
0
00
,
00
0
円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１
号

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協
議
会

に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ
い
て
」

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し
て
行
う
場

合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
3,
0
00
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
0
00
,
00
0
円

 

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
原

材
料

費
、

需
用

費
（
燃
料
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除

く
。
）
、

備
品
購

入
費
、
負
担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
 

よ
る
保
育
所

等
改
修
費

等
、
小
規
模

保
育
改
修
費

等
、
認
可
化

移
行
改
修
費

等
、
幼
稚
園

に
お
け
る
長

時
間
預
か
り

保
育
改
修
費

等
の
場
合
 

２
／
３
 

（
注
１
）
 

８
／
９
 

 

家
庭
的
保
育

改
修
費
等
の

場
合

 

１
／
２
 

（
注
１
）
 

２
／
３
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利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 6
3,
8
82
,
00
0
円
 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
7,
2
38
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
4,
3
36
,
00
0
円

 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
5,
2
10
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
7,
3
78
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 5
5,
7
70
,
00
0
円

 

（
イ
）
老
朽
化
又
は
利
便
性
・
質
の

向
上
の
 

た
め
の
改
修
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
7,
3
78
,
00
0
円

 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
  
9,
1
26
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
6,
2
24
,
00
0
円

 

（
イ
）
老
朽
化
又
は
利
便
性
・
質
の

向
上
の
 

た
め
の
改
修
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
6,
2
24
,
00
0
円

 

 

（
２
）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊

急
的
に

対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対

応
方

針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 6
3,
0
00
,
00
0
円
 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
7,
0
00
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
4,
0
00
,
00
0
円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

本
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
5,
0
00
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
7,
0
00
,
00
0
円
 

利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 5
5,
0
00
,
00
0
円

 

（
イ
）

老
朽
化

又
は
利
便
性
・
質
の
向
上
の
 

た
め
の
改
修
の

場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
7,
0
00
,
00
0
円
 

分
園
の
場
合
 

（
ア
）
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合
 

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下
 

１
施
設
当
た
り

 
  
9,
0
00
,
00
0
円

 

利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
6,
0
00
,
00
0
円
 

（
イ
）
老
朽
化

又
は
利
便
性
・
質
の
向
上
の
 

た
め
の
改
修

の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 1
6,
0
00
,
00
0
円
 

 

（
２
）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
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１
事
業
所
当
た
り
 
 3
2
,4
4
8,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の

支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 3
5
,4
9
0,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 2
2
,3
0
8,
0
00

円
 

 （
３
）
認
可
化
移
行
改
修
費
等
 

①
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の

支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
4
90
,
00
0
円

 

 
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

 
 １

施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円

 

 
  
②
上
記
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円

 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

  
 

１
施
設
当
た
り
 
 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

 

（
４
）
家
庭
的
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊

急
的
に

対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対

応
方

針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
か
所
当
た
り

 
32
,4
4
8,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
 2
,
43
4
,0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基

づ
く
協

１
事
業
所
当
た
り
 
 3
2
,0
0
0,
0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 3
5
,0
0
0,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
事
業
所
当
た
り
 
 2
2
,0
0
0,
0
00

円
 

 （
３
）
認
可
化
移
行
改
修
費
等
 

①
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
0
00
,
00
0
円
 

 
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

 
 １

施
設
当
た
り

 
 1
0,
0
00
,
00
0
円
 

 
  
②
上
記
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

  
 

１
施
設
当
た
り
 
 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

 

（
４
）
家
庭
的
保
育
改
修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
か
所
当
た
り

 
32
,0
0
0,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
 2
,
40
0
,0
00

円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協
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議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の

支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
か
所
当
た
り

 
 3
5,
4
90
,
00
0
円

 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
3
4,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 
 
１
か
所
当
た
り
 
 2
2
,3
0
8,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
3
4,
0
00

円
 

 

（
５
）
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預

か
り
保
育
改

修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊

急
的
に

対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対

応
方

針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
4
48
,
00
0
円

 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基

づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の

支
援

策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ

る
事

業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,
49
0
,0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
2,
3
08
,
00
0
円

 

認
可
外
保

育

施
設
改
修

費

等
支
援
事
業
 

（
１
）
改
修
費
等
支
援
事
業
 

①
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
１
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

  
 
 3
2
,4
4
8,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 

  
 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

②
 

実
施
要
綱

４
の

＜
要
件
２
＞
を

満
た

し
て

事

認
可

外
保

育
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

２
／
３

 

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
か
所
当
た
り

 
 3
5,
0
00
,
00
0
円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
0
0,
0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

保
育
所
で
行
う
場
合
 

 
 
 
 
１
か
所
当
た
り
 
 2
2
,0
0
0,
0
00

円
 

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合
 

 
１
か
所
当
た
り
 
  
2
,4
0
0,
0
00

円
 

 

（
５
）
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
改

修
費
等
 

①
平
成

28
年
４
月
７
日
雇
児
発

04
07

第
2
号

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
」
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
2,
0
00
,
00
0
円
 

②
平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第
１

号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
協

議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
し

て
行
う
場
合
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 3
5,

00
0
,0
00

円
 

③
上
記
①
、
②
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 2
2,
0
00
,
00
0
円
 

認
可
外
保

育

施
設
改
修

費

等
支
援
事
業
 

（
１
）
改
修
費
等
支
援
事
業
 

  

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 3
2
,0
0
0,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 
 

 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

 

認
可

外
保

育
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

２
／
３
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業
を
実
施
す
る
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

  
 
 1
6
,2
2
4,
0
00

円
 

※
賃
借
料
の
み
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 
 

  
 1
0
,0
0
0,
0
00

円
 

（
２
）
移
転
費
等
支
援
事
業
 

①
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
１
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

・
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

  
  

1,
2
17
,
00
0
円

 

・
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
53
,
00
0
円

 

②
 

実
施
要
綱
４
の
＜
要
件
２
＞
を

満
た

し
て
事

業
を
実
施
す
る
場
合
 

・
移
転
費
 １
施
設
当
た
り

  
  

1,
21
7,
0
00

円
 

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

都
市
部
に

お

け
る
保
育

所

等
へ
の
賃

借

料
等
支
援

事

業
 

（
１
）
都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等

へ
の
賃
借
料

支
援
事
業
 

①
 

平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
に

基
づ
く

協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ

の
支

援
策
に

つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ

れ
る

事
業
と

し
て
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
施
設
当
た
り
年
額

 
12
,0
00
,
00
0
円

 

②
 

上
記
①
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り
年
額

 
22
,0
00
,
00
0
円

 

（
２
）
保
育
所
設
置
促
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
  
  
2
1,
2
00
,
00
0
円

 

都
市

部
に

お
け

る
保

育
所

等
へ

の
賃

借
料

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

賃
借

料

（
（
２
）
の

事
業

に
つ

い
て

は
敷

金
を
除
く
。
）
 

（
１
）
 

１
０
／
１
０
 

 

（
２
）
 

２
／
３
 

 

認
可
化
移

行

の
た
め
の

助

言
指
導
・

移

転
費
等
支

援

事
業
 

４
．
認
可
化
移
行
移
転
費
等
支
援
事

業
 

（
１
）
移
転
費
 

 
 
 
 
 
 
 
１
施
設
当

た
り
 

1,
2
17
,
00
0
円

 

（
２
）
仮
設
設
置
費
 

１
施
設
当
た
り

 
3,
85
3
,0
00

円
 

認
可

化
移

行
の

た
め

の
助

言
指

導
・

移
転

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
需

用
費

（
燃

料
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

１
／
２
 

    

（
２
）
移
転
費
等
支
援
事
業
 

  

・
移
転
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

1,
2
00
,
00
0
円
 

・
仮
設
設
置
費
 

 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
 
 

3,
8
00
,
00
0
円
 

    

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入
費
 

   

都
市
部
に

お

け
る
保
育

所

等
へ
の
賃

借

料
等
支
援

事

業
 

（
１
）
都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料

支
援
事
業
 

①
 

平
成

31
年
３
月

29
日
子
保
発

03
29

第

１
号
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く

協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
策
に

つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と

し
て
行
う
場
合
 

 
 
 

  
１
施
設
当
た
り
年
額

 
12
,0

00
,
00
0
円
 

②
 

上
記
①
以
外
の
場
合
 

１
施
設
当
た
り
年
額

 
22
,0

00
,
00
0
円
 

（
２
）
保
育
所
設
置
促
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
  
  
2
1,
2
00
,
00
0
円
 

都
市

部
に

お
け

る
保

育
所

等
へ

の
賃

借
料

等
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

賃
借

料

（
（
２
）
の
事
業

に
つ

い
て

は
敷

金
を
除
く
。
）
 

（
１
）
 

１
０
／
１
０
 

 

（
２
）
 

２
／
３
 

 

認
可
化
移

行

の
た
め
の

助

言
指
導
・

移

転
費
等
支

援

事
業
 

４
．
認
可
化
移
行
移
転
費
等
支
援
事
業
 

（
１
）
移
転
費
 

 
 
 
 
 
 
 
１
施
設
当
た
り
 

1,
2
00
,
00
0
円
 

（
２
）
仮
設
設
置
費
 

１
施
設
当
た
り

 
3,
80
0
,0
00

円
 

認
可

化
移

行
の

た
め

の
助

言
指

導
・

移
転

費
等

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
工

事
請

負
費

、
需

用
費

（
燃

料
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

１
／
２
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熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、
負
担
金

、
補

助
及
び
交
付

金
 

民
有
地
マ

ッ

チ
ン
グ
事
業
 

３
．
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
支
援
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 

4,
4
00
,
00
0
円

 

 

民
有

地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
賃
金

、
報

償
費
、
旅
費

、
需

用
費
（

会
議
費
、

印
刷
製
本
費

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、
負
担
金

、
補

助
及
び
交
付

金
 

１
／
２
 

保
育
利
用

支

援
事
業
 

１
．
代
替
保
育
利
用
支
援
 

 
 
 
 
 

  
１
人
当
た
り
 

月
額
 

20
,0
00

円
 

２
．
予
約
制
導
入
に
係
る
体
制
整
備
 

 
 
 
 
１
か
所
当
た
り
 

年
額
 

2,
4
06
,
00
0
円

 

保
育

利
用

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
会
議
費
、

印
刷
製
本
費

）、

１
／
２
 

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、
負
担
金
、
補

助
及
び
交
付
金
 

民
有
地
マ

ッ

チ
ン
グ
事
業
 

３
．
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
支
援
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
 
 

4,
4
00
,
00
0
円

 

 

民
有

地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
賃
金
、
報

償
費
、
旅
費
、
需

用
費
（
会
議
費
、

印
刷
製
本
費
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、
負
担
金
、
補

助
及
び
交
付
金
 

１
／
２
 

保
育
利
用

支

援
事
業
 

１
．
代
替
保
育
利
用
支
援
 

 
 
 
 
 

  
１
人
当
た
り
 

月
額
 

20
,0
00

円
 

２
．
予
約
制
導
入
に
係
る
体
制
整
備
 

 
 
 
 
１
か
所
当
た
り
 

年
額
 

2,
4
06
,
00
0
円
 

保
育

利
用

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
会
議
費
、

印
刷
製
本
費
）、

１
／
２
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役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

３
歳
児
受

入

れ
等
連
携

支

援
事
業
 

１
．
３
歳
児
受
入
れ
連
携
支
援
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
54
9
,0
00

円
 

３
歳

児
受

入
れ

等
連

携
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料

、
職

員
手

当
等

、
賃

金
、
共
済
費

、
報

償
費
、
旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
会
議
費

、
印

刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費
、
広
告
料
、

手
数
料
）
、
委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

１
／
２
 

医
療
的
ケ

ア

児
保
育
支

援

事
業
 

１
．
基
本
分
単
価
 

（
１
）
看
護
師
等
を
配
置
し
て
医
療

的
ケ
ア
を
行

う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
5,
29
0
,0
00

円
 

（
２
）
看
護
師
等
を
配
置
せ
ず
、
保
育
士

等
が
医

療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
95
0
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
２
名
以
上
の
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
け

入
れ
が
見
込
ま
れ
る
保
育
所
等
に
お
い
て
、
看
護

師
等
を
複
数
配
置
し
て
い
る
場
合
は

5,
2
90
,
00
0

円
を
、
保
育
士
等
を
複
数
配
置
し
て
い
る
場
合
は

4
,9
5
0,
0
00

円
を
加
算
す
る
。
 

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃

金
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消

耗
品
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

２
／
３
 

（
注
２
）
 

４
／

５
 

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

３
歳
児
受

入

れ
等
連
携

支

援
事
業
 

１
．
３
歳
児
受
入
れ
連
携
支
援
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
54
9
,0
00

円
 

３
歳

児
受

入
れ

等
連

携
支

援
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬
、
給
料
、
職

員
手

当
等

、
賃

金
、
共
済
費
、
報

償
費
、
旅
費
、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、
会
議
費
、
印

刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬
費
、
広
告
料
、

手
数
料
）
、
委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購
入
費
 

１
／
２
 

医
療
的
ケ

ア

児
保
育
支

援

事
業
 

１
．
基
本
分
単
価
 

（
１
）
看
護
師
等
を
配
置
し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行

う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
5,
32
0
,0
00

円
 

（
２
）
看
護
師
等
を
配
置
せ
ず
、
保
育
士
等
が
医

療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 
4,
96
0
,0
00

円
 

     

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、
給
料
、
職
員

手
当
等
、
賃
金
、

共
済

費
、

報
償

費
、
旅
費
、
需
用

費
（
消
耗
品
費
、

会
議

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

２
／
３
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２
．
加
算
分
単
価
 

（
１
）
研
修
受
講
支
援
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 3
00
,0
00

円
 

（
２
）
保
育
補
助
者
配
置
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 2
,1
70
,
00
0
円
 

（
３
）
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者

配
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
年
額
 
2,
1
70
,
00
0
円
 

※
た
だ
し
、
看
護
師
等
又
は
喀
痰
吸

引
等
研
修

の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
担
う
場
合

、
１
自
治

体
当
た
り
年
額

13
0,
0
00

円
を
加
算

す
る

。
 

（
４
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

年
額

  
56
0,
0
00

円
 

（
５
）
検
討
会
等
設
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
年
額
 
  
3
60
,
00
0
円

 

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
、

補
助

金
及

び
交
付
金
 

家
庭
支
援

推

進
保
育
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
3,
85
9
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
特
に
配
慮
が
必
要
な
家

庭
に
お
け
る

児
童
を

40
%以

上
受
け
入
れ
て
い
る
保
育

所
等

で
あ

っ
て
、
外
国
人
子
育
て
家
庭
の
児
童

が
2
0%
以
上
で

あ
る
保
育
所
等
が
実
施
す
る
場
合
、

１
か
所
当
た

り
 

7,
7
18
,
00
0
円
 

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

賃
金
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

１
／
２
 

保
育
所
等

に

お
け
る
要

支

援
児
童
等

対

応
推
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
56

7,
0
00

円
 

保
育

所
等

に
お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

を
実

施
す

２
／
３
 

 

２
．
加
算
分
単
価
 

（
１
）
研
修
受
講
支
援
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 3
00

,0
00

円
 

（
２
）
保
育
補
助
者
配
置
加
算
 

１
か
所
当
た
り

 
年
額

 2
,1

60
,
00
0
円
 

（
３
）
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
配
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
年
額
 
2,
1
60
,
00
0
円
 

※
た
だ
し
、
看
護
師
等
又
は
喀
痰
吸
引
等
研
修

の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
担
う
場
合
、
１
自
治

体
当
た
り
年
額

13
0,
0
00

円
を
加
算
す
る
。
 

（
４
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 

年
額

  
56
0,
0
00

円
 

（
５
）
検
討
会
等
設
置
加
算
 

１
自
治
体
当
た
り
 
年
額
 
  
3
60
,
00
0
円

 

費
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

、
補

助
金

及
び
交
付
金
 

家
庭
支
援

推

進
保
育
事
業
 

１
か
所
当
た
り

 
3,
86
7
,0
00

円
 

※
た
だ
し
、
特
に
配
慮
が
必
要
な
家
庭
に
お
け
る

児
童
を

40
%以

上
受
け
入
れ
て
い
る
保
育
所
等
で
あ

っ
て
、
外
国
人
子
育
て
家
庭
の
児
童
が

2
0%
以
上
で

あ
る
保
育
所
等
が
実
施
す
る
場
合
、
１
か
所
当
た

り
 

7,
7
34
,
00
0
円
 

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
共
済
費
、

賃
金
、
報
償
費
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

食
糧

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
広
告
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
 

１
／
２
 

保
育
所
等

に

お
け
る
要

支

援
児
童
等

対

応
推
進
事
業
 

１
か
所
当
た
り
年
額

 
4,
56

7,
0
00

円
 

保
育

所
等

に
お

け
る

要
支

援
児

童
等

対
応

推
進

事
業

を
実

施
す

２
／
３
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る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、
委
託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

購
入

費
、

補
助

金
及

び
交
付
金
 

認
可
外
保

育

施
設

の
衛

生
・
安
全

対

策
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

35
4
,0
00

円
 

認
可

外
保

育
施

設
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

賃

金
、
報
償
費

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、
負
担
金

、
補

助
及
び
交
付

金
 

３
の
（

2
2
）

の
②
の
場

合
 

１
／
３
 

 

３
の
（

2
2
）

の
③
の
場

合
 

１
／
２
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安
全
対

策

事
業
、
緊

急

一
時
預
か

り

推
進
事
業

、

放
課
後
児

童

ク
ラ
ブ
閉

所

時
間
帯
等

に

お
け
る
乳

幼

（
１
）
基
本
改
善
事
業
 

 
  
  

 
 
 

１
事
業
当
た
り

 
 

7,
2
00
,
00
0
円

 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

  
  

障
害
児
受
入
促
進
事
業
、
分
園
推

進
事

業
、
熱
中
症
対
策
事
業
、
病
児

保
育

事
業

（
体
調
不
良
児
対
応
型
）
推
進

事
業

、
感

染
症
対
策
の
た
め
の
改
修
整
備

等
事

業
、

保
育
環
境
向
上
等
事
業
 

１
事
業
当
た
り

 
 

1,
0
29
,
00
0
円

 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

３
の
（

2
3
）

の
①
の
イ

の

場
合
 

１
／
３
 

 

３
の
（

2
3
）

の
①
の
ウ

の

場
合
 

１
／
２
 

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅
費
、

需
用

費
、

役
務

費
、
委
託
料
、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

購
入

費
、

補
助

金
及

び
交
付
金
 

認
可
外
保

育

施
設

の
衛

生
・
安
全

対

策
事
業
 

１
市
町
村
当
た
り
年
額

 
 

35
4
,0
00

円
 

認
可

外
保

育
施

設
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

賃

金
、
報
償
費
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本
費
）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、
負
担
金
、
補

助
及
び
交
付
金
 

３
の

（
2
2
）

の
②

の
場

合
 

１
／
３
 

 

３
の

（
2
2
）

の
③

の
場

合
 

１
／
２
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安
全
対

策

事
業
、
緊

急

一
時
預
か

り

推
進
事
業

、

放
課
後
児

童

ク
ラ
ブ
閉

所

時
間
帯
等

に

お
け

る
乳
幼

（
１
）
基
本
改
善
事
業
 

 
  
  

 
 
 

１
事
業
当
た
り

 
 

7,
2
00
,
00
0
円
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

  
  

障
害
児
受
入
促
進
事
業
、
分
園
推
進
事

業
、
熱
中
症
対
策
事
業
、
病
児
保
育
事
業

（
体
調
不
良
児
対
応
型
）
推
進
事
業
 

  

１
事
業
当
た
り

 
 

1,
0
29
,
00
0
円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

３
の

（
2
3
）

の
①

の
イ

の

場
合
 

１
／
３
 

 

３
の

（
2
3
）

の
①

の
ウ

の

場
合
 

１
／
２
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児
受
入

れ
支

援
事
業
、

新

型
コ
ロ
ナ

ウ

イ
ル
ス
感

染

症
対
策
支

援

事
業

を
除

く
。
）
 

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

及
び

交
付
金
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安

全
対
策

事
業
）
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

 
 
 

安
全
対
策
事
業
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
50
0,
0
00

円
以
内
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

機
器

等
の

購
入

費
、

リ
ー

ス
料

、
導

入
費

用
 

 

２
／
３
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
緊
急
一

時

預
か
り
推

進

事
業
、
放

課

後
児
童
ク

ラ

ブ
閉
所
時

間

帯
等
に
お

け

る
乳
幼
児

受

入
れ
支
援

事

業
）
 

 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

緊
急
一
時
預
か
り
推
進
事
業
、

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
閉
所
時
間
帯
等
に
お

け
る

乳
幼

児
受
入
れ
支
援
事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
32
,4
4
8,
0
00

円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原

材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委

託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

及
び

交
付
金
 

１
／
２
 

保
育
所
等

の

質
の
確
保

・

１
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上

の
た
め
の
研

修
事
業
 

保
育

所
等

の
質

の
確

保
・

向
上

２
／
３
 

児
受
入
れ

支

援
事
業
、

新

型
コ
ロ
ナ

ウ

イ
ル
ス
感

染

症
対
策
支

援

事
業

を
除

く
。
）
 

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

及
び

交
付
金
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
安
全
対

策

事
業
（
新
型

コ
ロ
ナ
ウ

イ

ル
ス
感
染

症

対
策
と
し

て

行
う
場
合

を

除
く
。）

）
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

 
 
 

安
全
対
策
事
業
 

 
 
 
 
 
 

１
施
設
当
た
り

 
50
0,
0
00

円
以
内
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

機
器

等
の

購
入

費
、

リ
ー

ス
料

、
導

入
費

用
 

 

２
／
３
 

保
育
環
境

改

善
等

事
業

（
緊
急
一

時

預
か
り
推

進

事
業
、
放

課

後
児
童
ク

ラ

ブ
閉
所
時

間

帯
等
に
お

け

る
乳
幼
児

受

入
れ
支
援

事

業
）
 

 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

緊
急
一
時
預
か
り
推
進
事
業
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
閉
所
時
間
帯
等
に
お
け
る
乳
幼

児
受
入
れ
支
援
事
業
 

１
施
設
当
た
り

 
32
,0
0
0,
0
00

円
 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

工
事

請
負

費
、
原
材
料
費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

光
熱

水
費

及
び
修
繕
料
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

手
数

料
）
、
委
託
料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

（
敷

金
を

除
く

。
）
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金
、

補
助

及
び

交
付
金
 

１
／
２
 

保
育
所
等

の

質
の
確
保

・

１
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
研

修
事
業
 

保
育

所
等

の
質

の
確

保
・

向
上

２
／
３
 

52



向
上
の
た

め

の
取
組
強

化

事
業
 

 
研
修
開
催
経
費
 
１
回
当
た
り
 
35
3
,0
00

円
 

 

２
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上

の
た
め
の
巡

回
支
援
指
導
事
業
 

 
 

巡
回
支
援
指
導
員
１
人
当
た
り
 

年
額

 
 

4,
06
2
,0
00

円
 

 

の
た

め
の

取
組

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
賃
金

、
共

済
費
、
謝
金

、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、
会
議
費

、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料

、
手

数
料

）
、

委
託

料
、
使
用
料

、
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
 

向
上
の
た

め

の
取
組
強

化

事
業
 

 
研
修
開
催
経
費
 
１
回
当
た
り
 
35
3
,0
00

円
 

 

２
．
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
巡

回
支
援
指
導
事
業
 

 
 

巡
回
支
援
指
導
員
１
人
当
た
り
 

年
額

 
 

4,
06
2
,0
00

円
 

 

の
た

め
の

取
組

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

、
職

員
手

当
等
、
賃
金
、
共

済
費
、
謝
金
、
旅

費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、
会
議
費
、
印

刷
製

本
費

、
光

熱
水

費
及

び
修

繕
料
）、

役
務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広
告
料
、
手

数
料

）
、

委
託

料
、
使
用
料
、
賃

借
料

、
備

品
購

入
費
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新
た
な
待

機

児
童
対
策

提

案
型
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
10
,0
0
0,
0
00

円
 

た
だ
し
、
複
数
の
自
治
体
で
一
の
事

業
を
行
う
場

合
 

１
事
業
当
た
り
年
額

 
10
,0

00
,
00
0
円

 

新
た

な
待

機
児

童
対

策
提

案
型

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給

料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
会
議
費
、

印
刷
製
本
費

）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料

）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
等
 

１
０
／
１
０
 

 （
注
１
）
「
新

子
育
て
安

心
プ
ラ

ン
実
施

計
画

」
の

採
択

を
受
け
て
い
る
市
町
村

（
財
政
力
指

数
が

1.
0
未
満
の
市

町
村

又
は

財
政
力

指
数
が

1
.
0
以
上
で
あ
り
、
改
修
す
る
年
度
の
４

月
１
日
現
在
の
待
機

児
童

数
が

1
0
人

以
上

、
か

つ
当
該
年
度
の
保
育
拡
大
量

9
0
人
以
上

の
市
町
村
に
限
る
。
）
が

行
う
、

以
下
の

（
１

）
及

び
（
２
）
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
す

改
修
に
つ
い
て
は
、

補
助

率
を

２
／
３

（
家

庭
的
保
育
改
修
費
等
を
除
く
間
接
補
助
事
業

に
関
し
て
は
８
／
９

）
と

す
る

。
 

（
１
）
保
育
の
受
け
皿
が

増
加

す
る
改

修
（

新
設

、
定
員
の
拡
大
）
で
あ
る
こ
と
。
 

（
２
）
原
則
と
し
て

、
改

修
を

行
う
保

育
所

等
が

所
在
す
る
保
育
提
供
区
域
に
お
い
て
、
改

修
す
る
年
度
の

４
月

１
日

時
点

の
利
用

定
員

数
を
超
え
る
申
込
児
童
数
が
見
込
ま
れ
て

い
る
年
齢
区
分

（「
０
歳

児
」、
「

１
，
２

歳
児

」
及
び
「
３
歳
以
上
児
」
の
３
区
分
）

の
利
用
定
員
総

数
が

増
加

す
る

改
修
で

あ
る

こ
と
。
 

（
注
２
）
医
療
的
ケ
ア
児

の
受

入
体
制

に
関

す
る

以
下
の
要
件
を
満
た
す
整
備
計
画
書
を
策
定

す
る
自
治
体
に
つ
い

て
は

補
助

率
を
２

／
３

（
間
接
補
助
の
場
合
は
４
／
５
）
と
す
る
。

 

新
た
な
待

機

児
童
対
策

提

案
型
事
業
 

１
自
治
体
当
た
り
年
額

 
10
,0
0
0,
0
00

円
 

た
だ
し
、
複
数
の
自
治
体
で
一
の
事
業
を
行
う
場

合
 

１
事
業
当
た
り
年
額

 
10
,0

00
,
00
0
円
 

新
た

な
待

機
児

童
対

策
提

案
型

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報
酬
、
給
料
、

職
員

手
当

等
、

賃
金
、
共
済
費
、

報
償
費
、
旅
費
、

需
用

費
（

消
耗

品
費
、
会
議
費
、

印
刷
製
本
費
）、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
、
手
数
料
）、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借

料
、

備
品

購
入

費
等
 

１
０
／
１
０
 

 （
注
１
）
「
新

子
育
て
安

心
プ
ラ

ン
実
施

計
画

」
の

採
択

を
受

け
て
い

る
市

町
村

（
財

政
力

指

数
が

1.
0
未
満

の
市

町
村

又
は

財
政
力

指
数
が

1
.
0
以

上
で

あ
り
、

改
修

す
る

年
度

の
４

月
１
日
現
在
の
待
機

児
童

数
が

1
0
人

以
上

、
か

つ
当

該
年
度

の
保
育

拡
大
量

9
0
人

以
上

の
市
町
村
に
限
る
。
）
が

行
う
、

以
下
の

（
１

）
及

び
（

２
）

の
要
件

を
す

べ
て

満
た

す

改
修
に
つ
い
て
は
、

補
助

率
を

２
／
３

（
家

庭
的

保
育

改
修

費
等
を

除
く

間
接

補
助

事
業

に
関
し
て
は
８

／
９

）
と

す
る

。
 

（
１
）
保
育
の
受
け

皿
が

増
加

す
る
改

修
（

新
設

、
定

員
の

拡
大
）

で
あ

る
こ

と
。
 

（
２
）
原
則
と
し
て

、
改

修
を

行
う
保

育
所

等
が

所
在

す
る

保
育
提

供
区

域
に

お
い

て
、

改

修
す
る
年
度
の

４
月

１
日

時
点

の
利
用

定
員

数
を

超
え

る
申

込
児
童

数
が

見
込

ま
れ

て

い
る
年
齢
区
分

（「
０
歳

児
」、
「

１
，
２

歳
児

」
及

び
「

３
歳

以
上
児

」
の

３
区

分
）

の
利
用
定
員
総

数
が

増
加

す
る

改
修
で

あ
る

こ
と

。
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・
３
年
後
の
医
療
的

ケ
ア

児
の

保
育
所

等
の

利
用
を
希
望
す
る
人
数
（
見
込
み
）
に
対

し
て
、
医
療
的
ケ
ア

児
の

受
入

人
数
（

見
込

み
）
が
上
回
る
こ
と
。
 

（
注
３
）
間
接
補
助
事
業

者
が

行
う
事

業
に

対
し

、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

又
は
指
定
都
市
が
総

事
業

費
の

１
／
１

０
を

補
助
す
る
場
合
に
限
る
。
 

 別
紙

（
省
略
）
 

  

     

別
紙

（
省
略
）
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「
保
育
人

材
確
保

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
 

新
旧

対
照

表
（
下

線
部
：

変
更
箇

所
）

 
 

改
正

後
 

現
行
 

雇
児

発
0
4
1
7
第

２
号
 

平
成

2
9
年

４
月

1
7
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
8
3
1

第
２

号
 

平
成

3
0
年

８
月

3
1
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
3
2
9
第

1
7
号
 

平
成

3
1
年

３
月

2
9
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
4
0
1
第

1
6
号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

一
部

改
正
 
子

発
0
8
0
6

第
３

号
 

令
和

２
年

８
月

６
日

 

一
部

改
正
 
子

発
1
2
2
5

第
２

号
 

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
3
3
0

第
７

号
 

令
和

３
年

３
月

3
0
日
 

一
部

改
正
 
子

発
 

 
第

 
号
 

令
和

 
年

 
月

 
日

 

  
 

都
道
府

県
知
事
 

各
 

指
定
都

市
市
長

 
殿
 

 
 

中
核
市

市
長
 

 

厚
生

労
働
省

雇
用
均

等
・
児
童

家
庭

局
長
 

（
 

公
 
印

 
省
 

略
 
）
 

 

  

保
育

人
材
確

保
事
業

の
実
施
に

つ
い

て
 

雇
児

発
0
4
1
7
第

２
号
 

平
成

2
9
年

４
月

1
7
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
8
3
1

第
２

号
 

平
成

3
0
年

８
月

3
1
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
3
2
9
第

1
7
号
 

平
成

3
1
年

３
月

2
9
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
4
0
1
第

1
6
号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

一
部

改
正
 
子

発
0
8
0
6

第
３

号
 

令
和

２
年

８
月

６
日

 

一
部

改
正
 
子

発
1
2
2
5

第
２

号
 

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日
 

一
部

改
正
 
子

発
0
3
3
0

第
７

号
 

令
和

３
年

３
月

3
0
日
 

    
 

都
道
府

県
知
事
 

各
 

指
定
都

市
市
長

 
殿
 

 
 

中
核
市

市
長
 

 

厚
生

労
働
省

雇
用
均

等
・
児
童

家
庭

局
長
 

（
 

公
 
印

 
省
 

略
 
）
 

 

  

保
育

人
材
確

保
事
業

の
実
施
に

つ
い

て
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（
略

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

記
 

 第
１

 
事

業
の

種
類
 

１
 
～

 
９
 
（
略
）
 

（
削

除
）
 

1
0
 
保

育
士
・

保
育
の

現
場
の

魅
力

発
信

事
業
 

 第
２

 
事

業
の

実
施
 

各
事

業
の
実

施
に
当

た
っ
て
は

、
次

に
よ

る
こ
と

。
 

１
 
～

 
９
 
（
略
）
 

（
削

除
）
 

1
0
 
保

育
士
・

保
育
の

現
場
の

魅
力

発
信

事
業
実

施
要
綱
（

別
添

1
0）

 

  

別
添

１
 

保
育

士
資
格

取
得
支

援
事
業
実

施
要

綱
 

 Ⅰ
 
保

育
士
資

格
取
得

支
援
事

業
 

１
～

３
（
略

）
 

４
 

実
施
要

件
 

（
１

）
対
象

者
 

（
略

）
 

①
 

認
可
外

保
育
施

設
保
育
士

資
格

取
得

支
援
事

業
 

ア
～

オ
（
略

）
 

カ
 

施
設
の

所
在
す

る
都
道
府

県
と

市
区

町
村
と

の
連
名
に

よ
り

、
以

下
（
ⅰ

）

  

（
略

）
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

記
 

 第
１

 
事

業
の

種
類
 

１
 
～

 
９
（

略
）
 

1
0
 

潜
在
保

育
士
再

就
職
支
援

事
業
 

1
1
 

保
育
士

・
保
育

の
現
場
の

魅
力

発
信

事
業
 

 

第
２

 
事

業
の

実
施
 

各
事

業
の
実

施
に
当

た
っ
て
は

、
次

に
よ

る
こ
と

。
 

１
 
～

 
９
 
（

略
）
 

1
0
 

潜
在
保

育
士
再

就
職
支
援

事
業

実
施

要
綱
（

別
添

10
）

 

1
1
 
保

育
士
・

保
育
の

現
場
の

魅
力

発
信

事
業
（

別
添

11
）

 

  別
添

１
 

保
育

士
資
格

取
得
支

援
事
業
実

施
要

綱
 

 Ⅰ
 
保

育
士
資

格
取
得

支
援
事

業
 

１
～

３
（
略

）
 

４
 

実
施
要

件
 

（
１

）
対
象

者
 

（
略

）
 

①
 

認
可
外

保
育
施

設
保
育
士

資
格

取
得

支
援
事

業
 

 
ア

～
オ
（

略
）
 

 
（

新
設
）
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～
（

ⅲ
）
の

内
容
を

記
載
し
た

「
認

可
外
保

育
施

設
指
導
監

督
基

準
適

合
化
支

援
計

画
」
を

作
成
し

た
認
可
外

保
育

施
設
 

（
ⅰ

）
待
機

児
童
の

状
況
や
保

育
時

間
等

の
観
点

か
ら
地
域

に
特

徴
的

と
考
え

ら

れ
る

保
育
等

ニ
ー
ズ

が
存
在
す

る
こ

と
。
 

（
ⅱ

）
都
道

府
県
又

は
市
区
町

村
に

お
い

て
、
（

ⅰ
）
の
ニ

ー
ズ

を
満

た
す
た

め
、

認
可
の

保
育
施

設
や
事
業

の
整

備
・
拡

充
等

を
進
め
て

い
る

が
、

な
お
時

間
を

要
す
る

場
合
に

、
そ
れ
ま

で
の

間
、
（

ⅰ
）

の
保
育
等

ニ
ー

ズ
の

受
け
皿

と
な

る
こ
と

が
で
き

る
施
設
で

あ
る

と
認
め

る
施

設
で
あ
る

こ
と

。
 

（
ⅲ

）
都
道

府
県
及

び
市
区
町

村
の

連
携

に
よ
り

、
当
該
施

設
が

認
可

外
保
育

施

設
指

導
監
督

基
準
を

満
た
す
た

め
、

職
員
又

は
巡

回
支
援
指

導
員

等
に

よ
る
技

術
的

な
支
援

、
本
事

業
の
他
の

国
庫

補
助
の

活
用

等
を
通
じ

て
、

本
事

業
以
外

に
も

十
分
な

支
援
を

行
っ
て
い

る
、

あ
る
い

は
行

う
予
定
で

あ
る

こ
と

。
 

（
ⅳ

）
遅
く

と
も
令

和
６
年
９

月
末

ま
で

に
、
認

可
外
保
育

施
設

指
導

監
督
基

準

へ
の

適
合
を

目
指
す

も
の
で
あ

る
こ

と
。
 

②
～

③
（
略

）
 

（
２

）
～
（

４
）
（

略
）
 

５
～

９
（
略

）
 

 Ⅱ
 
保

育
士
試

験
に
よ

る
資
格

取
得

支
援

事
業
 

１
～

３
（
略

）
 

４
 
実

施
要
件
 

（
１

）
受
験

対
策
学

習
費
用
補

助
事

業
 

①
 

対
象
者
 

 
（

略
）
 

ア
～

ケ
（
略

）
 

コ
 

都
道
府

県
と
市

区
町
村
と

の
連

名
に

よ
り
、

以
下
（
ⅰ

）
～

（
ⅲ

）
の
内

容

を
盛

り
込
ん

だ
「
認

可
外
保
育

施
設

指
導
監

督
基

準
適
合
化

支
援

計
画

」
を
作

成
し

た
施
設
 

              

 
②

～
③
（

略
）
 

（
２

）
～
（

４
）
（

略
）
 

５
～

９
（
略

）
 

 Ⅱ
 
保

育
士
試

験
に
よ

る
資
格

取
得

支
援

事
業
 

１
～

３
（
略

）
 

４
 
実

施
要
件
 

（
１

）
受
験

対
策
学

習
費
用
補

助
事

業
 

①
 

対
象
者
 

 
（

略
）
 

ア
～

ケ
（
略

）
 

（
新

設
）
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（
ⅰ

）
市
区

町
村
が

把
握
す
る

住
民

の
保

育
等
ニ

ー
ズ
に
照

ら
し

、
待

機
児
童

の

状
況

や
保
育

時
間
等

の
地
域
に

特
徴

的
な
保

育
等

ニ
ー
ズ
を

満
た

す
た

め
、
認

可
施

設
や
事

業
の
整

備
を
進
め

て
い

る
が
、

な
お

時
間
を
要

す
る

場
合

に
、
そ

れ
ま

で
の
間

、
域
内

の
認
可
施

設
等

で
は
ま

か
な

う
こ
と
が

で
き

な
い

保
育
等

ニ
ー

ズ
の
受

け
皿
と

な
る
こ
と

が
想

定
さ
れ

る
施

設
で
あ
る

と
認

め
る

施
設
で

あ
る

旨
 

（
ⅱ

）
都
道

府
県
・

市
区
町
村

に
お

け
る

、
指
導

監
督
基
準

を
満

た
す

た
め
の

人

的
・

技
術
的

な
支
援

や
国
庫
補

助
の

活
用
、

計
画

期
間
内
に

お
け

る
市

区
町
村

と
の

指
導
監

督
の
連

携
に
つ
い

て
 

（
ⅲ

）
事
業

実
施
期

間
（
令
和

６
年

９
月

末
ま
で

に
、
認
可

外
保

育
施

設
指
導

監

督
基

準
へ
の

適
合
を

目
指
す
も

の
で

あ
る
こ

と
。

）
 

※
（

略
）
 

②
～

⑤
（
略

）
 

（
２

）
（
略

）
 

５
（

略
）
 

  別
添

２
・
３

（
略
）
 

  別
添

４
 

保
育

士
宿
舎

借
り
上

げ
支
援
事

業
実

施
要

綱
 

 

１
～

３
 
（
略

）
 

４
 
対

象
者
 

本
事

業
の
対

象
者
は

保
育
所
等

に
勤

務
す

る
常
勤

の
保
育
士

（
平

成
2
4
 
年
度

以

前
に

保
育
所

等
が
借

り
上
げ
る

宿
舎

に
入

居
し
て

い
る
者
を

除
く

。
）

の
う
ち

、
保

育
所

等
に
採

用
さ
れ

た
日
か
ら

起
算

し
て

８
年
以

内
の
者
と

す
る

。
た

だ
し
、

次
に

           

※
（

略
）
 

②
～

⑤
（
略

）
 

（
２

）
（
略

）
 

５
（

略
）
 

  別
添

２
・
３

（
略
）
 

  別
添

４
 

保
育

士
宿
舎

借
り
上

げ
支
援
事

業
実

施
要

綱
 

 

１
～

３
 
（
略

）
 

４
 
対

象
者
 

本
事

業
の
対

象
者
は

保
育
所
等

に
勤

務
す

る
常
勤

の
保
育
士

（
平

成
2
4
 
年
度

以

前
に

保
育
所

等
が
借

り
上
げ
る

宿
舎

に
入

居
し
て

い
る
者
を

除
く

。
）

の
う
ち

、
保

育
所

等
に
採

用
さ
れ

た
日
か
ら

起
算

し
て

９
年
以

内
の
者
と

す
る

。
た

だ
し
、

次
に
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該
当

す
る
市

町
村
が

実
施
す
る

場
合

、
対

象
者
は

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

の
者
と
す

る
。
 

・
 

前
年
度

及
び
前

々
年
度
の

１
月

に
お

け
る
職

業
安
定
業

務
統

計
（

厚
生
労

働

省
）

に
よ
る

保
育
士

の
有
効
求

人
倍

率
が
２

未
満

と
な
る
職

業
安

定
所

の
管
轄

す
る

区
域
に

所
在
す

る
市
町
村

（
た

だ
し

、
令
和

４
年
度
に

限
り

、
令

和
２
年

度
及

び
令
和

３
年
度

の
４
月
１

日
時

点
に

お
け
る

待
機
児
童

数
が

5
0 
人

以
上

で
あ

る
市
町

村
は
除

く
。
）
 

ま
た

、
令
和

２
年
度

も
し
く
は

令
和

３
年

度
か
ら

本
事
業
に

よ
る

借
り

上
げ
支

援

を
受

け
て
い

た
者
で

引
き
続
き

令
和

４
年

度
も
事

業
の
対
象

と
な

る
者

の
う
ち

、
令

和
２

年
度
も

し
く
は

令
和
３
年

度
に

お
い

て
「
保

育
所
等
に

採
用

さ
れ

た
日
か

ら
起

算
し

て
５
年

以
内
の

者
」
だ
っ

た
者

は
、

令
和
４

年
度
も
引

き
続

き
、

「
保
育

所
等

に
採

用
さ
れ

た
日
か

ら
起
算
し

て
５

年
以

内
」
の

者
と
す
る

。
 

 （
経

過
措
置

）
 

（
１

）
①
～

④
の
い

ず
れ
か
に

該
当

す
る

市
町
村

に
つ
い
て

は
、

令
和

４
年
度

に
限

り
本

事
業
の

対
象
者

に
、
次
の

者
を

加
え

る
。
 

 

・
 

保
育
所

等
に
勤

務
す
る
常

勤
の

保
育

士
の
う

ち
、
保
育

所
等

に
採

用
さ
れ

た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
を
超
え

1
0
 
年
以

内
の
者

（
令
和
４

年
３

月
3
1
 
日
時

点
に

お
い
て

、
平
成

2
9
 年

度
か

ら
令
和

２
年
度

の
経
過
措

置
を

含
め

、
①
～

④
の

そ
れ
ぞ

れ
の
年

度
か
ら
引

き
続

き
現
に

本
事

業
に
よ
る

借
り

上
げ

支
援
を

受
け

て
い
た

者
に
限

る
）
。
 

 ①
 
 
平

成
2
9
 
年
度

に
お
い
て

「
保

育
所

等
に
採

用
さ
れ
た

日
か

ら
起

算
し
て

５

年
を

超
え

1
0
 
年
以

内
の
者
」

も
本

事
業

の
対
象

者
で
あ
っ

た
市

町
村

の
う

ち
、

令
和
４

年
度
に

お
い
て
本

事
業

の
対

象
者
が

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た
日

か
ら

起
算
し

て
５
年

以
内
又
は

８
年

以
内

の
者
と

な
る
市
町

村
 

②
 
 
平

成
3
0
 
年
度

に
お
い
て

「
保

育
所

等
に
採

用
さ
れ
た

日
か

ら
起

算
し
て

５

該
当

す
る
市

町
村
が

実
施
す
る

場
合

、
対

象
者
は

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

の
者
と
す

る
。
 

・
 

前
年
度

及
び
前

々
年
度
の

１
月

に
お

け
る
職

業
安
定
業

務
統

計
（

厚
生
労

働

省
）

に
よ
る

保
育
士

の
有
効
求

人
倍

率
が

２
未
満

と
な
る
職

業
安

定
所

の
管
轄

す
る

区
域
に

所
在
す

る
市
町
村

（
た

だ
し

、
令
和

３
年
度
に

限
り

、
令

和
元
年

度
及

び
令
和

２
年
度

の
４
月
１

日
時

点
に

お
け
る

待
機
児
童

数
が

5
0 
人

以
上

で
あ

る
市
町

村
は
除

く
。
）
 

ま
た

、
令
和

２
年
度

か
ら
本
事

業
に

よ
る

借
り
上

げ
支
援
を

受
け

て
い

た
者
で

引

き
続

き
令
和

３
年
度
も

事
業
の

対
象

と
な

る
者
の

う
ち
、
令

和
２

年
度

に
お
い

て

「
保

育
所
等

に
採
用

さ
れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内
の

者
」

だ
っ

た
者
は

、
令

和
３

年
度
も

引
き
続

き
、
「
保

育
所

等
に

採
用
さ

れ
た
日
か

ら
起

算
し

て
５
年

以

内
」

の
者
と

す
る
。
 

 （
経

過
措
置

）
 

①
～

④
の
い

ず
れ
か

に
該
当
す

る
市

町
村

に
つ
い

て
は
、
令

和
３

年
度

に
限
り

本

事
業

の
対
象

者
に
、

従
前
の
例

の
と

お
り

、
次
の

者
を
加
え

る
。
 

 ・
 

保
育
所

等
に
勤

務
す
る
常

勤
の

保
育

士
の
う

ち
、
保
育

所
等

に
採

用
さ
れ

た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
を
超
え

1
0
年

以
内

の
者
（

令
和
３

年
３

月
3
1
日

時
点

に
お

い
て
、

平
成

2
9
年

度
、

平
成

3
0
年

度
又
は

令
和
元

年
度

か
ら

の
経
過

措

置
を

含
め
、

現
に
本

事
業
に
よ

る
借

り
上

げ
支
援

を
受
け
て

い
た

者
に

限

る
）

。
 

 

 
 

①
 
平

成
2
9
年

度
に
お

い
て

「
保

育
所
等

に
採
用
さ

れ
た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
を

超
え

1
0
年

以
内

の
者
」

も
本

事
業

の
対
象

者
で
あ
っ

た
市

町
村

の
う

ち
、

令
和
３

年
度
に

お
い
て
本

事
業

の
対

象
者
が

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
以
内
又

は
９

年
以

内
の
者

と
な
る
市

町
村
 

②
 

平
成

3
0
年

度
に

お
い
て

「
保

育
所

等
に
採

用
さ
れ
た

日
か

ら
起

算
し
て

５
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年
を

超
え

1
0
年

以
内

の
者
」

も
本

事
業

の
対
象

者
で
あ
っ

た
市

町
村

の
う

ち
、

令
和
４

年
度
に

お
い
て
本

事
業

の
対

象
者
が

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た
日

か
ら

起
算
し

て
５
年

以
内
又
は

８
年

以
内

の
者
と

な
る
市
町

村
 

③
 
 
令

和
元

年
度
に

お
い
て
「

保
育

所
等

に
採
用

さ
れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年

を
超

え
1
0
年

以
内
の

者
」
も

本
事

業
の

対
象
者

で
あ
っ
た

市
町

村
の

う
ち
、

令
和

４
年
度

に
お
い

て
本
事
業

の
対

象
者

が
保
育

所
等
に
採

用
さ

れ
た

日
か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

又
は
８
年

以
内

の
者

と
な
る

市
町
村
 

④
 
 
令

和
２

年
度
に

お
い
て
「

保
育

所
等

に
採
用

さ
れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年

を
超

え
1
0
年

以
内
の

者
」
も

本
事

業
の

対
象
者

で
あ
っ
た

市
町

村
の

う
ち
、

令
和

４
年
度

に
お
い

て
本
事
業

の
対

象
者
が

保
育

所
等
に
採

用
さ

れ
た

日
か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

又
は
８
年

以
内

の
者

と
な
る

市
町
村
 

 

（
２

）
 
令

和
３
年

度
に
お
い

て
「

保
育

所
等
に

採
用
さ
れ

た
日

か
ら

起
算
し

て
５

年
を

超
え
９

年
以
内

の
者
」
も

本
事

業
の
対

象
者

で
あ
っ
た

市
町

村
の

う

ち
、

令
和
４

年
度
に

お
い
て
本

事
業

の
対
象

者
が

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
以
内
又

は
８

年
以
内

の
者

と
な
る
市

町
村

に
該

当
す

る
市

町
村
に

つ
い
て

は
、
令
和

４
年

度
に
限

り
本

事
業
の
対

象
者

に
、

従
前

の
例

の
と
お

り
、
次

の
者
を
加

え
る

。
 

 

・
 

保
育
所

等
に
勤

務
す
る
常

勤
の

保
育

士
の
う

ち
、
保
育

所
等

に
採

用
さ
れ

た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
を
超
え

９
年

以
内

の
者
（

令
和
４
年

３
月

3
1
日

時
点
に

お
い

て
、
令

和
３
年

度
か
ら
現

に
本

事
業

に
よ
る

借
り
上
げ

支
援

を
受

け
て
い

た
者

に
限
る

）
。
 

 ５
 
留

意
事
項
 

（
１

）
～
（

３
）
（

略
）
 

（
４

）
令
和

元
年
度

か
ら
引
き

続
き

令
和

３
年
度

に
お
い
て

本
事

業
の

対
象
者

で
あ

っ
て

、
令
和

４
年
度

も
引
き
続

き
本

事
業

の
対
象

と
な
っ
た

者
が

、
引

き
続
き

年
を

超
え

1
0
年

以
内

の
者
」

も
本

事
業

の
対
象

者
で
あ
っ

た
市

町
村

の
う

ち
、

令
和
３

年
度
に

お
い
て
本

事
業

の
対

象
者
が

保
育
所
等

に
採

用
さ

れ
た

日
か

ら
起
算

し
て
５

年
以
内
又

は
９

年
以

内
の
者

と
な
る
市

町
村
 

③
 

令
和
元

年
度
に

お
い
て
「

保
育

所
等

に
採
用

さ
れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年

を
超

え
1
0
年

以
内
の

者
」
も

本
事

業
の

対
象
者

で
あ
っ
た

市
町

村
の

う
ち
、

令
和

３
年
度

に
お
い

て
本
事
業

の
対

象
者

が
保
育

所
等
に
採

用
さ

れ
た

日
か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

又
は
９
年

以
内

の
者

と
な
る

市
町
村
 

④
 
 
令

和
２

年
度
に

お
い
て
「

保
育

所
等

に
採
用

さ
れ
た
日

か
ら

起
算

し
て
５

年

を
超

え
1
0
年

以
内
の

者
」
も

本
事

業
の

対
象
者

で
あ
っ
た

市
町

村
の

う
ち
、

令
和

３
年
度

に
お
い

て
本
事
業

の
対

象
者

が
保
育

所
等
に
採

用
さ

れ
た

日
か
ら

起
算

し
て
５

年
以
内

又
は
９
年

以
内

の
者

と
な
る

市
町
村
 

             

５
 
留

意
事
項
 

（
１

）
～
（

３
）
（

略
）
 

（
４

）
令
和

元
年
度

か
ら
引
き

続
き

令
和

２
年
度

に
お
い
て

本
事

業
の

対
象
者

で
あ

っ
て

、
令
和

３
年
度

も
引
き
続

き
本

事
業

の
対
象

と
な
っ
た

者
が

、
引

き
続
き
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同
じ

宿
舎
に

入
居
し

て
い
る
場

合
に

は
、
令

和
元

年
度
の
補

助
基

準
額

を
適
用

で
き

る
こ
と

。
 

（
５

）
（
略

）
 

６
 
（

略
）
 

  別
添

５
 

保
育

人
材
等

就
職
・

交
流
支
援

事
業

実
施

要
綱
 

 Ⅰ
 

（
略
）
 

Ⅱ
 

（
略
）
 

（
削

除
）
 
 

                

同
じ

宿
舎
に

入
居
し

て
い
る
場

合
に

は
、

令
和
元

年
度
の
補

助
基

準
額

を
適
用

で
き

る
こ
と

。
 

（
５

）
（
略

）
 

６
 

（
略
）
 

  別
添

５
 

保
育

人
材
等

就
職
・

交
流
支
援

事
業

実
施

要
綱
 

 Ⅰ
 

（
略
）
 

Ⅱ
 

（
略
）
 

Ⅲ
 

保
育
所

等
に
お

け
る
業
務

集
約

化
推

進
事
業
 

 １
 

事
業
の

目
的
 

保
育

所
及
び

幼
保
連

携
型
認
定

こ
ど

も
園

（
以
下

「
保
育
所

等
」

と
い

う
。
）

に

お
け

る
業
務

効
率
化

を
図
る
た

め
、

複
数

の
保
育

所
等
で
行

わ
れ

て
い

る
業
務

を
集

約
化

し
、
共

同
で
実

施
す
る
取

組
を

支
援

す
る
こ

と
を
目
的

と
す

る
。
 

 ２
 

実
施
主

体
 

実
施

主
体
は

、
市
町

村
（
特
別

区
を

含
む

。
以
下

同
じ
。
）

、
又

は
、

市
町
村

が

認
め

た
者
と

す
る
。

な
お
、
市

町
村

が
認

め
た
者

へ
委
託
等

を
行

う
こ

と
が
で

き

る
。
 

 ３
 

事
業
の

内
容
 

保
育

所
等
（

地
方
公

共
団
体
が

運
営

す
る

も
の
を

除
く
。
）

を
運

営
す

る
事
業

者

が
運

営
の
主

体
が
異

な
る
複
数

の
保

育
所

等
に
お

け
る
業
務

を
集

約
し

、
共
同

実
施

す
る

た
め
の

事
業
計

画
を
作
成

し
、

当
該

事
業
計

画
に
つ
い

て
、

市
町

村
が
業

務
効

率
化

に
資
す

る
も
の

と
し
て
適

当
と

認
め

た
場
合

、
当
該
事

業
の

実
施

に
必
要

な
費
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用
の

全
部
又

は
一
部

を
補
助
す

る
。
 

（
事

業
例
）
 

・
研

修
等
に

よ
る
人

材
育
成
の

共
同

実
施
 

・
土

日
共
同

保
育
を

実
施
す
る

た
め

に
必

要
な
協

定
の
策
定

 

・
給

食
の
献

立
の
共

通
化
に
関

す
る

取
組

 
等
 

 ４
 

実
施
方

法
 

（
１

）
事
業

計
画
 

業
務

の
集
約

化
を
行

う
保
育
所

等
は

、
所

在
地
の

市
町
村
に

対
し

、
集

約
化
を

行

う
業

務
の
内

容
、
集

約
化
に
必

要
と

な
る

費
用
及

び
事
業
の

効
果

を
記

載
し
た

事
業

計
画

書
を
提

出
す
る

こ
と
。
 

（
２

）
事
業

計
画
の

審
査
 

（
１

）
に
よ

る
事
業

計
画
の
提

出
を

受
け

た
市
町

村
は
、
事

業
内

容
及

び
費
用

が

適
切

な
も
の

か
審
査

の
上
、
保

育
所

等
の

業
務
効

率
化
等
に

資
す

る
と

認
め
ら

れ
る

も
の

に
つ
い

て
、
本

事
業
の
申

請
を

行
う

こ
と
。
 

（
３

）
事
業

成
果
の

報
告
 

業
務

の
集
約

化
を
行

う
保
育
所

等
は

、
事

業
完
了

後
、
事
業

の
成

果
を

記
載
し

た

報
告

書
を
作

成
し
、

市
町
村
に

提
出

す
る

こ
と
。

市
町
村
は

、
当

該
報

告
書
を

事
業

を
実

施
し
た

年
度
の

翌
年
度
の

４
月

末
日

ま
で
に

国
に
提
出

す
る

こ
と

。
 

 ５
 

留
意
事

項
 

本
事

業
に
よ

る
費
用

に
つ
い
て

、
子

ど
も

・
子
育

て
支
援
法

第
1
1
条
に

規
定
す

る
子

ど
も
の

た
め
の

教
育
・
保

育
給

付
や

そ
の
他

の
事
業
に

よ
り

、
そ

の
経
費

が
交

付
さ

れ
る
場

合
に
は

、
対
象
と

し
な

い
こ

と
。
 

 ６
 

費
用
 

本
事

業
に
要

す
る
費

用
の
一
部

に
つ

い
て

、
国
は

別
に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

補

助
す

る
も
の

と
す
る

。
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  別
添

６
 
 

保
育

体
制
強

化
事
業

実
施
要
綱

 

 １
～

３
 
（

略
）
 

４
 

実
施
要

件
及
び

対
象
者
 

（
１

）
保
育

支
援
者

の
配
置
 

 
 

①
、
②

 
（
略

）
 

 
③

 
本
事

業
は
、

保
育
士
の

負
担

軽
減

を
図
る

こ
と
を
目

的
と

し
て

い
る
た

め
、

保
育
支

援
者
を

配
置
す
る

保
育

所
等

は
、
市

町
村
に
対

し
、

実
施

計
画

書
を

提
出
す

る
も
の

と
す
る
。

実
施

計
画

書
に
は

、
①
本
事

業
に

よ
る

保
育

支
援

者
の
業

務
及
び

保
育
士
の

業
務

負
担

が
軽
減

さ
れ
る
内

容
、

②
職

員
の

雇
用

管
理
や

勤
務
環

境
の
改
善

に
関

す
る

取
組
（

保
育
支
援

者
の

配
置

を
除

く
。

）
を
記

載
す
る

こ
と
。
 

           （
２

）
 
（

略
）
 

５
・

６
 
（

略
）
 

  別
添

６
 
 

保
育

体
制
強

化
事
業

実
施
要
綱

 

 １
～

３
 
（

略
）
 

４
 

実
施
要

件
及
び
対

象
者
 

（
１

）
保
育

支
援
者

の
配
置
 

 
 

①
、
②

 
（
略
）
 

③
 

本
事
業

は
、
保

育
士
の
負

担
軽

減
を

図
る
こ

と
を
目
的

と
し

て
い

る
た

め
、

保
育
支

援
者
を

配
置
す
る

保
育

所
等

は
、
以

下
の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
。
 

た
だ

し
、
前

年
同
月

の
実
績
が

な
い

保
育

所
等
は

、
保
育
支

援
者

を
配

置

し
た

月
と
保

育
所
開

所
月
を
比

較
す

る
こ

と
。
 

ア
 

保
育
支

援
者
を

配
置
し
た

月
に

お
け

る
保
育

士
及
び
保

育
士

以
外

の
者

（
保

育
支
援

者
を
含

む
）
の
数

と
、

前
年

同
月
に

お
け
る
当

該
保

育
所

等
の

保
育

士
及
び

保
育
士

以
外
の
者

（
保

育
支

援
者
は

含
ま
な
い

）
の

数
を

比
較

し
、

そ
の
結

果
、
保

育
士
・
保

育
士

以
外

そ
れ
ぞ

れ
に
お
い

て
同

数
以

上
で

あ
る

こ
と
。
 

イ
 

保
育

支
援

者
を

配
置

し
た

月
に

お
け

る
児

童
の

定
員

数
に

対
す

る
保

育
士

の
数

の
割

合
が

、
当

該
保

育
所

等
の

前
年

同
月

の
児

童
の

定
員

数
に

対
す

る

保
育

士
の
数

の
割
合

以
上
で
あ

り
、
か
つ

、
保
育

支
援
者
を

配
置

し
た

月
に
お

け
る

児
童
の

定
員
数

に
対
す
る

保
育

士
以

外
の
者
（

保
育
支

援
者

を
含

む
）
の

数
の

割
合

が
、

当
該

保
育

所
等

の
前

年
同

月
の

児
童

の
定

員
数

に
対

す
る

保

育
士

以
外

の
者

（
保

育
支

援
者

を
含

ま
な

い
）

の
数

の
割

合
以

上
で

あ
る

こ

と
。
 

（
２

）
 
（

略
）
 

５
・

６
 
（

略
）
 

64



  別
添

７
～
９

（
略
）
 

  （
削

除
）
 

                      

  別
添

７
～
９

（
略
）
 

  別
添

1
0 

潜
在

保
育
士

再
就
職

支
援
事
業

実
施

要
綱
 

 １
 

事
業
の

目
的
 

離
職

後
の
ブ

ラ
ン
ク

が
長
く
な

っ
た

未
就

労
の
保

育
士
（
以

下
「

潜
在

保
育
士

」

と
い

う
。
）

が
抱
く

職
場
復
帰

へ
の

不
安

を
軽
減

す
る
た
め

、
保

育
士

・
保
育

所
支

援
セ

ン
タ
ー

及
び
保

育
人
材
就

職
支

援
事

業
に
お

い
て
マ
ッ

チ
ン

グ
事

業
を
実

施
し

て
い

る
市
町

村
（
以

下
「
セ
ン

タ
ー

等
」

と
い
う

。
）
の
紹

介
（

マ
ッ

チ
ン
グ

）
に

よ
り

、
保
育

所
等
が

潜
在
保
育

士
を

試
行

的
に
雇

用
し
た
際

に
行

う
研

修
等
に

要
す

る
費

用
の
一

部
を
補

助
す
る
こ

と
に

よ
り

、
潜
在

保
育
士
が

再
就

職
し

や
す
い

環
境

を
整

え
、
も

っ
て
人

材
確
保
に

資
す

る
こ

と
を
目

的
と
す
る

。
 

 ２
 

実
施
主

体
 

実
施

主
体
は

、
市
町

村
（
特
別

区
を

含
む

。
以
下

同
じ
。
）

、
又

は
、

市
町
村

が

認
め

た
者
と

す
る
。

な
お
、
市

町
村

が
認

め
た
者

へ
委
託
等

を
行

う
こ

と
が
で

き

る
。
 

 ３
 

事
業
の

内
容
 

本
事

業
は
、

潜
在
保

育
士
と
な

っ
て

い
た

者
を
試

行
的
に
雇

用
し

た
際

に
、
復

帰

後
の

フ
ォ
ロ

ー
と
し

て
実
施
す

る
以

下
の

取
組
な

ど
に
か
か

る
費

用
に

つ
い
て

、
保

育
事

業
者
が

管
内
市

町
村
へ
申

請
し

た
場

合
に
補

助
を
行
う

。
 

 
①

 
保
育

所
等
に

お
け
る

O
J
T
等
の

支
援
 

 
 

潜
在
保

育
士
を

採
用
し
た

保
育

所
等

で
、
当

該
保
育
士

の
指

導
を

担
当
す

る
主
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                       別
添

1
0 

保
育

士
・
保

育
の
現

場
の
魅
力

発
信

事
業

実
施
要

綱
 

 

１
～

４
（
略

）
 

任
保

育
士
等

が
O
JT

な
ど
の
指

導
を

行
う

場
合
に

、
主
任
保

育
士

等
に

代
わ
っ

て
地

域
子

育
て
支

援
な
ど

他
の
業
務

を
実

施
す

る
代
替

職
員
を
雇

い
上

げ
る

。
 

 
②

 
園
内

研
修
に

外
部
講
師

を
呼

ぶ
た

め
の
支

援
 

 
 

潜
在
保

育
士
を

採
用
し
た

保
育

所
等

で
、
当

該
保
育
士

向
け

の
研

修
と
し

て
、

外
部

講
師
を

呼
び
、

園
内
研
修

を
実

施
。
 

 ４
 

留
意
事

項
 

（
１

）
セ
ン

タ
ー
等

で
マ
ッ
チ

ン
グ

事
業

を
実
施

し
て
い
る

場
合

は
、

積
極
的

に
当

該
事

業
を
周

知
し
、

保
育
事
業

者
へ

活
用

を
促
す

こ
と
。
 

（
２

）
当
事

業
を
実

施
す
る
市

町
村

は
、

保
育
事

業
者
か
ら

申
請

を
受

け
付
け

た
場

合
に

は
、
保

育
士
・

保
育
所
支

援
セ

ン
タ

ー
と
随

時
連
携
し

、
保

育
士

・
保
育

所
支

援
セ

ン
タ
ー

か
ら
の

紹
介
に
よ

っ
て

採
用

さ
れ
た

者
で
あ
る

こ
と

に
つ

い
て
、

紹
介

状
況

や
雇
用

形
態
な

ど
の
事
実

関
係

を
必

要
に
応

じ
て
確
認

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
潜
在

保
育
士

を
非
常
勤

職
員

と
し

て
採
用

し
た
場
合

、
当

該
事

業
を
活

用
し

た
こ

と
に
よ

り
、
業

務
に
も
慣

れ
、

不
安

な
ど
が

解
消
さ
れ

た
と

判
断

さ
れ
る

際
に

は
、

当
該
職

員
と
よ

く
相
談
の

上
、

雇
用

形
態
を

常
勤
職
員

に
切

り
替

え
る
な

ど
に

努
め

る
こ
と

。
 

 ５
 

費
 
用
 

本
事

業
に
要

す
る
費

用
の
一
部

に
つ

い
て

、
国
は

別
に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

補

助
す

る
も
の

と
す
る

。
 

  別
添

1
1 

保
育
士

・
保

育
の
現

場
の
魅
力

発
信

事
業

実
施
要

綱
 

 １
～

４
（
略

）
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「
認
可
保
育
所
等
設
置
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
新
旧
対
照
表

（
案
）
 

改
正

後
 

現
行
 

雇
児
発
0
3
3
1第

3
0号

 

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 

第
一
次
改
正
 
子

発
0
4
2
4
第

1
号

 

平
成

3
0
年

4
月

2
4
日

 

第
二

次
改
正
 
子

発
0
3
2
9
第

1
8
号
 

平
成

3
1
年

3
月

2
9
日

 

 
第
三
次
改
正

 
子

発
1
1
2
8
第

1
号

 

令
和
元
年

1
1月

2
8日

 

第
四
次
改
正
 
子

発
0
2
0
7
第

１
号

 

令
和
２
年

２
月

７
日
 

第
五
次
改
正
 
子

発
0
3
1
2
第

３
号

 

令
和

２
年

３
月

1
2日

 

第
六
次
改
正
 
子

発
0
3
3
1
第

1
0
号
 

令
和

２
年

３
月

3
1日

 

第
七
次
改
正
 
子

発
0
5
0
1
第

２
号

 

令
和
２
年

５
月

１
日
 

第
八
次
改
正
 
子

発
0
2
0
4
第

２
号

 

令
和
３
年
２
月
４
日
 

第
九
次
改
正
 
子

発
0
3
3
1
第

７
号

 

令
和
３
年
３
月

3
1日

 

第
十
次
改
正
 
子

発
0
1
2
4
第

１
号

 

令
和
４
年
１
月

2
4日

 

第
十
一
次
改
正

 
子

発
 
※

 
第

※
号

 

令
和

※
年

※
月

※
日
  

 

都
道
府
県
知
事
 

各
 

指
定
都
市
市
長

 
殿
 

中
核

市
市

長
 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
 

（
公

 
印

 
省

 
略
）
 

 

雇
児

発
0
3
3
1第

3
0号

 

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 

第
一

次
改

正
 
子

発
0
4
2
4
第

1
号

 

平
成

3
0
年

4
月

2
4
日

 

第
二

次
改

正
 
子

発
0
3
2
9
第

1
8
号
 

平
成

3
1
年

3
月

2
9
日

 

 
第

三
次

改
正

 
子

発
1
1
2
8
第

1
号

 

令
和

元
年

1
1月

2
8日

 

第
四

次
改

正
 
子

発
0
2
0
7
第

１
号

 

令
和

２
年

２
月

７
日
 

第
五

次
改

正
 
子

発
0
3
1
2
第

３
号

 

令
和

２
年

３
月

1
2日

 

第
六

次
改

正
 
子

発
0
3
3
1
第

1
0
号
 

令
和

２
年

３
月

3
1日

 

第
七

次
改

正
 
子

発
0
5
0
1
第

２
号

 

令
和

２
年

５
月

１
日
 

第
八

次
改

正
 
子

発
0
2
0
4
第

２
号

 

令
和

３
年

２
月

４
日
 

第
九

次
改

正
 
子

発
0
3
3
1
第

７
号

 

令
和

３
年

３
月

3
1日

 

第
十

次
改

正
 
子

発
0
1
2
4
第

１
号

 

令
和

４
年

１
月

2
4日

    

 

都
道
府
県
知
事
 

各
 

指
定
都
市
市
長

 
殿
 

中
核

市
市

長
 

 

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭
局

長
 

（
公

 
印

 
省

 
略

）
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認
可

保
育

所
等

設
置

支
援

事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

  

地
域
の
実
情
に
応
じ

た
多

様
な

保
育
需

要
に

対
応
す
る
た
め
、
小
規
模
保
育
の
設
置

等
に
よ
る
保
育
の
受

け
皿

の
確

保
等
に

必
要

な
措
置
を
総
合
的
に
講
ず
る
こ
と
で
、
待

機
児
童
の
解
消
を
図

る
と

と
も

に
、
子

ど
も

を
安
心
し
て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

整
備
を
行
う
た
め
、

認
可

保
育

所
等
設

置
支

援
事
業
を
次
に
よ
り
実
施
し
、
平
成
2
9
年

４
月
１
日
か
ら
適
用

す
る

こ
と

と
し
た

の
で

通
知

す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市

町
村

（
特

別
区
を

含
む

。
）
に
対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
本
事
業
の

適
正

か
つ

円
滑
な

実
施

に
期
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
通
知
の
施
行

に
伴
い
、
平
成

2
8年

７
月

４
日

雇
児
発

0
70
4
 第

７
号
厚
生
労
働

省
雇
用
均
等
・
児
童

家

庭
局
長
通
知
「
保
育

所
等

改
修

費
等
支

援
事

業
の
実
施
に
つ
い
て
」
、
平
成
2
8
年
７
月

４
日
雇
児
発
0
7
0
4第

８
号

厚
生

労
働
省

雇
用

均
等

・
児
童
家
庭
局
長
通
知

「
保
育
所
設

置
促
進
事
業
の
実
施

に
つ

い
て

」
、
平

成
2
7
年
４

月
1
3
日
雇
児
発
0
4
1
3第

1
2号

厚
生
労

働
省
雇
用
均
等
・
児

童
家

庭
局

長
通
知

「
認

可
化
移
行
調
査
費
等
支
援
事
業
の
実
施
に

つ
い
て
」
、
平
成
2
7
年
４

月
13
日

雇
児

発
04
1
3第

2
5号

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童

家
庭
局
長
通
知
「
認

可
化

移
行

移
転
費

等
支

援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
、
平
成
2
7
年

４
月

1
3日

雇
児
発
0
4
1
3第

2
6号

厚
生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児
童

家
庭
局
長
通
知
「
民
有

地
マ

ッ
チ
ン
グ

事
業

の
実

施
に

つ
い
て

」
又

は
平
成
2
7
年
４
月

1
3日

雇
児
発
0
4
1
3第

2
7

号
厚

生
労
働
省
雇
用

均
等

・
児

童
家
庭

局
長

通
知

「
保
育
環
境
改
善
等
事
業
の
実
施
に

つ
い
て
」
は
、
平
成

2
9年

３
月

3
1
日
限

り
で

廃
止

す
る
。
た
だ
し
、
平
成

2
8年

度
末
ま

で
に
採
択
し
た
も
の

に
つ

い
て

は
、
従

前
の

例
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

記
 

 １
～

２
 

（
略

）
 

  別
添
１
～
４
 

（
略

）
 

     

 

認
可

保
育

所
等

設
置

支
援

事
業

の
実
施

に
つ

い
て
 

  

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
多

様
な

保
育
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
小
規

模
保

育
の

設
置

等
に
よ
る
保
育
の
受
け
皿

の
確

保
等
に

必
要

な
措

置
を

総
合

的
に
講

ず
る

こ
と

で
、

待

機
児
童
の
解
消
を
図
る
と

と
も

に
、
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る
こ

と
が

で
き

る
環

境

整
備
を
行
う
た
め
、
認
可

保
育

所
等
設

置
支

援
事

業
を

次
に

よ
り
実

施
し

、
平

成
2
9
年

４
月
１
日
か
ら
適
用

す
る

こ
と

と
し
た

の
で

通
知

す
る

。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村

（
特

別
区
を

含
む

。
）

に
対

し
て

周
知
を

お
願

い
す

る
と

と
も
に
、
本
事
業
の
適
正

か
つ

円
滑
な

実
施

に
期

さ
れ

た
い

。
な
お

、
本

通
知

の
施

行

に
伴
い
、
平
成

2
8年

７
月

４
日

雇
児
発

0
70
4
 第

７
号

厚
生
労

働
省
雇

用
均

等
・

児
童

家

庭
局
長
通
知
「
保
育
所
等

改
修

費
等
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て
」

、
平

成
2
8
年
７

月

４
日
雇
児
発
0
7
0
4第

８
号

厚
生

労
働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
保

育
所

設

置
促
進
事
業
の
実
施
に
つ

い
て

」
、
平

成
2
7
年
４

月
1
3
日
雇

児
発
0
4
1
3第

1
2号

厚
生

労

働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局

長
通
知

「
認

可
化

移
行

調
査

費
等
支

援
事

業
の

実
施

に

つ
い
て
」
、
平
成
2
7
年
４

月
13
日

雇
児

発
04
1
3第

2
5号

厚
生
労

働
省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭
局
長
通
知
「
認
可
化

移
行

移
転
費

等
支

援
事

業
の

実
施

に
つ
い

て
」

、
平

成
2
7
年

４
月

1
3日

雇
児
発
0
4
1
3第

2
6号

厚
生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家
庭

局
長

通
知

「
民

有

地
マ

ッ
チ
ン
グ
事
業
の
実

施
に

つ
い
て

」
又

は
平

成
2
7
年
４

月
1
3日

雇
児

発
0
4
1
3第

2
7

号
厚

生
労
働
省
雇
用
均
等

・
児

童
家
庭

局
長

通
知

「
保

育
環

境
改
善

等
事

業
の

実
施

に

つ
い
て
」
は
、
平
成

2
9年

３
月

3
1
日
限

り
で

廃
止

す
る

。
た

だ
し
、

平
成

2
8年

度
末

ま

で
に
採
択
し
た
も
の
に
つ

い
て

は
、
従

前
の

例
に

よ
る

も
の

と
す
る

。
 

 

記
 

 １
～
２
 

（
略
）
 

  別
添
１
～
４
 

（
略
）
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別
添
５
 

 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実
施
要
綱
 

 １
 

事
業
の
目
的
 

駅
前
等
の
利
便

性
の

高
い

場
所

に
あ
る

既
存
の
建
物
を
活
用
し
た
保
育
所
、
認
定

こ
ど
も
園
、
家

庭
的

保
育

事
業

所
又
は

小
規

模
保
育
事
業
所
（
以
下
、
「
保
育
所

等
」
と
い
う
。

）
の

設
置

や
障

害
児
を

受
け

入
れ
る
た
め
の
改
修
等
に
よ
り
、
保
育

所
等
の
設
置
促

進
及

び
保

育
環

境
の
改

善
を

図
り
、
も
っ
て
待
機
児
童
の
解
消
を
図

る
と
と
も
に
、

子
ど

も
を

安
心

し
て
育

て
る

こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
す
る

。
 

 ２
 

実
施
主
体
 

（
１
）
３
の
（
１
）

及
び

（
２

）
（
た

だ
し

、
④
及
び
⑧
を
除
く
。
）
の
実
施
主
体

は
、
市
町
村
(
特
別

区
を

含
む
。

以
下
同

じ
。
）
又
は
市
町
村
が
認
め
た
者
と
す

る
。
 

 
 
 
な
お
、
市
町

村
が

認
め

た
者
へ

委
託

等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
２
）
３
の
（
２
）

の
④
 

①
 

保
育
所
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど

も
園
及
び
地
域
型
保
育
事
業

（
居
宅
訪
問

型
保
育
事
業
を

除
く

。
以

下
４

（
５
）

に
お
い
て
同
じ
。
）

を
対
象
と
す
る
場

合
 実

施
主
体

は
、

市
町

村
が

認
め

た
者
と

す
る
。
 

②
 

認
可
外
保

育
施

設
（

児
童

福
祉
法

（
昭
和
2
2
年
法
律
第

1
6
4号

。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第

5
9条

の
２

に
基

づ
く
届

出
を
行
っ
て
い
る
施
設
（
法
第
６
条
の

３
第

1
1項

に
規

定
す

る
業

務
を

目
的
と

す
る
施
設
（
以
下
「
認
可
外
の
居
宅
訪

問
型
保
育
事
業

」
と

い
う

。
）

を
除
く

。
）
。
以
下
４
（
５
）
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
対
象

と
す

る
場

合
 

実
施
主
体

は
、

都
道

府
県

又
は

市
町
村

（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い

う
。
）
が
認
め

た
者

と
す

る
。

 

      

別
添
５
 

 

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実

施
要

綱
 

 １
 

事
業
の
目
的
 

駅
前
等
の
利
便
性
の

高
い

場
所

に
あ
る

既
存

の
建

物
を

活
用

し
た
保

育
所

、
認

定

こ
ど
も
園
、
家
庭
的
保
育

事
業

所
又
は

小
規

模
保

育
事

業
所

（
以
下

、
「

保
育

所

等
」
と
い
う
。
）
の
設
置

や
障

害
児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

改
修
等

に
よ

り
、

保
育

所
等
の
設
置
促
進
及
び
保

育
環

境
の
改

善
を

図
り

、
も

っ
て

待
機
児

童
の

解
消

を
図

る
と
と
も
に
、
子
ど
も
を

安
心

し
て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

体
制
整

備
を

行
う

こ
と

を
目
的
と
す
る
。
 

 

２
 

実
施
主
体
 

（
１
）
３
の
（
１
）
及
び

（
２

）
（
た

だ
し

、
④

及
び

⑧
を

除
く
。

）
の

実
施

主
体

は
、
市
町
村
(
特
別

区
を

含
む
。

以
下
同

じ
。

）
又

は
市

町
村

が
認
め

た
者

と
す

る
。
 

 
 
 
な
お
、
市
町
村
が

認
め

た
者
へ

委
託

等
を

行
う

こ
と

が
で
き

る
。
 

（
２
）
３
の
（
２
）
の
④
 

①
 

保
育
所
、
幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど

も
園

及
び

地
域

型
保

育
事
業

を
対

象
と

す

る
場
合
 

 

実
施
主
体
は
、

市
町

村
が

認
め

た
者
と

す
る

。
 

②
 

認
可
外
保
育
施

設
（

児
童

福
祉
法

（
昭

和
2
2
年
法

律
第

1
6
4号

。
以

下
「

法
」

と
い
う
。
）
第

5
9条

の
２

に
基

づ
く
届

出
を

行
っ

て
い

る
施

設
（
法

第
６

条
の

３
第

1
1項

に
規
定
す

る
業

務
を

目
的
と

す
る

施
設

（
以

下
「

認
可
外

の
居

宅
訪

問
型
保
育
事
業
」
と

い
う

。
）

を
除
く

。
）

。
以

下
③

イ
及

び
４
（

５
）

に
お

い
て
同
じ
。
）
を
対

象
と

す
る

場
合
 

実
施
主
体
は
、

都
道

府
県

又
は

市
町
村

（
以

下
「

都
道

府
県

等
」
と

い

う
。
）
が
認
め
た
者

と
す

る
。

 

③
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
対

策
と

し
て

行
う

事
業

 

ア
 

保
育
所
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど

も
園

及
び

地
域

型
保

育
事
業

を
対

象
と

す
る
場
合
 

実
施
主
体

は
、

市
町

村
又

は
市

町
村
が

認
め

た
者

と
す

る
。

 

な
お
、
市

町
村

が
認

め
た

者
へ

委
託
等

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

イ
 

認
可
外
保

育
施

設
を

対
象

と
す
る

場
合
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（
３
）
３
の
（
２
）

の
⑧
 

①
 

保
育
所
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど

も
園
及
び
地
域
型
保
育
事
業
を
対
象
と
す

る
場
合
 

実
施
主
体

は
、

市
町

村
又

は
市

町
村
が

認
め
た
者
と
す
る
。

 

な
お
、
市

町
村

が
認

め
た

者
へ

委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
 

児
童
厚
生

施
設

及
び

認
可

外
保
育

施
設
（
法
第
5
9
条
の
２
に
基
づ
く
届
出
を

行
っ
て
い
る
施

設
（

認
可

外
の

居
宅
訪

問
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
複
数
の

保
育
に
従
事
す

る
者

を
雇

用
し

て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
。
以
下
４
（
1
1
）
に

お
い
て
同
じ
。

）
を

対
象

と
す

る
場
合
 

実
施
主
体

は
、

都
道

府
県

等
又

は
都
道

府
県
等
が
認
め
た
者
と
す
る
。
 

 ３
 

事
業
の
内
容
 

（
１
）
基
本
改
善
事

業
 

既
存
施
設

の
改

修
等

に
よ

り
、

保
育
所

等
を
新
た
に
設
置
す
る
事
業
又
は
病
児

保
育
事
業
（
体

調
不

良
児

対
応

型
）
の

実
施

に
必
要
な
体
制
整
備
を
行
う
事
業
で
、

次
に
掲
げ
る
も

の
と

す
る

。
 

①
 

保
育
所
等

設
置

促
進

等
事

業
 

保
育
需
要

が
高

い
地

域
に

お
い

て
、
保

育
所
等
を
設
置
す
る
た
め
、
既
存
施

設
の
改
修
等
を

行
う

事
業

（
（

※
）
「

多
様
な
保
育
促
進
事
業
の
実
施
に
つ
い

て
」
（
平
成
2
9
年
４

月
1
7
日
付

雇
児
発

0
41
7
第
４
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

長
通
知
）
に
掲

げ
る

３
歳

児
受

入
れ
連

携
支
援
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な

る
既
存
保
育
所

等
の

改
修

等
を

行
う
も

の
を
含
む
。
）
 

②
 

病
児
保
育

事
業

（
体

調
不

良
児
対

応
型
）
設
置
促
進
事
業
 

「
病
児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て
」
（
平
成
2
7
年
７
月
17
日
付
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭

局
長

通
知

）
の

別
紙
「

病
児
保
育
事
業

実
施
要
綱
」
の
４

（
３
）
に
基
づ

く
事

業
（

以
下

「
病
児

保
育
事
業
（
体
調
不
良
児
対
応
型

）
」

と
い
う
。
）
の

実
施

に
必

要
な

改
修
等

を
行
う
事
業
 

（
２
）
環
境
改
善
事

業
 

利
用

児
童

に
と

っ
て

の
保

育
環

境
の

改
善

を
図

る
た

め
、

既
存

施
設

の
改

修
等

を
行
う
事
業
で

次
に

掲
げ

る
も

の
と
す

る
。
 

①
 

障
害
児
受

入
促

進
事

業
 

既
存
の
保

育
所

等
に

お
い

て
、

障
害
児

及
び
医
療
的
ケ
ア
児
（
人
口
呼
吸
器

を
装
着
し
て
い

る
児

童
そ

の
他

の
日
常

生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
を
要
す
る
状

態
に
あ
る
児
童

を
い

う
。

）
（

以
下
、

「
障
害
児
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
入

実
施
主
体

は
、

都
道

府
県

等
又

は
都
道

府
県

等
が

認
め

た
者

と
す
る

。
 

（
３
）
３
の
（
２
）
の
⑧
 

①
 

保
育
所
、
幼
保

連
携

型
認

定
こ
ど

も
園

及
び

地
域

型
保

育
事
業

を
対

象
と

す

る
場
合
 

実
施
主
体
は
、

市
町

村
又

は
市

町
村
が

認
め

た
者

と
す

る
。

 

な
お
、
市
町
村

が
認

め
た

者
へ

委
託
等

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

②
 

児
童
厚
生
施
設

及
び

認
可

外
保
育

施
設

（
法

第
5
9
条
の

２
に
基

づ
く

届
出

を

行
っ
て
い
る
施
設
（

認
可

外
の

居
宅
訪

問
型

保
育

事
業

に
つ

い
て
は

、
複

数
の

保
育
に
従
事
す
る
者

を
雇

用
し

て
い
る

も
の

に
限

る
。

）
。

以
下
４

（
1
1
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
を

対
象

と
す

る
場
合
 

実
施
主
体
は
、

都
道

府
県

等
又

は
都
道

府
県

等
が

認
め

た
者

と
す
る

。
 

 ３
 

事
業
の
内
容
 

（
１
）
基
本
改
善
事
業
 

既
存
施
設
の
改
修
等

に
よ

り
、

保
育
所

等
を

新
た

に
設

置
す

る
事
業

又
は

病
児

保
育
事
業
（
体
調
不

良
児

対
応

型
）
の

実
施

に
必

要
な

体
制

整
備
を

行
う

事
業

で
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る

。
 

①
 

保
育
所
等
設
置

促
進

等
事

業
 

保
育
需
要
が
高

い
地

域
に

お
い

て
、
保

育
所

等
を

設
置

す
る

た
め
、

既
存

施

設
の
改
修
等
を
行
う

事
業

（
（

※
）
「

多
様

な
保

育
促

進
事

業
の
実

施
に

つ
い

て
」
（
平
成
2
9
年
４

月
1
7
日
付

雇
児
発

0
41
7
第
４

号
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通
知
）
に
掲
げ
る

３
歳

児
受

入
れ
連

携
支

援
事

業
を

行
う

た
め
に

必
要

と
な

る
既
存
保
育
所
等
の

改
修

等
を

行
う
も

の
を

含
む

。
）
 

②
 

病
児
保
育
事
業

（
体

調
不

良
児
対

応
型

）
設

置
促

進
事

業
 

「
病
児
保
育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て
」

（
平

成
2
7
年
７

月
17
日

付
雇

用
均

等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知

）
の

別
紙
「

病
児

保
育

事
業

実
施

要
綱
」

の
４

（
３
）
に
基
づ
く
事

業
（

以
下

「
病
児

保
育

事
業

（
体

調
不

良
児
対

応
型

）
」

と
い
う
。
）
の
実
施

に
必

要
な

改
修
等

を
行

う
事

業
 

（
２
）
環
境
改
善
事
業
 

利
用

児
童

に
と

っ
て

の
保

育
環

境
の

改
善

を
図

る
た

め
、

既
存

施
設

の
改

修
等

を
行
う
事
業
で
次
に

掲
げ

る
も

の
と
す

る
。
 

①
 

障
害
児
受
入
促

進
事

業
 

既
存
の
保
育
所

等
に

お
い

て
、

障
害
児

及
び

医
療

的
ケ

ア
児

（
人
口

呼
吸

器

を
装
着
し
て
い
る
児

童
そ

の
他

の
日
常

生
活

を
営

む
た

め
に

医
療
を

要
す

る
状

態
に
あ
る
児
童
を
い

う
。

）
（

以
下
、

「
障

害
児

等
」

と
い

う
。
）

を
受

け
入
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れ
る
た
め
に
必

要
な

改
修

等
を

行
う
事

業
 

②
 

分
園
推
進

事
業
 

保
育
所
及

び
認

定
こ

ど
も

園
の

分
園
の

設
置
を
推
進
す
る
た
め
、
分
園
に
必

要
な
設
備
の
整

備
等

を
行

う
事

業
 

③
 

熱
中
症
対

策
事

業
 

熱
中
症
対

策
と

し
て

、
保

育
所

等
に
冷

房
設
備
を
設
置

又
は
更
新
す
る
た
め

の
改
修
等
を
行

う
事

業
 

④
 

安
全
対
策

事
業
 

安
全
対
策

と
し

て
、

睡
眠

中
の

事
故
防

止
対
策
に
必
要
な
機
器
の
購
入
等
を

行
う
事
業
 

  

⑤
 

病
児
保
育

事
業

（
体

調
不

良
児
対

応
型
）
推
進
事
業
 

病
児
保
育

事
業

（
体

調
不

良
児

対
応
型

）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

の
整
備
等
を
行

う
事

業
 

⑥
 

緊
急
一
時

預
か

り
推

進
事

業
 

「
一
時
預

か
り

事
業

の
実

施
に

つ
い
て

」
（
平
成

2
7年

７
月

1
7
日
付
文
部
科

学
省
初
等
中
等

教
育

局
長

・
厚

生
労
働

省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）

の
別
紙
「
一
時

預
か

り
事

業
実

施
要
綱

」
に
掲
げ
る
「
緊
急
一
時
預
か
り
」
を

実
施
す
る
た
め

に
必

要
な

設
備

の
整
備

等
を
行
う
事
業
 

⑦
 

放
課
後
児

童
ク

ラ
ブ

閉
所

時
間
帯

等
に
お
け
る
乳
幼
児
受
入
れ
支
援
事
業
 

法
第
６
条

の
３

第
２

項
及

び
放

課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準

（
平

成
2
6
年
厚

生
労
働

省
令
第
6
3
号
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業

（
以

下
「

放
課

後
児
童

ク
ラ
ブ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
所
に

お
い
て
、
放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
開
所

し
て
い
な
い
時

間
等
に
法
第
６
条
の
３

第
７
号
に
基
づ

く
一

時
預

か
り

事
業
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
整
備

等
を
行
う
事
業
 

⑧
 

新
型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
対

策
支
援
事
業
 

４
（

1
1）

①
に

定
め

る
対

象
施

設
に
お

い
て

感
染
症
に
対
す
る
強
い
体
制
を

整
え
、
感
染
症

対
策

を
徹

底
し

つ
つ
、

事
業
を
継
続
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め

に
行
う
以
下
の

事
業
 

ア
 

職
員
が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を
図

り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
す
る

事
業
（
か

か
り

増
し

経
費

、
研

修
受
講

）
 

【
か
か
り

増
し

経
費

の
具

体
的

な
内
容

】
 

①
 

職
員

が
勤

務
時

間
外

に
施

設
内
の
消
毒
・
清
掃
等
を
行
っ
た
場
合
の

れ
る
た
め
に
必
要
な

改
修

等
を

行
う
事

業
 

②
 

分
園
推
進
事
業
 

保
育
所
及
び
認

定
こ

ど
も

園
の

分
園
の

設
置

を
推

進
す

る
た

め
、
分

園
に

必

要
な
設
備
の
整
備
等

を
行

う
事

業
 

③
 

熱
中
症
対
策
事

業
 

熱
中
症
対
策
と

し
て

、
保

育
所

等
に
冷

房
設

備
を

新
規

設
置

す
る
た

め
の

改

修
等
を
行
う
事
業
 

④
 

安
全
対
策
事
業
 

安
全
対
策
と
し

て
、

睡
眠

中
の

事
故
防

止
対

策
に

必
要

な
機

器
の
購

入
、

新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感

染
拡

大
を
防

止
す

る
観

点
か

ら
都

道
府
県

等
が

保
育

所
等
に
配
布
す
る
子

ど
も

用
マ

ス
ク
、

消
毒

液
等

の
卸

・
販

社
か
ら

の
一

括
購

入
等
や
保
育
所
等
の

消
毒

等
を

行
う
事

業
 

⑤
 

病
児
保
育
事
業

（
体

調
不

良
児
対

応
型

）
推

進
事

業
 

病
児
保
育
事
業

（
体

調
不

良
児

対
応
型

）
を

実
施

す
る

た
め

に
必
要

な
設

備

の
整
備
等
を
行
う
事

業
 

⑥
 

緊
急
一
時
預
か

り
推

進
事

業
 

「
一
時
預
か
り

事
業

の
実

施
に

つ
い
て

」
（

平
成

2
7年

７
月

1
7
日
付

文
部

科

学
省
初
等
中
等
教
育

局
長

・
厚

生
労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭
局

長
通

知
）

の
別
紙
「
一
時
預
か

り
事

業
実

施
要
綱

」
に

掲
げ

る
「

緊
急

一
時
預

か
り

」
を

実
施
す
る
た
め
に
必

要
な

設
備

の
整
備

等
を

行
う

事
業
 

⑦
 

放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ

閉
所

時
間
帯

等
に

お
け

る
乳

幼
児

受
入
れ

支
援

事
業
 

法
第
６
条
の
３

第
２

項
及

び
放

課
後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備
及

び
運

営

に
関
す
る
基
準
（
平

成
2
6
年
厚

生
労
働

省
令

第
6
3
号
）

に
基

づ
く
放

課
後

児
童

健
全
育
成
事
業
（
以

下
「

放
課

後
児
童

ク
ラ

ブ
」

と
い

う
。

）
を
行

う
場

所
に

お
い
て
、
放
課
後
児

童
ク

ラ
ブ

を
開
所

し
て

い
な

い
時

間
等

に
法
第

６
条

の
３

第
７
号
に
基
づ
く
一

時
預

か
り

事
業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な
設

備
の

整
備

等
を
行
う
事
業
 

⑧
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
対

策
支

援
事

業
 

４
（

1
1）

①
に

定
め

る
対

象
施

設
に
お

い
て

感
染

症
に

対
す

る
強
い

体
制

を

整
え
、
感
染
症
対
策

を
徹

底
し

つ
つ
、

事
業

を
継

続
的

に
提

供
し
て

い
く

た
め

に
行
う
以
下
の
事
業
 

ア
 

職
員
が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を
図

り
な

が
ら

業
務

を
継

続
的
に

実
施

す
る

事
業
（
か
か
り

増
し

経
費

、
研

修
受
講

）
 

【
か
か
り
増
し

経
費

の
具

体
的

な
内
容

】
 

①
 

職
員

が
勤

務
時

間
外

に
施

設
内
の

消
毒

・
清

掃
等

を
行

っ
た
場

合
の
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超
過

勤
務

手
当

や
休

日
勤

務
手

当
等
の
割
増
賃
金
や
、
通
常
想
定
し
て

い
な

い
感

染
症

対
策

に
関

す
る

業
務
の
実
施
に
伴
う
手
当
な
ど
、
法
人

（
施

設
）

の
給

与
規

程
等

に
基

づ
き
職
員
に
支
払
わ
れ
る
手
当
等
の
ほ

か
、

非
常

勤
職

員
を

雇
上

し
た

場
合
の
賃
金
 

※
 

手
当

等
の

水
準

に
つ

い
て

は
、
社
会
通
念
上
、
適
当
と
認
め
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
 

②
 

感
染

防
止

対
策

の
一

環
と

し
て
、
職
員
個
人
が
施
設
や
日
常
生
活
に

お
い

て
必

要
と

す
る

物
品

等
の

購
入
支
援
 

※
 

物
品

等
の

例
：

手
荒

れ
防

止
用
の
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
、
マ
ス
ク
、

帽
子

、
ゴ

ー
グ

ル
、

エ
プ

ロ
ン

、
手
袋
、
ウ
ェ
ス
ト
ポ

ー
チ
、
ガ
ウ

ン
、

タ
オ

ル
な

ど
 

イ
 

マ
ス
ク
や

消
毒

液
等

の
衛

生
用
品

や
感
染
防
止
の
た
め
の
備
品
の
購
入
、

施
設
等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広
報

・
啓
発
等
を
行
う
事
業
 

⑨
 

感
染
症
対

策
の

た
め

の
改

修
整
備

等
事
業
 

４
（

1
2）

に
定

め
る

対
象

施
設

に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
の
感
染
症
対

策
の

た
め

に
必

要
と
な

る
改
修
や
設
備
の
整
備
等
を
行
う
事
業
 

⑩
 

保
育
環
境

向
上

等
事

業
 

４
（

1
2）

に
定

め
る

対
象

施
設

に
お
い
て
、

保
育
環
境
の
向
上
等
を
図
る
た

め
、
老
朽
化
し

た
備

品
や

、
フ

ロ
ー
リ

ン
グ
貼
・
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
等
の
設
備
の

購
入
や
更
新
及

び
改

修
等

を
行

う
事
業
 

 
 
 
 
 
 

４
 

対
象
事
業
の
制

限
 

（
１
）
次
に
掲
げ
る

事
業

に
つ

い
て
は

、
対

象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

①
 

国
が
別
途

定
め

る
国

庫
負

担
金
、

補
助
金
、
交
付
金
の
対
象
と
な
る
事
業
 

②
 

施
設
整
備

を
目

的
と

す
る

事
業
（

土
地
や
既
存
建
物
の
買
収
、
土
地
の
整
地

等
を
含
む
。
）
 

③
 

既
存
施
設

の
破

損
や

老
朽

化
に
伴

う
改
修
・
修
繕
を
目
的
と
す
る
事
業
（
３

の
（
２
）
の
③

、
⑩

の
事

業
を

除
く
。

）
 

④
 

保
育
所
等

設
置

促
進

事
業

に
つ
い

て
、
既
存
施
設
の
改
修
を
伴
わ
ず
設
備
の

整
備
（
備
品
の

購
入

等
）

の
み

を
目
的

と
す
る
事
業
 

（
２
）
本
事
業
の
実

施
に

つ
い

て
は
、

３
に

掲
げ
る
事
業
（
（
２
）
の
⑧
の
事
業
を
除

く
。
）
ご
と
に

、
補

助
を

受
け

て
か
ら

1
0年

経
過
後
に
再
度
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
（
た
だ

し
、

３
の

（
１

）
の
①

、
②
及
び

（
２
）
の
①
、
②
、
⑤

か
ら

⑦

の
事
業
に
つ
い

て
は

、
新

た
な

需
要
へ

の
対

応
が
必
要
な
場
合
に
は

、
経
過
期
間

に
関
わ
ら
ず
再

度
実

施
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
）
 

超
過
勤
務

手
当

や
休

日
勤

務
手

当
等
の

割
増

賃
金

や
、

通
常

想
定
し

て

い
な
い
感

染
症

対
策

に
関

す
る

業
務
の

実
施

に
伴

う
手

当
な

ど
、
法

人

（
施
設
）

の
給

与
規

程
等

に
基

づ
き
職

員
に

支
払

わ
れ

る
手

当
等
の

ほ

か
、
非
常

勤
職

員
を

雇
上

し
た

場
合
の

賃
金
 

※
 

手
当

等
の

水
準

に
つ

い
て

は
、
社

会
通

念
上

、
適

当
と

認
め
ら

れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
 

②
 

感
染

防
止

対
策

の
一

環
と

し
て
、

職
員

個
人

が
施

設
や

日
常
生

活
に

お
い
て
必

要
と

す
る

物
品

等
の

購
入
支

援
 

※
 

物
品

等
の

例
：

手
荒

れ
防

止
用
の

ハ
ン

ド
ク

リ
ー

ム
、

マ
ス
ク

、

帽
子

、
ゴ

ー
グ

ル
、

エ
プ

ロ
ン

、
手
袋

、
ウ

ェ
ス

ト
ポ

ー
チ

、
ガ
ウ

ン
、

タ
オ

ル
な

ど
 

イ
 

マ
ス
ク
や

消
毒

液
等

の
衛

生
用
品

や
感

染
防

止
の

た
め

の
備
品

の
購

入
、

施
設
等
の
消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広
報

・
啓

発
等

を
行

う
事

業
 

⑨
 

感
染
症
対
策
の

た
め

の
改

修
整
備

等
事

業
 

４
（

1
2）

に
定

め
る

対
象

施
設

に
お
い

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル
ス

感
染

症

等
の
感
染
症
対
策
の

た
め

に
必

要
と
な

る
改

修
や

設
備

の
整

備
等
を

行
う

事
業
 

 
 
 
 
 
 

    ４
 

対
象
事
業
の
制
限
 

（
１
）
次
に
掲
げ
る
事
業

に
つ

い
て
は

、
対

象
と

し
な

い
も

の
と
す

る
。
 

①
 

国
が
別
途
定
め

る
国

庫
負

担
金
、

補
助

金
、

交
付

金
の

対
象
と

な
る

事
業
 

②
 

施
設
整
備
を
目

的
と

す
る

事
業
（

土
地

や
既

存
建

物
の

買
収
、

土
地

の
整

地

等
を
含
む
。
）
 

③
 

既
存
施
設
の
破

損
や

老
朽

化
に
伴

う
改

修
・

修
繕

を
目

的
と
す

る
事

業
 

 ④
 

保
育
所
等
設
置

促
進

事
業

に
つ
い

て
、

既
存

施
設

の
改

修
を
伴

わ
ず

設
備

の

整
備
（
備
品
の
購
入

等
）

の
み

を
目
的

と
す

る
事

業
 

（
２
）
本
事
業
の
実
施
に

つ
い

て
は
、

１
施

設
に

つ
き

１
回

限
り
と

す
る

。
（

た
だ

し
、
障
害
児
受
入
促

進
事

業
、

病
児
保

育
事

業
（

体
調

不
良

児
対
応

型
）

設
置

促

進
事
業
及
び
病
児
保

育
事

業
（

体
調
不

良
児

対
応

型
）

推
進

事
業
を

除
く

。
）
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な
お
、
災
害
等

や
む

を
得

な
い

事
情
に

よ
り
再
び
同
様
の
事
業
を
実
施
す
る
場

合
は
こ
の
限
り

で
は

な
い

。
 

（
３
）
保
育
所
等
設

置
促

進
事

業
（
た

だ
し

、
（
※
）
を
除
く
。
）
及
び
分
園
推
進
事

業
に
つ
い
て
は

、
当

該
年

度
中

、
又
は

翌
年
度
４
月
１
日
に
開
設
す
る
も
の
を
対

象
と
す
る
こ
と

。
 

（
４
）
熱
中
症
対
策

事
業

の
対

象
施
設

に
つ

い
て
は
、
公
立
の
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど

も
園
を
除
く
。
 

 （
５
）
安
全
対
策
事

業
の

実
施

に
つ
い

て
は

、
以
下
①
～
⑤
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
 

  

①
 

対
象
施
設

に
つ

い
て

は
、

保
育
所

、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型

保
育
事
業
を
行

う
事

業
所

及
び

認
可
外

保
育
施
設
で
あ
っ
て
、
「
認
可
外
保
育

施
設
指
導
監
督

基
準

を
満

た
す

旨
の
証

明
書
の
交
付
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
7年

１
月

2
1日

付
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・

児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
定
め
る
証
明

書
（
以
下
「
証

明
書

」
と

い
う

。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
又
は
交
付
予
定
の

施
設
と
す
る
。

た
だ

し
、

地
方

公
共
団

体
が
運
営
す
る
も
の
を
除
く
。
 

   ②
 

対
象
児
童

に
つ

い
て

は
、

０
～
２

歳
の
児
童
を
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
３

歳
以
上
の

児
童

で
あ

っ
て

も
、

当
該
児

童
の
発
育
状
況
等
に
よ
り
、
③
に
定
め

る
対
象
機
器
を

使
用

す
る

必
要

が
あ
る

と
自
治
体
が
認
め
る
場
合
は
対
象
と
す

る
。
 

③
 

対
象
機
器

に
つ

い
て

は
、

②
に
定

め
る
対
象
児
童
の
睡
眠
中
の
事
故
を
防
止

す
る
た
め
に
、

睡
眠

中
の

児
童

の
体
動

や
体
の
向
き
を
検
知
す
る
な
ど
の
機
能

を
持
つ
機
器
そ

の
他

こ
れ

ら
と

同
等
の

機
能
を
持
つ
機
器
（
例
：
午
睡
チ
ェ
ッ

ク
、
無
呼
吸
ア

ラ
ー

ム
な

ど
）

と
す
る

。
 

※
 

機
器
の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、
実

施
主
体
に
お
い
て
、
「
医
薬
品
、
医
薬

機
器
等
の

品
質

、
有

効
性

及
び

安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和

3
5
年
法
律

第
1
4
5号

）
に

基
づ
く

医
療
機

器
の
製
造
販
売
の
承
認
等
が
な
さ
れ

て
い
る
こ

と
や

保
育

所
等

で
の

導
入
実

績
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
安
全
性
等
を

十
分
に
考

慮
し

た
上

で
決

定
す

る
こ
と

。
 

④
 

本
事
業
に

よ
る

機
器

の
導

入
は
、

安
全
確
保
業
務
の
代
替
と
な
る
も
の
で
は

な
く
、
例
え
ば

、
保

育
士

の
事

務
負
担

を
軽
減
し
、
午
睡
中
の
見
守
り
に
専
念

な
お
、
災
害
等
や
む

を
得

な
い

事
情
に

よ
り

再
び

同
様

の
事

業
を
実

施
す

る
場

合
は
こ
の
限
り
で
は

な
い

。
 

（
３
）
保
育
所
等
設
置
促

進
事

業
（
た

だ
し

、
（

※
）

を
除

く
。
）

及
び

分
園

推
進

事

業
に
つ
い
て
は
、
当

該
年

度
中

、
又
は

翌
年

度
４

月
１

日
に

開
設
す

る
も

の
を

対

象
と
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
熱
中
症
対
策
事
業

に
つ

い
て
は

、
既

存
の

冷
房

設
備

の
更
新

は
対

象
と

し
な

い
。
ま
た
、
対
象
事

業
者

に
つ

い
て
は

、
公

立
の

保
育

所
及

び
認
定

こ
ど

も
園

を

除
く
。
 

（
５
）
安
全
対
策
事
業
の

実
施

に
つ
い

て
は

、
以

下
①

～
⑤

を
満
た

す
も

の
と

す
る

。

（
た
だ
し
、
②
～
⑤

に
つ

い
て

は
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

対
策

と
し

て

実
施
す
る
場
合
を
除

く
。

）
 

①
 

対
象
施
設
に
つ

い
て

は
、

保
育
所

、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も

園
、

地
域

型

保
育
事
業
を
行
う
事

業
所

及
び

認
可
外

保
育

施
設

で
あ

っ
て

、
「
認

可
外

保
育

施
設
指
導
監
督
基
準

を
満

た
す

旨
の
証

明
書

の
交

付
に

つ
い

て
」
（

平
成

1
7年

１
月

2
1日

付
厚
生
労

働
省

雇
用

均
等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
に
定

め
る

証
明

書
（
以
下
「
証
明
書

」
と

い
う

。
）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

又
は
交

付
予

定
の

施
設
と
す
る
。
た
だ

し
、

地
方

公
共
団

体
が

運
営

す
る

も
の

を
除
く

。
 

な
お
、
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

対
策

と
し

て
安

全
対

策
事
業

を
実

施

す
る
場
合
は
、
公
立

公
営

の
施

設
及
び

事
業

所
、

並
び

に
証

明
書
の

交
付

を
受

け
て
い
な
い
認
可
外

保
育

施
設

に
つ
い

て
も

、
対

象
と

す
る

。
 

②
 

対
象
児
童
に
つ

い
て

は
、

０
～
２

歳
の

児
童

を
対

象
と

す
る
。

た
だ

し
、

３

歳
以
上
の
児
童
で
あ

っ
て

も
、

当
該
児

童
の

発
育

状
況

等
に

よ
り
、

③
に

定
め

る
対
象
機
器
を
使
用

す
る

必
要

が
あ
る

と
自

治
体

が
認

め
る

場
合
は

対
象

と
す

る
。
 

③
 

対
象
機
器
に
つ

い
て

は
、

②
に
定

め
る

対
象

児
童

の
睡

眠
中
の

事
故

を
防

止

す
る
た
め
に
、
睡
眠

中
の

児
童

の
体
動

や
体

の
向

き
を

検
知

す
る
な

ど
の

機
能

を
持
つ
機
器
そ
の
他

こ
れ

ら
と

同
等
の

機
能

を
持

つ
機

器
（

例
：
午

睡
チ

ェ
ッ

ク
、
無
呼
吸
ア
ラ
ー

ム
な

ど
）

と
す
る

。
 

※
 

機
器
の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、
実

施
主

体
に

お
い

て
、

「
医
薬

品
、

医
薬

機
器
等
の
品
質

、
有

効
性

及
び

安
全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律
」

（
昭

和

3
5
年
法
律

第
1
4
5号

）
に

基
づ
く

医
療
機

器
の

製
造

販
売

の
承

認
等
が

な
さ

れ

て
い
る
こ
と
や

保
育

所
等

で
の

導
入
実

績
が

あ
る

こ
と

な
ど

、
安
全

性
等

を

十
分
に
考
慮
し

た
上

で
決

定
す

る
こ
と

。
 

④
 

本
事
業
に
よ
る

機
器

の
導

入
は
、

安
全

確
保

業
務

の
代

替
と
な

る
も

の
で

は

な
く
、
例
え
ば
、
保

育
士

の
事

務
負
担

を
軽

減
し

、
午

睡
中

の
見
守

り
に

専
念
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す
る
こ
と
が
で

き
る

な
ど

、
あ

く
ま
で

も
保
育
の
質
の
確
保
・
向
上
の
一
環
と

し
て
、
安
全
か

つ
安

心
な

保
育

環
境
の

確
保
に
資
す
る
補
助
的
な
も
の
で
あ

る
。
 

こ
の
た
め

、
機

器
を

導
入

し
た

場
合
に

お
い
て
も
、
「
教
育
・
保
育
施
設
等

に
お
け
る
事
故

防
止

及
び

事
故

発
生
時

の
対
応
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ

い
て
」
（
平
成

2
8年

３
月

3
1日

付
内
閣

府
子
ど
も
・
子
育
て
本

部
参
事
官
、
文

部
科
学
省
初
等

中
等

教
育

局
幼

児
教
育

課
長
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童

家
庭
局
保
育
課

長
通

知
）

等
に

基
づ
き

、
安
全
な
保
育
環
境
の
確
保
に
努
め
る

こ
と
。
 

⑤
 

機
器
の
使

用
対

象
と

な
る

児
童
の

数
以
上
に
機
器
を
購
入
す
る
場
合
、
及
び

機
器
の
使
用
対

象
と

な
る

児
童

に
対
し

て
複
数
の
機
器
を
購
入
す
る
場
合
は
本

事
業
の
対
象
外

と
す

る
。
 

（
６
）
病
児
保
育
事

業
（

体
調

不
良
児

対
応

型
）
設
置
促
進
事
業
及
び
病
児
保
育
事
業

（
体
調
不
良
児

対
応

型
）

推
進

事
業
に

つ
い

て
は
、
病
児
保
育
事
業
（
体
調
不
良

児
対
応
型
）
を

実
施

し
て

い
る

保
育
所

等
、

及
び
当
該
年
度
中
又
は
翌
年
度
中
に

病
児
保
育
事
業

（
体

調
不

良
児

対
応
型

）
の

実
施

を
予
定
し
て
い
る
保
育
所
等
を

対
象
と
す
る
こ

と
。
 

（
７
）
障
害
児
受
入

促
進

事
業

に
つ
い

て
は

、
当
該
年
度
中
又
は
翌
年
度
中
に
障
害
児

等
の
受
入
れ
を

予
定

し
て

い
る

保
育
所

等
を

対
象
と
す
る
こ
と
。
 

（
８
）
保
育
所
等
設

置
促

進
事

業
に
よ

り
保

育
所
等
を
設
置
す
る
場
合
に
限
り
、
障
害

児
受
入
促
進
事

業
と

併
せ

て
実

施
す
る

こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
９
）
緊
急
一
時
預

か
り

推
進

事
業
に

つ
い

て
は
、
当
該
年
度
中
又
は
翌
年
度
中
に
事

業
の
実
施
を
予

定
し

て
い

る
場

合
を
対

象
と

す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
分
の
間
、

「
『
待
機
児
童

解
消

に
向

け
て

緊
急
的

に
対

応
す
る
施
策
に
つ
い
て
』
の
対
応
方

針
に
つ
い
て
」

（
平

成
2
8
年
４

月
７
日

付
雇

用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に

基
づ
き
、
待
機

児
童

解
消

に
向

け
て
緊

急
に

対
応
す
る
取
組
を
実
施
す
る
市
町
村

に
限
り
、
本
事

業
の

対
象

と
す

る
こ
と

。
 

（
1
0
）
放
課
後
児
童

ク
ラ

ブ
閉

所
時
間

帯
等

に
お
け
る
乳
幼
児
受
入
れ
支
援
事
業
に
つ

い
て
は
、
当
該

年
度

中
又

は
翌

年
度
中

に
一

時
預
か
り
事
業
の
実
施
を
予
定
し
て

い
る
放
課
後
児

童
ク

ラ
ブ

を
対

象
と
す

る
こ

と
。
 

（
1
1
）
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

対
策

支
援

事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
以
下
①

～
③
を
満
た
す

も
の

と
す

る
。

 

①
 

対
象
施
設

に
つ

い
て

は
、

保
育
所

、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型

保
育
事
業
を
行

う
事

業
所

、
児

童
厚
生

施
設
及
び
認
可
外
保
育
施
設
と
す
る
。
 

な
お
、
公

立
公

営
の

施
設

及
び

事
業
所

、
並
び
に
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど

、
あ

く
ま
で

も
保

育
の

質
の

確
保

・
向
上

の
一

環
と

し
て
、
安
全
か
つ
安

心
な

保
育

環
境
の

確
保

に
資

す
る

補
助

的
な
も

の
で

あ

る
。
 

こ
の
た
め
、
機

器
を

導
入

し
た

場
合
に

お
い

て
も

、
「

教
育

・
保
育

施
設

等

に
お
け
る
事
故
防
止

及
び

事
故

発
生
時

の
対

応
の

た
め

の
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て
」
（
平
成

2
8年

３
月

3
1日

付
内
閣

府
子

ど
も

・
子

育
て

本
部
参

事
官

、
文

部
科
学
省
初
等
中
等

教
育

局
幼

児
教
育

課
長

、
厚

生
労

働
省

雇
用
均

等
・

児
童

家
庭
局
保
育
課
長
通

知
）

等
に

基
づ
き

、
安

全
な

保
育

環
境

の
確
保

に
努

め
る

こ
と
。
 

⑤
 

機
器
の
使
用
対

象
と

な
る

児
童
の

数
以

上
に

機
器

を
購

入
す
る

場
合

、
及

び

機
器
の
使
用
対
象
と

な
る

児
童

に
対
し

て
複

数
の

機
器

を
購

入
す
る

場
合

は
本

事
業
の
対
象
外

と
す

る
。
 

（
６
）
病
児
保
育
事
業
（

体
調

不
良
児

対
応

型
）

設
置

促
進

事
業
及

び
病

児
保

育
事

業

（
体
調
不
良
児
対
応

型
）

推
進

事
業
に

つ
い

て
は

、
病

児
保

育
事
業

（
体

調
不

良

児
対
応
型
）
を
実
施

し
て

い
る

保
育
所

等
、

及
び

当
該

年
度

中
又
は

翌
年

度
中

に

病
児
保
育
事
業
（
体

調
不

良
児

対
応
型

）
の

実
施

を
予

定
し

て
い
る

保
育

所
等

を

対
象
と
す
る
こ
と
。
 

（
７
）
障
害
児
受
入
促
進

事
業

に
つ
い

て
は

、
当

該
年

度
中

又
は
翌

年
度

中
に

障
害

児

等
の
受
入
れ
を
予
定

し
て

い
る

保
育
所

等
を

対
象

と
す

る
こ

と
。
 

（
８
）
保
育
所
等
設
置
促

進
事

業
に
よ

り
保

育
所

等
を

設
置

す
る
場

合
に

限
り

、
障

害

児
受
入
促
進
事
業
と

併
せ

て
実

施
す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す
る

。
 

（
９
）
緊
急
一
時
預
か
り

推
進

事
業
に

つ
い

て
は

、
当

該
年

度
中
又

は
翌

年
度

中
に

事

業
の
実
施
を
予
定
し

て
い

る
場

合
を
対

象
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、
当

分
の

間
、

「
『
待
機
児
童
解
消

に
向

け
て

緊
急
的

に
対

応
す

る
施

策
に

つ
い
て

』
の

対
応

方

針
に
つ
い
て
」
（
平

成
2
8
年
４

月
７
日

付
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭
局

長
通

知
）

に

基
づ
き
、
待
機
児
童

解
消

に
向

け
て
緊

急
に

対
応

す
る

取
組

を
実
施

す
る

市
町

村

に
限
り
、
本
事
業
の

対
象

と
す

る
こ
と

。
 

（
1
0
）
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
閉

所
時
間

帯
等

に
お

け
る

乳
幼

児
受
入

れ
支

援
事

業
に

つ

い
て
は
、
当
該
年
度

中
又

は
翌

年
度
中

に
一

時
預

か
り

事
業

の
実
施

を
予

定
し

て

い
る
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ

を
対

象
と
す

る
こ

と
。
 

（
1
1
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染
症

対
策

支
援

事
業

の
実

施
に
つ

い
て

は
、

以
下

①

～
③
を
満
た
す
も
の

と
す

る
。

 

①
 

対
象
施
設
に
つ

い
て

は
、

保
育
所

、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も

園
、

地
域

型

保
育
事
業
を
行
う
事

業
所

、
児

童
厚
生

施
設

及
び

認
可

外
保

育
施
設

と
す

る
。
 

な
お
、
公
立
公

営
の

施
設

及
び

事
業
所

、
並

び
に

証
明

書
の

交
付
を

受
け

て
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い
な
い
認
可
外

保
育

施
設

に
つ

い
て
も

対
象
と
す
る
。
 

②
 

感
染
症
拡

大
防

止
を

徹
底

す
る
た

め
、
 

・
 

保
護

者
と

の
連

絡
等

に
お

け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
 

・
 

保
育

等
の

提
供

に
係

る
遊

具
等
の
消
毒
や
、
子
ど
も
が
密
集
す
る
状
況

を
つ
く
ら

な
い

等
の

工
夫

を
図

る
た
め
に
必
要
な
保
育
補
助
者
等
の
雇
い

上
げ
 

・
 

感
染

症
対

策
計

画
の

策
定

、
職
員
の
体
調
管
理
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
接
触
確

認
ア

プ
リ

（
Ｃ

Ｏ
Ｃ

Ｏ
Ａ
）
の
活
用
 

等
の
取
組

に
努

め
て

い
る

。
 

③
 

感
染
症
対

策
の

徹
底

を
図

り
な
が

ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
職
員

へ
の
支
援
を
図

る
た

め
、

原
則

、
３
（

２
）
⑧
ア
の
事
業
を
実
施
し
、
職
員
に

対
す
る
手
当
等

の
支

給
や

物
品

等
の
購

入
支
援
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。
（
３

（
２
）
⑧
イ
の

事
業

の
実

施
の

み
に
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
）
 

（
1
2
）
感
染
症
対
策

の
た

め
の

改
修
整

備
等

事
業

及
び
保
育
環
境
向
上
等
事
業

の
対
象

施
設
に
つ
い
て

は
、

保
育

所
、

幼
保
連

携
型

認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
事
業

（
居
宅
訪
問
型

保
育

事
業

を
除

く
。
）

を
行

う
事
業
所
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 

５
 

費
 

用
 

本
事
業
に
要
す

る
費

用
の

一
部

に
つ
い

て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補

助
す
る
も
の
と

す
る

。
 

  

 

い
な
い
認
可
外
保
育

施
設

に
つ

い
て
も

対
象

と
す

る
。
 

②
 

感
染
症
拡
大
防

止
を

徹
底

す
る
た

め
、
 

・
 

保
護
者
と

の
連

絡
等

に
お

け
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
 

・
 

保
育
等
の

提
供

に
係

る
遊

具
等
の

消
毒

や
、

子
ど

も
が

密
集
す

る
状

況

を
つ
く
ら

な
い

等
の

工
夫

を
図

る
た
め

に
必

要
な

保
育

補
助

者
等
の

雇
い

上
げ
 

・
 

感
染
症
対

策
計

画
の

策
定

、
職
員

の
体

調
管

理
や

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル

ス
接
触
確

認
ア

プ
リ

（
Ｃ

Ｏ
Ｃ

Ｏ
Ａ
）

の
活

用
 

等
の
取
組
に
努

め
て

い
る

。
 

③
 

感
染
症
対
策
の

徹
底

を
図

り
な
が

ら
業

務
を

継
続

的
に

実
施
し

て
い

る
職

員

へ
の
支
援
を
図
る
た

め
、

原
則

、
３
（

２
）

⑧
ア

の
事

業
を

実
施
し

、
職

員
に

対
す
る
手
当
等
の
支

給
や

物
品

等
の
購

入
支

援
を

積
極

的
に

行
う
こ

と
。

（
３

（
２
）
⑧
イ
の
事
業

の
実

施
の

み
に
な

ら
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と
。

）
 

（
1
2
）
感
染
症
対
策
の
た

め
の

改
修
整

備
等

事
業

の
対

象
施

設
に
つ

い
て

は
、

保
育

所
、
幼
保
連
携
型
認

定
こ

ど
も

園
、
地

域
型

保
育

事
業

（
居

宅
訪
問

型
保

育
事

業
を

除
く
。
）
を
行
う
事

業
所

と
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 

５
 

費
 

用
 

本
事
業
に
要
す
る
費

用
の

一
部

に
つ
い

て
、

国
は

別
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

補

助
す
る
も
の
と
す
る
。
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多
様

な
保
育

促
進
事
業

の
実

施
に

つ
い
て
（

新
旧
対
照

表
）
 

（
下
線
部
は
変
更
点
）
 

改
正
後
 

現
行
 

雇
児

発
0
4
1
7

第
４

号
 

平
成

2
9
年

４
月

1
7
日
 

一
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
6
0
7

第
１

号
 

平
成

3
0
年

６
月

７
日
 

二
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
3
2
9

第
2
0

号
 

平
成

3
1
年

３
月

2
9
日
 

三
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
4
0
1

第
１

号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

四
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
4
0
1

第
５

号
 

令
和

３
年

４
月

１
日

 

五
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
9
1
5

第
1

号
 

令
和

３
年

９
月

1
5
日
 

六
 
次
 
改
 
正
 
子

発
※

※
第

※
号
 

令
和

４
年

※
月

※
日

 

 

都
道
府
県
知
事
 

各
 
指
定
都
市
市
長
 
殿
 

 
 
中

核
市

市
長
 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

  

多
様
な
保
育
促
進
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

雇
児

発
0
4
1
7

第
４

号
 

平
成

2
9
年

４
月

1
7
日
 

一
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
6
0
7

第
１

号
 

平
成

3
0
年

６
月

７
日
 

二
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
3
2
9

第
2
0

号
 

平
成

3
1
年

３
月

2
9
日
 

三
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
4
0
1

第
１

号
 

令
和

２
年

４
月

１
日

 

四
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
4
0
1

第
５

号
 

令
和

３
年

４
月

１
日

 

五
 
次
 
改
 
正
 
子

発
0
9
1
5

第
1

号
 

令
和

３
年

９
月

1
5
日
 

   

都
道
府
県
知

事
 

各
 
指
定
都
市
市

長
 
殿
 

 
 
中

核
市

市
長
 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

  

多
様
な
保
育
促
進
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
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子
育
て

に
お
け

る
負

担
の

軽
減
や

仕
事
と

子
育

て
の

両
立
支

援
な
ど

、
安

心
し

て

子
育
て

が
で
き

る
環
境

づ
く
り
を

推
進
す

る
た
め

、
地
域
の

実
情
に

応
じ
た

需
要
に

対
応
す
る
多
様
な
保
育
促
進
事
業
を
次
に
よ
り
実
施
し
、
平
成

2
9
年
４
月
１
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に

対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
本
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
平
成

2
7
年
４
月

1
3
日
雇
児
発

0
4
1
3
第

1
8
号

厚
生
労

働
省
雇

用
均
等

・
児
童
家

庭
局
長

通
知
「

家
庭
支
援

推
進
保

育
事
業

の
実
施

に
つ
い
て
」
は
、
平
成

2
9
年
３
月

3
1
日
限
り
で
廃
止
す
る
。
 

  

記
 

 第
１
 
事
業
の
種
類
 

１
 
保
育
利
用
支
援
事
業
 

２
 
３
歳
児
受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業
 

３
 
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
 

４
 
家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
 

 
 
５
 
広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
 

 
 
６
 
待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
 

 
 
７
 
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
 

 
 
８
 
保
育
所
等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業
 

 

第
２
 
事
業
の
実
施
 

各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

１
 
保
育
利
用
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 

２
 
３
歳
児
受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
２
）
 

 

子
育
て

に
お
け

る
負

担
の

軽
減
や

仕
事
と

子
育

て
の

両
立
支

援
な
ど

、
安

心
し

て

子
育
て

が
で
き

る
環
境

づ
く
り
を

推
進
す

る
た
め

、
地
域
の

実
情
に

応
じ
た

需
要
に

対
応
す
る
多
様
な

保
育
促
進
事
業
を
次
に
よ
り
実
施
し
、
平
成

2
9
年
４
月
１
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に

対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
本
事
業

の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
本
通
知

の
施
行
に
伴
い
、
平
成

2
7
年
４
月

1
3
日
雇
児
発

0
4
1
3
第

1
8
号

厚
生
労

働
省
雇

用
均
等

・
児
童
家

庭
局
長

通
知
「

家
庭
支
援

推
進
保

育
事
業

の
実
施

に
つ
い
て
」
は
、

平
成

2
9
年
３
月

3
1
日
限
り
で
廃
止
す
る
。
 

  

記
 

 第
１
 
事
業
の
種

類
 

１
 
保
育
利

用
支
援
事
業
 

２
 
３
歳
児

受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業
 

３
 
医
療
的

ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
 

４
 
家
庭
支

援
推
進
保
育
事
業
 

 
 
５
 
広
域
的

保
育
所
等
利
用
事
業
 

 
 
６
 
待
機
児

童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
 

 
 
７
 
新
た
な

待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
 

 
 
８
 
保
育
所

等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業
 

 

第
２
 
事
業
の
実

施
 

各
事
業
の

実
施
及
び
運
営
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

１
 
保
育
利

用
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 

２
 
３
歳
児

受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
２
）
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３
 
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
３
）
 

４
 
家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
４
）
 

５
 
広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
５
）
 

６
 
待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
６
）
 

 
 
７
 
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
７
）
 

 
 
８
 
保
育
所
等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
８
）
 

 （
別
添
１
）
～
（
別
添
２
）
（
略
）
 

 （
別
添
３
）
 

 

医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 １
～
３
（
略
）
 

 ４
 
実
施
方
法
 

（
１
）
～
（
３
）
（
略
）
 

（
４
）
留
意
事
項
 

本
事
業

は
、

保
育
所

等
に

お
い
て

、
単

に
（
３

）
①

に
掲
げ

る
医

療
的
ケ
ア

を
実
施

す
る
こ

と
が

目
的

で
は
な

く
、
都

道
府

県
等

が
、
保

健
、
医

療
、

障
害

福
祉
、

教
育
等

の
関

係
機

関
と
も

連
携
を

図
り

、
保

育
所
等

に
お
け

る
医

療
的

ケ
ア
児

の
受
入

れ
を

可
能

と
す
る

体
制

を
整
備

す
る

こ
と
を

目
指
す

も
の

で
あ

る
こ
と

を
踏
ま

え
た

上
で

、
次
の

①
か
ら

⑦
ま

で
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い

て
十

分
留
意
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
①
～
⑥
（
略
）
 

⑦
 
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
本
事
業
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・

子
育
て

支
援

法
第

1
9
条

第
１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
小
学
校

就
学

前
子

ど
も

に
該
当
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
（
以
下
「
１
号
認
定
医
療
的
ケ
ア
児
」
と
い
う
。
）

３
 
医
療
的

ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
３
）
 

４
 
家
庭
支

援
推
進
保
育
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
４
）
 

５
 
広
域
的

保
育
所
等
利
用
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
５
）
 

６
 
待
機
児

童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
６
）
 

 
 
７
 
新
た
な

待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
７
）
 

 
 
８
 
保
育
所

等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
８
）
 

 （
別
添
１
）
～
（

別
添
２
）
（
略
）
 

 （
別
添
３
）
 

 

医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 １
～
３
（
略
）
 

 ４
 
実
施
方
法
 

（
１
）
～
（
３
）
（
略
）
 

（
４
）
留
意
事
項

 

本
事
業

は
、

保
育
所

等
に

お
い
て

、
単

に
（
３

）
①

に
掲
げ

る
医

療
的
ケ
ア

を
実
施

す
る
こ

と
が

目
的

で
は
な

く
、
都

道
府

県
等

が
、
保

健
、
医

療
、

障
害

福
祉
、

教
育
等

の
関

係
機

関
と
も

連
携
を

図
り

、
保

育
所
等

に
お
け

る
医

療
的

ケ
ア
児

の
受
入

れ
を

可
能

と
す
る

体
制
を

整
備

す
る

こ
と
を

目
指
す

も
の

で
あ

る
こ
と

を
踏
ま

え
た

上
で

、
次
の

①
か
ら

⑤
ま

で
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い

て
十

分
留
意
し
て

実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
①
～
⑥
（
略

）
 

 
 
（
新
設
）
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の
受
入

れ
を

行
っ
て

い
る

場
合
に

は
、

４
（
１

）
に

規
定
す

る
対

象
児
童
の

医
療
的

ケ
ア

に
従
事

す
る

た
め
に

配
置

し
た
職

員
が

、
１
号

認
定

医
療
的
ケ

ア
児
の
医
療
的
ケ
ア
を
実
施
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
 

 ５
 
医
療
的
ケ
ア
児
受
入
体
制
整
備
計
画
書
兼
実
績
報
告
書
の
作
成
 

本
事
業

を
実
施

す
る

都
道

府
県
等

に
お
い

て
は

、
保

育
所
等

に
お
け

る
医

療
的

ケ
ア
児

の
受
入

れ
を

可
能

と
す
る

体
制
を

整
備

す
る

こ
と
を

目
指
す

た
め

、
医

療

的
ケ
ア

児
の
保

育
ニ

ー
ズ

を
踏
ま

え
た
上

で
、

別
紙

「
医
療

的
ケ
ア

児
受

入
体

制

整
備
計
画
書
兼
実
績
報
告
書
」（

以
下
「
整
備
計
画

書
兼
実
績
報
告
書
」
と
い
う
。
）

を
作
成

し
、
別

に
定

め
る

本
事
業

の
補
助

に
係

る
交

付
申
請

書
及
び

変
更

交
付

申

請
書
の

添
付
資

料
と

し
て

提
出
す

る
こ
と

。
ま

た
、

整
備
計

画
書
兼

実
績

報
告

書

に
当
該

年
度
の

実
績

を
記

載
し
た

上
で
、

補
助

に
係

る
実
績

報
告
書

の
添

付
資

料

と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
 

 

６
（
略
）
 

 ７
 
費
用
 

国
は
、

上
記
４

（
３

）
に

掲
げ
る

事
業

に
要
す

る
費

用
の
一

部
に
つ

い
て

、
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、

当
年
度

の
３

年
後

の
医
療

的
ケ
ア

児
の

受
入

人
数
（

見
込
み

）
が

、
保

育
所
等

の
利
用

を
希

望
す

る
人
数

（
見
込

み
）

を
上

回
る
整

備
計
画

書
を

策
定

す

る
都
道

府
県
等

に
つ

い
て

は
、
国

の
補
助

の
負

担
割

合
の
嵩

上
げ
措

置
を

行
う

も

の
と
す
る
。
 

     

    ５
 
医
療
的
ケ
ア

児
受
入
体
制
整
備
計
画
書
兼
実
績
報
告
書
の
作
成
 

本
事
業

を
実
施

す
る

都
道

府
県
等

に
お
い

て
は

、
保

育
所
等

に
お
け

る
医

療
的

ケ
ア
児

の
受
入

れ
を

可
能

と
す
る

体
制
を

整
備

す
る

こ
と
を

目
指
す

た
め

、
医

療

的
ケ
ア

児
の
保

育
ニ

ー
ズ

を
踏
ま

え
た
上

で
、

別
紙

「
医
療

的
ケ
ア

児
受

入
体

制

整
備
計

画
書
兼

実
績

報
告

書
」
を

作
成
し

、
別

に
定

め
る
本

事
業
の

補
助

に
係

る

交
付
申
請
書
及

び
変
更
交
付
申
請
書
の
添
付
資
料
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、

同
計
画

書
兼
実

績
報

告
書

に
当
該

年
度
の

実
績

を
記

載
し
た

上
で
、

補
助

に
係

る

実
績
報
告
書
の

添
付
資
料
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。
 

  ６
（
略
）
 

 ７
 
費
用
 

 
 
国

は
、
上

記
４
（

３
）
に
掲

げ
る
事

業
に
要

す
る
費
用

の
一
部

に
つ
い

て
、
別

に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
別
添
４
）
 

 

家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
実
施
要
綱
 

 １
～
５
（
略
）
 

 ６
 
留
意
事
項
 

認
定
こ

ど
も
園

に
お

い
て

本
事
業

を
実
施

す
る

場
合

で
あ
っ

て
、
子

ど
も

・
子

育
て
支

援
法
第

1
9

条
第

１
項
第

１
号

に
掲

げ
る
小

学
校
就

学
前

子
ど

も
に
該

当

す
る
児

童
の
う

ち
、

特
に

配
慮
が

必
要
な

家
庭

の
児

童
の
受

入
れ
を

行
っ

て
い

る

場
合
に
は
、
本
事
業
に
よ
り
配
置
し
た
保
育
士
が
、
当
該
児
童
に
対
す
る
５
（
２
）

の
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
 

 ７
 
国
の
補
助
 

本
事
業

に
要
す

る
費

用
の

一
部
に

つ
い
て

、
国

は
別

に
定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  （
別
添
５
）
～
（
別
添
８
）
（
略
）
 

（
別
添
４
）
 

 

家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
実
施
要
綱
 

 １
～
５
（
略
）
 

 （
新
設
）
 

      ６
 
国
の
補
助
 

本
事
業

に
要
す

る
費

用
の

一
部
に

つ
い
て

、
国

は
別

に
定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

補
助
す
る
も
の

と
す
る
。
 

  （
別
添
５
）
～
（

別
添
８
）
（
略
）
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（案） 
 

子 保 発 〇 第 〇 号 

令 和 ４ 年 〇 月 〇 日 

 

   

各 都道府県 保育関係行政主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省子ども家庭局保育課長 

（公 印 省 略）     

 

 

 

「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業」に係る 

提案募集について 

 

 

 標記について、「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業」の採択を行うため、別

添「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業募集要領」に基づき、下記のとおり、

応募書類を提出願います。 

 なお、都道府県におかれては、貴管内市区町村（指定都市、中核市を含む。以下同

じ）の取りまとめをよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 提出書類 

（１）「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業」の提案募集について（別紙１） 

（２）令和４年度新たな待機児童対策提案型事業実施計画書（別紙２） 

（３）令和４年度新たな待機児童対策提案型事業所要額内訳書（別紙３） 

（４）（団体等に委託する場合）委託先団体等の概況書（別紙４） 

 

２ 提出期限 

  令和４年５月31日（火）（期限厳守） 

 

３ 提出方法 

  郵送及び電子メールにて提出 

※ 貴管内市区町村の実施事業については、貴管内市区町村で提出書類を作成し、

都道府県において書類をとりまとめの上、提出願います。 
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（案） 
 
４ 提出先 

（郵送先）〒１００－８９１６ 

     東京都千代田区霞が関１－２－２ 

     厚生労働省子ども家庭局保育課 待機児童対策係 

（アドレス）taikijidou@mhlw.go.jp 

 

 
【照会先】 

 厚生労働省子ども家庭局 

保育課 待機児童対策係 

 TEL  03-5253-1111（内線 4840） 

 FAX  03-3595-2674 
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令和４年度新たな待機児童対策提案型事業募集要領（案） 

 

 本事業は、待機児童対策協議会（以下、「協議会」という。）に参加する地方公共団体が、地域

の実情に応じ、待機児童解消等に向けた先駆的な取組を実施することにより、待機児童対策の一

層の推進を図ることを目的としている。 

 このため、本事業の募集要領について以下のとおり定めるので、提案団体は各事項に留意の上、

応募されたい。 

 

１ 実施主体（提案主体） 

  実施主体は、協議会を設置した都道府県又は協議会に参加し、かつ子ども・子育て支援法施

行規則の一部を改正する内閣府令附則第８条（平成 30 年内閣府令第 21号）に該当する市町村

（特別区及び一部事務組合を含む。）（以下、「都道府県等」という。）又は都道府県等が認めた

者とする。 

なお、都道府県等が認めた者へ委託等を行うことができる。この場合において、都道府県等

は、委託等先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託等先から定期的な報告を求め

るものとする。 

 

２ 事業の内容 

  都道府県等が提案する待機児童解消等に向けた先駆的な取組であって、厚生労働省が適当

と認めた事業について採択を行い、当該事業の実施に必要な費用を補助する。 

 

３ 実施要件 

（１）対象事業 

本事業は、以下のいずれかに該当する事業で、協議会に諮ったものを対象とする。 

    ① 保育の受け皿拡大を図る事業 

   ② 保育人材の確保を図る事業  

③ 多様な保育の促進を図る事業 

   ④ その他、特に待機児童解消に資すると考えられる事業 

（２）対象外の事業 

以下のいずれかに該当する事業については、本事業の対象としないものとする。 

   ① 国庫補助等の対象である事業、又は国庫補助等の対象である事業の補助金額等の上

乗せや補助対象の拡大に当たる事業 

② 過去に一般財源化された国庫補助事業等 

   ③ 前年度までに取組実績のある既存の地方単独事業（既存事業の実施箇所数の増等を

含む） 

   ④ 認可外保育施設であって、認可保育所等への移行を目指していない施設を対象とし

た事業 

   ⑤ 現金給付等（バウチャー等を含む）を行う事業 

   ⑥ 前年度までに本事業を活用して実施した事業（ただし、当該事業の取組の効果や目的 

が単年度の実施では確認できない等の事情がある場合を除く） 
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（３）評価指標（ＫＰＩ）の設定等 

   ① 事業の実施にあたり、来年度４月１日時点の待機児童数をゼロにする（当該年度に待

機児童が存在しない場合は、次年度においてそれを維持する）ことを評価指標（ＫＰＩ）

として必ず設定すること。 

     あわせて、提案する事業に関連した評価指標（ＫＰＩ）を設定すること。 

② 評価指標（ＫＰＩ）は、都道府県等のホームページ等により、事業の取組内容等とと

もに公表するなど「見える化」を行うこと。 

③ ①により設定した評価指標(ＫＰＩ)を達成できなかった場合は、その要因を分析し、

国に報告すること。なお、政策効果が低いと認められる場合は、補助金を返還させるこ

とがある。 

（４）事業周知のための広報媒体の作成 

① 実施した取組を全国的に展開できるよう広報媒体を作成すること。 

②  広報媒体については、全国会議（部局長会議等）や厚生労働省ホームページにおいて 

公表する場合があること。 

 

４ 事業の採択について 

 以下の点等を総合的に審査の上、予算の範囲内で採否を決定する。 

  ① 事業実施計画、所要額内訳書、委託先団体等の概況書（団体に委託する場合）の記載内

容について不備がないこと。 

  ② 本募集要領の規定に合致していること。 

  ③ 地域の実情や特殊性を踏まえ、地域の課題に対応した事業であること。 

  ④ 創意工夫や先駆性があり、他の地方公共団体等にも参考となり得るような汎用性があ

ること。 

  ⑤ 事業内容から評価指標（ＫＰＩ）が適切に設定されていると見込まれること。 

 

５ 応募方法 

（１）提出書類 

提案募集のための提出書類は以下の①～④とする。（提出にあたっては、全てＡ４用紙片面

印刷によること。） 

① 「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業」の提案応募について（別紙１） 

② 令和４年度新たな待機児童対策提案型事業実施計画書（別紙２） 

③ 令和４年度新たな待機児童対策提案型事業所要額内訳書（別紙３） 

④ （団体等に委託する場合）委託先団体等の概況書（別紙４） 

 

なお、事業を実施した地方公共団体は、実施状況報告書を提出することとする。 

 

実施状況報告のための提出書類は以下の⑤～⑧とする。（提出にあたっては、全てＡ４用紙 

片面印刷によること。） 

⑤ 「令和４年度新たな待機児童対策提案型事業」の実施状況報告について（別紙５） 

⑥ 令和４年度新たな待機児童対策提案型事業実施状況報告書（別紙６） 

⑦ 令和４年度新たな待機児童対策提案型事業実績額内訳書（別紙７） 
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⑧ 広報資料 

 

 

（２）提出期限 

① 提案募集のための提出書類の提出期限は以下のとおりとする。 

令和４年５月31日（火） 

※ 提出期限を経過して届いた提出期限については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意

すること。 

② 実施状況報告のための提出書類の提出期限は以下のとおりとする。 

   令和５年４月７日（金） 

（３）提出方法及び提出先 

（１）の提出書類は、郵送及び電子メールにて提出することとする。 

（郵送先）〒１００－８９１６ 

      東京都千代田区霞が関１－２－２ 

      厚生労働省子ども家庭局保育課 待機児童対策係 

（アドレス）taikijidou@mhlw.go.jp 

 

６ 補助基準額等 

（１）補助基準額 

   １都道府県等当たり年額 10,000 千円 

   複数の自治体で一の事業を行う場合は、１事業当たり年額 10,000 千円 

（２）補助率 

定額補助（10/10） 

（３）補助対象経費 

事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、謝金、旅費、需用

費（消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費、広告料、手数料）、委

託料等 

 

７ 留意事項 

① 事業終了後に提出する実施状況報告書（以下「報告書」という。）について報告書の他、 

３（４）の広報媒体も合わせて提出すること。 

② 複数の都道府県等が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表として選定す

るなどして、応募を行うこと。（連名による応募は認めない。） 

  ③ 提出期限を過ぎてからの提出書類の追加提出や差し替えは認めないこと。 

  ④ 必要に応じて、中間報告を求める場合があるので、あらかじめ承知しておくこと。 

⑤ 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。 

また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。 

なお、本事業を実施する都道府県等が、事業の全部又は一部を委託する場合は、個人情

報の保護を十分に遵守させるように指導しなければならない。 

⑥ 事業の執行状況及び経理状況を調査するため、事業の実施中又は終了後に厚生労働省に

よる現地調査を行う場合があること。 
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